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第１章 計画の概要 
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１．計画策定の背景と目的 

１-１ 計画策定の背景 

本県では、人口減少の進行や自家用自動車の普及等により、地域公共交通の利用が減少傾

向にあり、地域住民の移動手段として必要不可欠なバス路線や第三セクター鉄道等の運行維

持が困難な状況となっています。 
地域公共交通を運行する交通事業者は、利用者の減少により経営状況が悪化しているほか、

乗務員等の担い手不足や高齢化など、労務環境についても事業継続を図る上で大きな課題と

なっています。 
また、各自治体は、路線バスの運行費への支援や自ら運行するコミュニティ交通の運営等

により、その財政負担は増加傾向にあります。  
本県の人口は、今後さらに減少していくことが見込まれるものの、地域公共交通は、高齢

者の買い物・通院や高校生の通学などといった日常生活の外出手段として、また観光やビジ

ネスなど交流のアクセス手段として、地域内又は地域間をつなぐ重要な役割を引き続き果た

すことが求められています。 
地域公共交通が抱えるこれらのさまざまな課題を受けて、「地域公共交通の活性化及び再生

に関する法律」が改正され（2020 年（令和 2 年）11 月）、地方公共団体に、地域にとって望

ましい地域旅客運送サービスの姿を明らかにするマスタープランとなる「地域公共交通計画」

の策定が努力義務化されました。 
そのため、県では、2021 年（令和 3）年 3 月に「秋田県地域公共交通活性化協議会」を立

ちあげ、計画の策定に向けて、本県の地域公共交通ネットワークのあり方や活性化に向けた

方策等について議論を重ねてきました。 
 

表 令和３年度秋田県地域公共交通活性化会議の開催状況 

回数 

開催日 

協議会 
地域部会 

県北 中央 県南・由利 

第 1 回 2021 年 6月 8 日 2021 年 5月 20日 2021 年 5月 24日 2021 年 5月 26日 
第 2 回 2021年 10月 26日 2021年 10月 12日 2021年 10月 13日 2021年 10月 15日 
第 3 回 2021年 12月 21日 2021年 11月 26日 2021年 11月 30日 2021年 11月 25日 

パブリックコメントによる意見募集実施（2022年 1 月 14日～2月 13日） 
第 4 回 2022 年 2月 18日 2022 年 2月 15日 2022 年 2月 16日 2022 年 2月 17日 
※全てリモート開催 
 

１-２ 計画の目的 

以上の背景を踏まえて、秋田県として関係者が一丸となって目指すべき”地域公共交通の

あるべき姿”や、その実現に向けて利用者も巻き込んで”総力戦”として取り組むべき具体的

な事業、さらには、事業の進捗をチェックし、改善を重ね続けるための体制等を示すものと

して、本計画を策定するものです。 
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１-３ 計画で使用する用語の定義 

本計画では、乗合バス路線等について、次のとおり定義します。 
表 バス路線等の区分 

用 語 内  容 

広域路線 市町村を跨いで広域的、幹線的に運行するバス路線 

域内交通 １市町村内を運行するバス路線、コミュニティ交通 

 

    また、本県の乗合バス運行費への補助事業では、以下の４つの運行形態に区分してお

り、本計画でもこの区分に基づき、整理・分析等を行っています。 

表 国または県の補助事業の区分 

補助対象 運行主体 補助主体 備考 

地域間幹線系統 バス事業者 国・県・市町村 複数市町村にまたがる系統 

生活バス バス事業者 県・市町村 原則単一市町村内で完結する系統 

フィーダー系統 
市町村・ 

バス事業者 
国・県 鉄道・幹線系統に接続する枝線 

マイタウン・バス 市町村 県 乗合タクシー等のコミュニティ交通 

 

１-４ 計画策定に当たり実施した調査 

本計画の策定に当たり、地域における移動の特性やニーズ、地域公共交通の担い手である 
交通事業者の意向等を把握するため、以下の調査を実施しました。 
 

表 計画策定にあたり実施した調査一覧 

No. 調査名称 調査方法 調査の目的 

1 県民アンケート調査 
郵送配布・ 

郵送回収 

〇県民の移動実態、公共交通の利用実

態等を把握 

２ 市町村アンケート調査 
メール配布・ 

メール回収 

〇自治体主体や民間主体による移動サ

ービス等の実態等を把握  

３ 高等学校アンケート調査 
メール配布・ 

メール回収 

〇高校生の通学実態（居住地・手段・時

間等）を把握 

４ 主要施設等アンケート調査 
郵送配布・ 

郵送回収 

〇県内の施設等による送迎サービス等

を把握 

５ 交通事業者ヒアリング調査 
対面・ 

リモート 

〇交通事業者の運営上及び公共交通運

行上の問題・課題等を把握 

６ 広域バス路線乗り込み調査 
調査員の直接

乗り込み 
〇広域路線バスの利用特性等を把握 

７ 主要交流拠点乗継調査 
ＷＥＢ配布・ 

ＷＥＢ回収 

〇主要な拠点における広域的な乗継ぎ

の実態等を把握 

８ 交通拠点利用環境調査 現地調査 
〇交通拠点における待合環境・バリア

フリー環境等の実態を把握 
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２．計画の位置づけ 

本計画は、県政の方針等を定める「新秋田元気創造プラン」を上位計画として位置づける

とともに、当該プランに定める基本的な方針や方向性等との整合性を図るものとします。 
また、都市計画や観光、医療、福祉、教育などの他分野における各種計画を関連計画として

位置づけ、これらの計画に掲げる施策等とも連携し、相互に補完し合いながら、秋田県の将

来像の実現に向けた取組を進めるものとします。 
なお、県の地域公共交通計画では、主に複数の市町村間を運行する路線バスや鉄道など広

域的な機能を担う地域公共交通について検討していますが、圏域ごとの地域公共交通の課題

や方向性についても整理していることから、今後、市町村において地域公共交通計画を策定

及び改訂する上での方向性を示すとともに、主に日常生活に密着したコミュニティバスなど

域内交通を検討する市町村計画と連携・補完しながら、県全体の地域公共交通ネットワーク

の構築を図るものとします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 計画の位置づけ 

 

３．計画期間 

本計画の計画期間は 2022 年度（令和 4 年度）から 2026 年度（令和 8 年度）までの 5 か年

とします。なお、本計画に示す内容等については、上位計画である新秋田元気創造プランの

見直しや、本計画の根拠となる法律・制度等の改正、その他社会情勢等の変化など、地域公共

交通等を取り巻く状況に変化が生じた場合には、計画期間内であっても必要に応じて見直し

等を行うものとします。 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

図 計画期間  

計画 2022年度
（令和４年度）

２０２３年度
（令和５年度）

2024年度
（令和6年度）

２０２5年度
（令和7年度）

2026年度
（令和8年度）

秋田県
地域公共交通計画

〔上位計画〕
新秋田
元気創造プラン

2022年度～２０２６年度

2022年度～２０２5年度
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４．計画の対象となる区域と交通手段 

４-１ 計画の対象区域 

本計画の対象区域は秋田県全域を対象としますが、生活圏域ごとに移動特性や運行する地

域公共交通ネットワークの特性等が異なることから、本計画では県全体での方針等に加え、

圏域別の方針等についても整理することとします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 計画の対象区域  

鹿角・北秋田圏域 

山本圏域 

秋田圏域 

仙北圏域 

平鹿・雄勝圏域 

由利圏域 
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４-２ 計画の対象とする交通手段 

多様化する移動需要に対して既存の地域公共交通サービスだけで対応することが困難とな

っている現状を踏まえ、今般の活性化再生法の改正の趣旨の一つとして、地域公共交通だけ

ではなく、地域にあるさまざまな移動サービスを総動員して、移動需要に対応する方向性が

示されています。 
本計画においても既存の地域公共交通サービスだけではなく、地域にあるさまざまな移動

サービスの活用等を念頭に、計画の対象とする交通手段については以下のとおりとします。 
 
（１）路線バス 
（２）マイタウン・バス等のコミュニティ交通 
（３）鉄道（新幹線、ＪＲ在来線、第三セクター鉄道） 
（４）タクシー 
（５）高速バス 
（６）飛行機 
（７）フェリー 
（８）自家用有償旅客運送（交通空白地有償運送、福祉有償運送） 
（９）旅客運送以外の移動サービス（施設運送サービス、スクールバスなど） 
（10）レンタカー 
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第２章 秋田県の地域公共交通を取り巻く状況 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

8 

１．秋田県全体の地域特性の概要 

１-１ 地勢・自然特性 

（１）面積・地勢 

本県は、東京都のほぼ真北約 450km の日本海沿岸にあり、東西約 111km、南北 181km、総面

積は 11,615.55km2と、全国では 6 番目の広さで、日本の面積の約 3.1％を占めており、周囲

は、北は青森県と、東は岩手県と、南は山形県及び宮城県と隣接し、西は日本海に面していま

す。 
東の県境を奥羽山脈と那須火山帯が縦走し、八幡平、駒ヶ岳、栗駒山の各火山と田沢湖、十

和田湖の両カルデラ湖を形成しています。また、北の県境には、世界自然遺産に登録された

白神山地、南の県境には、東北第二位の高峰である鳥海山が位置しており、これらはいずれ

も本県の代表的な観光名所となっています。 
また、県北には花輪、大館、鷹巣の各盆地、県南には横手盆地などがあり、一方、雄物川、

米代川、子吉川の三大河川の下流には秋田、能代、本荘の各平野が広がっており、これらの地

域には多くの生活圏が存在しています。 
本県の可住地面積は、3,204.37km2（総面積の 27.5％）となっており、圏域別では、秋田圏

域が約 707.53km2で約 2.2 割と最も多く、仙北圏域が約 616.29km2で約 1.9 割、平鹿・雄勝圏

域が約 572.56km2 で約 1.8 割、鹿角・北秋田圏域が約 566.15km2 で約 1.8 割、由利圏域が約

375.4km2で約 1.2 割、山本圏域が約 366.45km2で約 1.1 割となっています。 
 

表 面積及び可住面積 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：統計で見る市区町村のすがた 2021 

図 地勢図 

 

  

総面積 可住面積

km2 km2

11,615.6 3,204.4

3,231.9 566.2

県対比 27.8% 17.7%

1,191.2 366.5

県対比 10.3% 11.4%

1,694.9 707.5

県対比 14.6% 22.1%

1,450.7 375.4

県対比 12.5% 11.7%

2,128.7 616.3

県対比 18.3% 19.2%

1,918.2 572.6

県対比 16.5% 17.9%

鹿角・北秋田圏域

山本圏域

秋田圏域

由利圏域

仙北圏域

平鹿・雄勝圏域

項目

単位

秋田県全体
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（２）気候 

県内の全域が豪雪地帯（12 市町村）又は特別豪雪地帯（13 市町村）に指定されており、降

雪量の多い環境に加えて、特に冬季の 12 月から 3 月にかけては北西の季節風の影響により、

荒天が続くなど、厳しい積雪環境が特徴です。 
 

表 【月ごとの降水量】過去 30 年間の平均値（1991 年～2020 年） 

（mm） 

 鹿角 鷹巣 阿仁合 能代 秋田 

１月 79.4 116.7 164.3 114.8 118.9 

2 月 68.7 92.4 125.0 86.0 98.5 

3 月 84.1 97.0 132.0 79.5 99.5 

4 月 89.2 103.4 131.8 86.3 109.9 

5 月 93.1 116.3 133.9 105.5 125.0 

6 月 108.3 119.8 136.6 100.2 122.9 

7 月 200.6 214.7 233.8 162.5 197.0 

8 月 190.4 198.1 240.0 155.9 184.6 

9 月 149.3 164.7 193.9 154.6 161.0 

10 月 138.8 162.7 191.2 147.7 175.5 

11 月 136.0 167.8 218.0 157.5 189.1 

12 月 116.3 151.4 199.3 143.9 159.8 

計 1454.1 1704.7 2099.7 1494.4 1741.6 

 

 本荘 矢島 角館 横手 湯沢 

１月 153.7 234.5 171.6 184.1 155.8 

2 月 106.5 158.6 140.5 119.5 94.2 

3 月 105.0 142.8 135.7 95.4 80.8 

4 月 101.6 113.5 129.1 85.3 69.8 

5 月 112.6 109.2 148.7 100.1 86.6 

6 月 119.7 127.5 152.3 113.8 104.9 

7 月 190.2 196.8 273.6 194.4 172.8 

8 月 202.4 191.5 254.9 183.6 166.1 

9 月 180.4 179.0 180.5 136.6 137.6 

10 月 189.9 217.0 171.5 144.6 141.2 

11 月 217.0 287.0 202.5 174.1 164.2 

12 月 190.1 293.5 197.8 206.0 189.0 

計 1838.7 2250.8 2158.4 1737.3 1567.4 

出典：気象庁 
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表 【月ごとの降雪の深さ合計】過去 30 年間の平均値（1991 年～2020 年）  

（cm）  

 鹿角 鷹巣 阿仁合 能代 秋田 本荘 矢島 角館 横手 湯沢 

１月 182 183 259 129 100 125 225 218 276 266 

2 月 150 145 198 106 79 99 166 175 202 195 

3 月 100 68 127 30 30 22 87 95 106 99 

4 月 2 1 13 1 1  4 7 6 7 

           

11 月 13 8 21 5 6 10 15 12 23 16 

12 月 132 113 170 66 59 62 135 130 186 177 

計 579 514 778 337 273 315 625 630 793 754 

出典：気象庁 

 

表【最積雪深の観測記録】 2021 年 10 月 30 日現在 

（cm） 

 鹿角 鷹巣 阿仁合 能代 秋田 本荘 矢島 角館 横手 湯沢 

最深 

積雪 
130 131 188 92 117 93 177 169 203 175 

年月日 
H27. 

2.10 

H24. 

1.30 

H25. 

2.25 

H18. 

1.5 

S49. 

2.10 

H10. 

11.19 

H23. 

1.30 

S61. 

2.26 

H13. 

2.5 

H23. 

2.1 

出典：気象庁 
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１-２ 土地利用 

県民等の移動手段として地域公共交通を考える上で、市街地の形成状況（施設の集積）な

ど、土地利用状況を踏まえることが重要です。 
ここでは、地域公共交通を考える上での基礎資料として、本県における土地利用状況につ

いて、圏域ごとに整理します。 
 

表 使用するデータ 

〇出典：国土数値情報（国土交通省） 
〇整理年度：2016 年度（平成 28年度） ※2021 年 12 月時点の最新データ 
〇概要：衛星画像を用いて土地利用状況を判別し、整理したデータ。 

家屋やさまざまな施設などに利用されている土地については、建物用地として整理

されるほか、農用地・森林・水系（河川・湖・海など）を整理。 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

12 

（１）鹿角・北秋田圏域 

鹿角市や大館市、北秋田市においては、駅周辺に建物用地が多く、市街地が形成されてい

ます。他方で、各市の郊外部でも主要な道路沿線に建物用地があり、広い範囲に居住環境が

形成されています。 
小坂町と上小阿仁村には鉄道が運行していませんが、比較的まとまった範囲に建物用地が

あり市街地を形成しています。 
 

（２）山本圏域 

能代市では、能代駅や東能代駅周辺に建物用地が多く、駅周辺を中心に市街地が形成され

ています。郊外部では、駅周辺での建物用地は少なく、主要な道路沿線に建物用地があり、広

い範囲に居住環境が分散して形成される状況となっています。 
八峰町、藤里町及び三種町においても、主要な道路沿線に建物用地が多く、広い範囲に居

住環境が形成されています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 鹿角・北秋田圏域の土地利用状況図（2016）           図 山本圏域の土地利用状況図（2016） 

出典：国土数値情報 
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（３）秋田圏域 

秋田市では、都市計画により市街化区域と市街化調整区域を設定していることから、市街

化区域内には建物用地が多く、区域一体に市街地を形成しています。また、市街化調整区域

においても分散して建物用地があり、郊外部の広い範囲でも居住環境が形成されている状況

となっています。  
潟上市や男鹿市、八郎潟町では鉄道沿線に建物用地の集約がみられる一方で、男鹿市や五

城目町、井川町においては、郊外部の広い範囲に建物用地が分散しています。 
大潟村では比較的まとまった範囲に建物用地がみられ、特定の範囲内に市街地が形成され

る状況にあります。 
 

（４）由利圏域 

由利本荘市では、羽後本荘駅周辺に建物用地が多く、市街地を形成しています。また、主要

な道路の沿線などにも建物用地があり、広い範囲に居住環境が形成される状況にあります。 
にかほ市では市内の３駅周辺（仁賀保駅、金浦駅、象潟駅）に建物用地がみられ、駅周辺に

市街地が形成されている一方で、郊外部の広い範囲にも建物用地があり、広い範囲に居住環

境が形成される状況にあります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 秋田圏域の土地利用状況図（2016）              図 由利圏域の土地利用状況図（2016） 

出典：国土数値情報 
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（５）仙北圏域 

大仙市では大曲駅や神宮寺駅、刈和野駅周辺、仙北市では角館駅や田沢湖駅周辺に建物用

地が多く、各駅の周辺に市街地が形成される状況にあります。 
また、主要な道路沿線などにも建物用地があり、広い範囲に居住環境が形成される状況と

なっています。特に大仙市や美郷町では他の市町村に比べても、その傾向が顕著となってい

ます。 
 

（６）平鹿・雄勝圏域 

横手市では横手駅や十文字駅周辺、湯沢市では湯沢駅周辺に特に建物用地が多く、各駅の

周辺に市街地を形成する状況にあります。 
なお、横手市では特に郊外部の広い範囲に建物用地が分散しており、居住環境が広範囲に

形成されている状況となっています。 
羽後町や東成瀬村においても、主要な道路沿線に建物用地があり、広い範囲に居住環境が

分散して形成されている状況となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 仙北圏域の土地利用状況図（2016）            図 平鹿・雄勝圏域の土地利用状況図（2016） 

出典：国土数値情報 

  



 

15 

１-３ 人口の推移等 

2021 年（令和 3 年）10 日 1 日現在の秋田県の人口は 937,377 人となっています。昭和 57
年以降減少が続いており、2017年（平成 29 年）には 100万人台を割り込み、その後も 1万人

を超えるペースで減少しています。 
本県では、県外への転出数が県内への転入を上回る社会減に加え、平成 5 年以降は、出生

数を死亡数が上回る自然減も同時に進行しています。2020 年（令和 2年）国勢調査結果では、

前回の 2015 年（平成 27 年）国勢調査からの人口減少率が 6.2％と全国で最も大きくなって

おり、国立社会保障・人口問題研究所が 2018 年（平成 30年）3月に公表した「日本の地域別

将来推計人口」では、2045 年（令和 27年）の県人口を約 60万人に減少すると推計していま

す。 
また、2020 年（令和 2年）の総人口に占める年齢 3 区分別の割合を 2015 年（平成 27 年）

と比較すると、年少人口では 0.8 ポイントの減少、生産年齢人口では 3.0 ポイントの減少の

一方で、老齢人口では 3.8 ポイントの増加となっており、人口減少とともに高齢化も進行し

ています。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 総人口及び年齢３区分人口の推移 

出典：国勢調査、日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 圏域別人口の推移（2020 年を 1.0 とした場合の推移） 

出典：国勢調査、日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所） 
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１-４ 転入・転出（社会増減）の推移 

本県では県外への転出者が県内への転入者を上回る、転出超過の状況が過去 10 年続いてお

り、定住化が進まないことが人口減少の大きな要因となっています。 
2018 年（平成 30 年）から 2020 年（令和 2 年）にかけて転出超過がやや緩和したものの、

今後も同様の傾向が続く場合には、人口減少にも大きく影響するものと考えられます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 転入・転出（社会増減）の推移 

出典：秋田県の人口と世帯（秋田県） 
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１-５ 圏域別の人口推移・人口分布 

（１）鹿角・北秋田圏域 

①人口推移 

鹿角・北秋田圏域では、2035 年（令和 17 年）に圏域の総人口が 10万人を下回り、また同

年には老年人口（65 歳以上）が生産年齢人口（15～64 歳）を上回る推計となっています。 
2045 年（令和 27 年）には、高齢化率が 51.0％と、住民 2 人に 1 人以上が 65 歳以上とな

り、移動に制約の大きい高齢者が増加することが見込まれます。 
 

 

図 圏域の人口及び年齢３区分人口の推移 

出典：国勢調査、日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所） 
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②人口分布（現状：2015） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 鹿角・北秋田圏域の人口分布（現状：2015） 

 

③高齢化率（65 歳以上）の人口分布（現状：2015） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 鹿角・北秋田圏域の高齢化率（65 歳以上）の人口分布（現状：2015） 

出典：国勢調査 

出典：国勢調査 
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（２）山本圏域 

①人口推移 

山本圏域では、2025 年（令和 7 年）に老年人口（65 歳以上）が生産年齢人口（15～64 歳）

を上回る推計となっており、他圏域に比べても早い段階で高齢化が進行することが見込まれ

ます。 
2045 年（令和 27 年）には、人口は 4 万人を下回り、高齢化率が 58.2％と、おおよそ住民

3 人に 2人以上が 65 歳以上になる推計となっています。 
 

 

 

図 圏域の人口及び年齢３区分人口の推移 

出典：国勢調査、日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所） 
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②人口分布（現状：2015） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 山本圏域の人口分布（現状：2015） 

 

③高齢化率（65 歳以上）の人口分布（現状：2015） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 山本圏域の高齢化率（65 歳以上）の人口分布（現状：2015）  

出典：国勢調査 

出典：国勢調査 
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（３）秋田圏域 

①人口推移 

秋田圏域では、2040 年（令和 22 年）に圏域の総人口が 30万人を下回り、2045 年（令和 27
年）には、老年人口（65歳以上）が生産年齢人口（15～64歳）を上回る推計となっています。 
他の圏域に比べて高齢化率の進展は緩やかな傾向にはあるものの、他圏域よりも人口の母

数が大きいことから、移動に制約を抱える高齢者の総数は他圏域に比べて多くなることが見

込まれます。 
 

 

 

図 圏域の人口及び年齢３区分人口の推移 

出典：国勢調査、日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所） 
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②人口分布（現状：2015） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 秋田圏域の人口分布（現状：2015） 

 

③高齢化率（65 歳以上）の人口分布（現状：2015） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 秋田圏域の高齢化率（65 歳以上）の人口分布（現状：2015）  

出典：国勢調査 

出典：国勢調査 
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（４）由利圏域 

①人口推移 

由利圏域では、2040 年（令和 22 年）に老年人口（65 歳以上）が生産年齢人口（15～64 歳）

を上回る推計となっています。 
また、2045 年（令和 27 年）には総人口が 6 万人を下回るほか、高齢化率は 50.3％、住民

2 人に 1 人以上が 65 歳以上となり、移動に制約の大きい高齢者が増加することが見込まれま

す。 
 

 

図 圏域の人口及び年齢３区分人口の推移 

出典：国勢調査、日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所） 
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②人口分布（現状：2015） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 由利圏域の人口分布（現状：2015） 

 

③高齢化率（65 歳以上）の人口分布（現状：2015） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 由利圏域の高齢化率（65 歳以上）の人口分布（現状：2015）  

出典：国勢調査 

出典：国勢調査 
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（５）仙北圏域 

①人口推移 

仙北圏域では、2040 年（令和 22 年）に老年人口（65 歳以上）が生産年齢人口（15～64 歳）

を上回る推計となっています。 
2045 年（令和 27 年）の高齢化率は 48.6％と、圏域別では秋田圏域に次いで低いものの、

秋田圏域に比べて人口規模が小さいことから、高齢者等の移動を支援する生産年齢人口も減

少していくことが見込まれます。 

 

 

図 圏域の人口及び年齢３区分人口の推移 

出典：国勢調査、日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所） 
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②人口分布（現状：2015） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 仙北圏域の人口分布（現状：2015） 

 

③高齢化率（65 歳以上）の人口分布（現状：2015） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 仙北圏域の高齢化率（65 歳以上）の人口分布（現状：2015） 

出典：国勢調査 

出典：国勢調査 
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（６）平鹿・雄勝圏域 

①人口推移 

平鹿・雄勝圏域では、2030 年（令和 12 年）に老年人口（65 歳以上）が生産年齢人口（15
～64 歳）を上回り、山本圏域に次ぐ早いペースで高齢化が進展することが見込まれます。 
また、2045 年（令和 27 年）には総人口が 9 万人を下回るほか、高齢化率は 52.5％、住民

2 人に 1 人以上が 65 歳以上となり、移動に制約の大きい高齢者が増加することが見込まれま

す。 
 

 

図 圏域の人口及び年齢３区分人口の推移 

出典：国勢調査、日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所） 
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②人口分布（現状：2015） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 平鹿・雄勝圏域の人口分布（現状：2015） 

 

③高齢化率（65 歳以上）の人口分布（現状：2015） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 平鹿・雄勝圏域の高齢化率（65 歳以上）の人口分布（現状：2015） 

出典：国勢調査 

出典：国勢調査 
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１-６ 移動特性 

（１）通勤目的での移動 

①市町村間の移動実態 

〇鹿角・北秋田圏域 

5 市町村とも、居住する自治体内での移動が最も多い状況ですが、小坂町では通勤者の

約 20％が鹿角市へ、約 10％が大館市へ、上小阿仁村では約 29％が北秋田市へ移動してい

るなど、市町村を跨いだ移動が発生しています。 

また、割合としては少ないながらも、大館市と小坂町から青森県へ、鹿角市から岩手

県への移動も一定程度みられる状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 鹿角・北秋田圏域の通勤流動（2015） 

出典：国勢調査 
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〇山本圏域 

4 市町とも、居住する自治体内での移動が最も多い状況ですが、藤里町では通勤者の約

30％、八峰町では約 32％、三種町では約 21％が能代市へ移動しているほか、割合として

は少ないものの、各市町から北秋田圏域や秋田圏域への移動も一定程度みられる状況と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 山本圏域の通勤流動（2015） 

出典：国勢調査 
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〇秋田圏域 

7 市町村とも、居住する自治体内での移動が最も多い状況ですが、周辺市町村から秋田

市への移動割合が高いなど、他の圏域に比べて市町村を跨いだ移動が多く発生していま

す。特に潟上市では、市内での移動が約 43％に対し、秋田市への移動も約 40％とほぼ同

水準となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 秋田圏域の通勤流動（2015） 

出典：国勢調査 
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〇由利圏域 

2 市とも、それぞれの市内での移動が最も多い状況ですが、にかほ市から約 18％の通

勤者が由利本荘市へ移動しているなど、市域を跨いだ移動が発生しているほか、割合は

少ないものの、由利本荘市から秋田市への移動も一定程度みられる状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 由利圏域の通勤流動（2015） 

出典：国勢調査 
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〇仙北圏域 

3 市町とも、居住する自治体内での移動が最も多い状況ですが、美郷町では通勤者の約

28％、仙北市では 12％が大仙市に移動しているなど、大仙市を中心に市町間を跨いだ移

動が発生しています。 

また、美郷町では通勤者の約 12％が横手市へ移動しているなど、圏域を跨いだ移動も

一定程度みられる状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 仙北圏域の通勤流動（2015） 

出典：国勢調査 
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〇平鹿・雄勝圏域 

4 市町村とも、居住する自治体内での移動が最も多くなっていますが、羽後町では通勤

者の約 22％が湯沢市へ、約 11％が横手市へ、東成瀬村では通勤者の約 30％が横手市へ、

約 12％が湯沢市へ移動しているなど、町村から２市への移動が発生しています。  

また、湯沢市の通勤者の約 12％が横手市へ、横手市の約 5％が湯沢市へ移動しており、

2 市間での移動も一定程度みられる状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 平鹿・雄勝圏域の通勤流動（2015） 

出典：国勢調査 
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②移動手段 

県民アンケート結果によれば、通勤・通学時の移動手段として、20～80 歳代では「自家用

車（自分で運転）」と「友人、家族等の送迎」が 8～9 割以上を占めており、乗合バス等や鉄道

などの地域公共交通の利用は極めて少ない状況です。 
また、全ての世代において、乗合バス等や鉄道などの地域公共交通を利用する割合も一定

数あるものの、全体に占める割合としては低く、自家用車（自分で運転、もしくは送迎）によ

る移動が日常化している実態となっています。 
圏域別でも同様の傾向にありますが、特に秋田圏域では、他の圏域に比べて、60 歳代以上

の年齢層で乗合バス等の割合が増加する傾向となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年齢別通勤・通学時の移動手段（県全体） 

出典：県民アンケート調査（R3 実施） 

※5％未満非表示 
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図 圏域別年齢別通勤・通学時の移動手段 

出典：県民アンケート調査（R3 実施） 

※5％未満非表示 
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（２）通学目的での移動 

※以下の集計は国勢調査によるものであり、15 歳以上の就学者を対象としているため、高校生

だけではなく大学生なども含まれるほか、通信制なども対象となる。このため、市町村内に

教育機関が立地していない場合でも移動が生じることがある。 

①市町村間の移動実態 

〇鹿角・北秋田圏域 

鹿角市、小坂町、大館市、北秋田市においては、それぞれ居住する自治体内での移動が

最も多い状況ですが、上小阿仁村では村内での移動が約 7％と少なく、北秋田市や秋田市

など村外への移動が多くなっています。小坂町では、通学者の約 34％が鹿角市へ移動し

ているなど、町内での移動に占める割合（約 36％）とほぼ同水準となっています。 

また、割合は少ないものの、隣接する青森県や岩手県への移動が一定程度みられる状

況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 鹿角・北秋田圏域の通学流動（2015） 

出典：国勢調査 
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〇山本圏域 

藤里町、八峰町、三種町の 3 町では、複数の教育機関が立地する能代市への移動が最

も多くなっています。なお、三種町では通学者の約 18％が秋田市へ移動しているなど、

他圏域への移動も発生しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 山本圏域の通学流動（2015） 

出典：国勢調査 
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〇秋田圏域 

全ての市町村において、複数の教育機関が立地する秋田市への移動が最も多くなって

います。また、井川町と八郎潟町から五城目高校が立地する五城目町への移動や、割合

は少ないものの、大潟村、八郎潟町、五城目町から能代市への移動が発生しています。 

このほか、秋田市には、由利圏域や仙北圏域（大仙市、美郷町）からの移動が発生して

います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 秋田圏域の通学流動（2015） 

出典：国勢調査 

通勤流動（％）
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〇由利圏域 

由利本荘市では、市内での移動が最も多くなっていますが、にかほ市では、通学者の

約 43％が由利本荘市へ移動している状況となっています。 

また、由利本荘市の約 12％が秋田市へ、にかほ市の約 7％が隣接する山形県等へ移動

しているなど、圏域を超えた移動が発生しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 由利圏域の通学流動（2015） 

出典：国勢調査 
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〇仙北圏域 

大仙市及び仙北市では、市内での移動が最も多い状況ですが、美郷町では通学者の約

30％が大仙市へ、約 20％が横手市へ移動しているなど、多くの通学者が市外へ移動して

いる状況となっています。 

また、仙北市の約 11％が岩手県などの他県に移動しているなど、一定の割合で県を跨

いだ移動が行われている状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 仙北圏域の通学流動（2015） 

出典：国勢調査 
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〇平鹿・雄勝圏域 

横手市、湯沢市、羽後町では、居住する自治体内での移動が最も多くなっていますが、

東成瀬村では、横手市への移動が約 43％、湯沢市への移動が約 29％など、村外への移動

が多い傾向にあります。 

また、羽後町でも、湯沢市への移動が約 39％と、町外への移動が発生しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 平鹿・雄勝圏域の通学流動（2015） 

出典：国勢調査 
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②移動手段 

高校生の通学手段等について大まかな傾向を把握するため、各高等学校へアンケート

調査を実施した結果、各圏域とも「徒歩または自転車」、「鉄道」、「保護者の送迎」が一定

程度を占め、バスによる通学は少ないことが分かりました。 

このことにより、鉄道を利用した市町村を跨ぐ移動が発生している実態が把握できた

ほか、圏域によっては、「保護者の送迎」が占める割合が非常に大きく、積雪シーズンと

なる冬季にはその割合が更に高まり、「徒歩または自転車」が減る一方で、高校の立地状

況によっては、バスによる通学割合が増加することが分かりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 高校生の季節別の通学手段（県全体） 

出典：高等学校アンケート調査（R3 実施） 

  

42.0%

29.0%

45.8%

26.7%

0.6%

2.3%

0.6%

2.4%

3.3%

8.1%

3.4%

8.2%

1.7%

1.2%

27.2%

28.4%

25.9%

29.0%

22.7%

29.6%

20.8%

31.2%

2.5%

2.7%

2.4%

2.5%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

夏期

N = 1 7 5 1 8

冬期

N = 1 7 0 5 0

夏期
N = 1 6 9 5 9

冬期
N = 1 5 8 9 5

登
校

下
校

徒歩また自転車 スクールバス 広域路線バス コミュニティバスなど 鉄道 保護者の送迎 その他・不明



 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 圏域別高校生の季節別の通学手段 

出典：高等学校アンケート調査（R3 実施） 
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（３）買物での移動 

①市町村間の移動実態 

〇鹿角・北秋田圏域 

上小阿仁村を除く 4 市町では、居住する自治体内での移動が最も多い状況ですが、上

小阿仁村では約 58％が北秋田市に移動しているほか、五城目町や井川町などにも移動し

ており、市域を跨いだ移動が発生しています。 

また、小坂町においても約 5 割が大館市や鹿角市へ移動しており、一定程度の割合が

市域を跨いだ移動を行っています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 鹿角・北秋田圏域の買い物流動 

出典：県民アンケート調査（R3 実施） 
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〇山本圏域 

能代市、藤里町、三種町において、居住する自治体内での移動が最も多い状況となっ

ています。 

八峰町では、町内での移動は約 26％と低く、能代市への移動が約 74％と日常的に町外

への移動が多い状況です。 

三種町については能代市方面だけではなく、約 13％が五城目町へ移動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 山本圏域の買い物流動 

出典：県民アンケート調査（R3 実施） 
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〇秋田圏域 

秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、井川町においては、それぞれ居住する自治体内で

の移動が最も多い状況となっています。 

大潟村では、男鹿市への移動割合が約 32％、能代市への移動割合が約 18％など他自治

体への移動が村内移動より多くなっています。 

また、潟上市、五城目町、井川町の 3 市町間の移動も一定程度あり、広域的な移動が

発生しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 秋田圏域の買い物流動 

出典：県民アンケート調査（R3 実施） 
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〇由利圏域 

両市とも、それぞれの市内での移動が 90％以上と最も多い状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 由利圏域の買い物流動 

出典：県民アンケート調査（R3 実施） 
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〇仙北圏域 

3 市町とも、居住する自治体内での移動が最も多い状況ですが、美郷町では約 39％が

大仙市に移動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 仙北圏域の買い物流動 

出典：県民アンケート調査（R3 実施） 
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〇平鹿・雄勝圏域 

横手市、湯沢市、羽後町では、居住する自治体内での移動が最も多い状況ですが、羽後

町では約 25％が湯沢市に移動しています。 

東成瀬村では、村内での移動は約 4％で、横手市への移動が約 85％と、日常的に村外

に移動している状況がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 平鹿・雄勝圏域の買い物流動 

出典：県民アンケート調査（R3 実施） 
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②移動手段 

県民アンケート結果によれば、20～60 歳代では 8～9 割以上が「自家用車（自分で運転）」

により移動しており、地域公共交通を利用する割合は極めて少ない状況となっています。 
70 歳代以上においては、高齢になるにつれて「自家用車（自分で運転）」の割合は減少して

いますが、「自家用車（家族等の送迎）」の割合が増加しているなど、移動手段として自家用車

の利用が引き続き高い傾向にあります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年齢別買い物時の移動手段（県全体） 

出典：県民アンケート調査（R3 実施） 

※5％未満非表示 

  



 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 圏域別年齢別買い物時の移動手段 

出典：県民アンケート調査（R3 実施） 

※5％未満非表示 
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（４）通院での移動 

①市町村間の移動実態 

〇鹿角・北秋田圏域 

鹿角市、大館市、北秋田市では、居住する自治体内での移動が最も多い状況ですが、小

坂町や上小阿仁村では、病院等の施設がより多く立地する隣接市へ移動する割合が高く、

市域を跨いだ移動が発生しています。 

また、青森県や岩手県と隣接する市町においては、割合は少ないものの、県を跨いだ

広域的な移動が発生しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 鹿角・北秋田圏域の通院流動 

出典：県民アンケート調査（R3 実施） 
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〇山本圏域 

能代市では市内での移動が最も多くなっていますが、八峰町、藤里町、三種町におい

ては能代市への移動割合が最も多くなっており、市域を跨いだ移動が発生しています。 

三種町においては、能代市以外にも秋田市や八郎潟町、五城目町などの他圏域への移

動も発生しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 山本圏域の通院流動 

出典：県民アンケート調査（R3 実施） 
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〇秋田圏域 

秋田市、男鹿市、潟上市では居住する市内での移動の割合が最も多い状況ですが、病

院等の施設が多く立地する秋田市への移動の割合が高く、秋田市を中心とした広域的な

移動が発生しています。 

なお、五城目町や井川町では八郎潟町への移動も一定程度あり、秋田市以外への市域

を跨いだ通院実態もみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 秋田圏域の通院流動 

出典：県民アンケート調査（R3 実施） 
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〇由利圏域 

2 市ともに、市内での移動の割合が最も多い状況ですが、にかほ市では 3割程度が由利

本荘市へ移動するなど、市域を跨いだ広域的な移動が発生しています。 

また、由利本荘市から秋田市への移動も一定数あるほか、限定的ではあるものの、に

かほ市から山形県へ、県を跨いだ広域的な移動が発生しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 由利圏域の通院流動 

出典：県民アンケート調査（R3 実施） 
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〇仙北圏域 

仙北市、大仙市、美郷町では居住する市内での移動が最も多くなっていますが、特に

美郷町においては、病院等の施設がより多く立地する大仙市や横手市へ移動する割合が

高く、市域を跨いだ移動が発生しています。 

なお、仙北市と大仙市においては、限定的ではあるものの、岩手県への県を跨いだ広

域的な移動が発生しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 仙北圏域の通院流動 

出典：県民アンケート調査（R3 実施） 
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〇平鹿・雄勝圏域 

横手市、湯沢市、羽後町では居住する自治体内での移動が最も多くなっていますが、

東成瀬村においては、病院施設等が多く立地する横手市や湯沢市への移動が高く、市域

を跨いだ移動が発生しています。 

また、横手市、湯沢市、羽後町の 3 市町間の移動が発生しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 平鹿・雄勝圏域の通院流動 

出典：県民アンケート調査（R3 実施） 
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②移動手段 

県民アンケート結果によれば、30～60歳代では、「自家用車（自分で運転）」が 8～9 割以上

と最も多く、全ての年代、圏域において、地域公共交通利用の割合は非常に低い状況です。 
70 歳代以上では、高齢になるにつれて「乗合バス等」の割合が高くなる傾向にあり、通院

時の移動手段として地域公共交通を利用する実態を反映しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年齢別通院時の移動手段 

出典：県民アンケート調査（R3 実施） 

※5％未満非表示 
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図 圏域別年齢別通院時の移動手段 

出典：県民アンケート調査（R3 実施） 

※5％未満非表示 
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（５）県民の徒歩での移動可能距離 

県民アンケート結果によれば、各年代での徒歩で移動することができる距離は、20 代～70
代前半までは概ね同様の傾向にあり、1,000ｍ以上歩くことができる方の割合が最も多くなっ

ています。 
一方、75 歳以上になると、1,000ｍ以上歩くことができる方の割合も一定数存在しますが、

100ｍ以内や 300ｍ以内・500ｍ以内の回答の割合が高くなるなど、徒歩での移動可能距離は短

くなる傾向にあります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年齢別徒歩での移動可能距離 

出典：県民アンケート調査（R3 実施） 

※5％未満非表示 
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１-７ 観光動向 

（１）観光地点等入込客数・外国人延べ宿泊数 

本県における観光地点等入込客数及び外国人延べ宿泊数は 2019 年度（平成 31 年度）まで

増加傾向にあり、2019年度（平成 31 年度）には観光地点等入込客数 35,270 千人、外国人延

べ宿泊数 119,320 人となっていました。 
一方、2020年度（令和 2 年度）には新型コロナウイルス感染症の影響により両者ともに大

幅に減少しており、観光地点等入込客数は 18,360 千人（前年比 52.1％）、外国人延べ宿泊数

は 20,010人（前年比 16.8％）となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 観光地点等入込客数及び外国人延べ宿泊数 

出典：秋田県観光統計 

圏域別の入込客数では秋田圏域や仙北圏域の占める割合が高く、秋田圏域では道の駅あき

た港や秋田県立中央公園、男鹿市複合観光施設オガーレなど、仙北圏域では角館武家屋敷や

道の駅協和四季の森、水沢温泉郷・乳頭温泉郷などが上位に挙がります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 圏域別の観光地点等入込客数 

出典：秋田県観光統計 
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表 観光地点別入込客数 上位 30 地点（2020 年度） 

 
出典：秋田県観光統計 

 

  

順位 地点名 市町村名 入込客数 前年比

1 道の駅あきた港 秋田市 1,837,365 112.1%

2 道の駅ふたつい 能代市 1,106,359 216.3%

3 道の駅うご端縫いの郷 羽後町 744,707 103.2%

4 秋田ふるさと村 横手市 629,511 98.0%

5 にかほ市観光拠点センター「にかほっと」 にかほ市 606,040 90.3%

6 道の駅十文字 横手市 525,500 103.5%

7 秋田県立中央公園 秋田市 489,699 99.8%

8 道の駅象潟ねむの丘 にかほ市 482,880 94.0%

9 男鹿市複合観光施設 オガーレ 男鹿市 472,593 121.0%

10 角館武家屋敷 仙北市 450,649 121.3%

11 道の駅おがち「小町の郷」 湯沢市 417,649 99.6%

12 道の駅雁の里せんなん 美郷町 358,775 99.9%

13 道の駅かみこあに 上小阿仁村 349,933 114.2%

14 秋田市千秋公園 秋田市 307,700 100.0%

15 道の駅さんない 横手市 305,511 98.8%

16 秋田犬の里 大館市 278,435 －

17 鳥海山・鉾立 にかほ市 276,819 110.7%

18 秋田市大森山動物園 秋田市 275,027 100.8%

19 道の駅にしめ 由利本荘市 263,920 109.2%

20 秋田県立小泉潟公園 秋田市 259,074 106.2%

21 道の駅「岩城」 由利本荘市 238,556 102.3%

22 道の駅協和「四季の森」 大仙市 221,736 98.0%

23 大太鼓の里ぶっさん館（道の駅たかのす） 北秋田市 215,448 94.4%

24 クアドーム ザ・ブーン 秋田市 206,272 105.3%

25 男鹿水族館GAO 男鹿市 193,077 107.4%

26 水沢温泉郷 仙北市 181,236 97.2%

27 乳頭温泉郷 仙北市 176,646 106.0%

28 玉川温泉地区 仙北市 171,103 111.2%

29 ハタハタ館 八峰町 166,474 97.1%

30 温泉保養センターはまなす にかほ市 161,523 110.4%
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（２）広域的な主要拠点からの二次交通の運行状況 

本県の広域的な主要交通拠点である空港、フェリーターミナル、新幹線駅から観光地点等

へ運行する観光二次交通の運行状況は下表のとおりです。 
 

表 主な二次交通の運行状況 

拠点 名称 行先 交通モード 運行会社 

秋 田 空

港 

エアポートラ

イナー 

角館・乳頭温泉地区、田沢湖・玉

川温泉地区、男鹿温泉地区、横

手・湯沢・栗駒方面、大仙・美郷

町、本荘・象潟地区、秋田市内 

乗合タクシー 

・キングタクシー 

・秋田中央トランスポー

ト 

・中仙タクシー 

・象潟合同タクシー 

秋田空港リム

ジンバス 
秋田駅西口 など 路線バス 秋田中央交通 

秋田空港にか

ほ GO 
象潟駅 乗合タクシー 象潟合同タクシー 

スカイアクセ

ス 
秋田市内 乗合タクシー 秋田中央トランスポート 

乗合タクシー 由利本荘市内 乗合タクシー 光タクシー 

大 館 能

代空港 

リムジンバス 大館市内、能代市内、上小阿仁村 乗合バス 秋北タクシー 

愛☆のりくん 十和田湖、八幡平・玉川温泉 乗合タクシー 

・たかのす・ひかりタクシ

ー 

・丸宮タクシー 

森吉山周遊タ

クシー 

阿仁スキー場周辺、伊勢堂岱遺

跡、大太鼓の館・ぶっさん館 
乗合タクシー 

・たかのす・ひかりタクシ

ー 

・丸宮タクシー 

・北鹿観光ハイヤー 

・米内沢タクシー 

乗合タクシー 上小阿仁村 乗合タクシー 

・丸宮タクシー 

・北鹿観光ハイヤー 

・たかのす・ひかりタクシ

ー 

秋田フェ

リーター

ミナル 

セリオン線 秋田駅 路線バス ・秋田中央交通 

秋田駅 

中心市街地循

環バス 

(ぐるる) 

木内前（秋田県）/川反入口 路線バス ・秋田中央交通 

乗合タクシー 男鹿温泉郷 乗合タクシー 
・秋田観光バス 

・船川タクシー 

大曲駅 羽後交通 玉川温泉 路線バス ・羽後交通 

角館駅 
エアポートラ

イナー 
田沢湖、乳頭温泉 乗合タクシー ・キングタクシー 
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（３）観光施設・拠点の分布状況 

〇鹿角・北秋田圏域 

当該圏域には、観光入込客数 30 万人以上の「八幡平国立公園」や 20 万人以上の「道の 
駅かみこあに」のほか、「道の駅たかのす」など 10 万人以上の観光施設・拠点が複数立地

しています。 
なお、北秋田市の伊勢堂岱遺跡を含む「北海道・北東北の縄文遺跡群」が 2021 年に世界

文化遺産に登録されたことから、今後の来訪者の増加に向けて情報発信や受入体制の構築

が必要です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 鹿角・北秋田圏域の観光施設・拠点の分布状況 

出典：秋田県観光統計（2020 年） 

  

大館能代空港 



 

66 

〇山本圏域 

当該圏域には、観光入込客数 30 万人以上の「道の駅ふたつい」のほか、10 万人以上の 
「ハタハタ館」が立地しています。 

「ハタハタ館」は、JR五能線あきた白神駅から徒歩 1 分の距離にあり、鉄道からアクセ 
スしやすい環境となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 山本圏域の観光施設・拠点の分布状況 

出典：秋田県観光統計（2020 年） 

  

大館能代空港 大館能代空港 
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〇秋田圏域 

当該圏域には、「男鹿市複合観光施設オガーレ」や「道の駅あきた港」など、観光入込数 
30 万人以上の観光施設・拠点が複数あるほか、集客力の高い公園施設や動物公園なども立

地しています。 
   また、空港やフェリーターミナル、秋田駅などの交通拠点があるほか、秋田市街地では

路線バスなど地域公共交通が比較的充実しています。 
男鹿市内には、温泉施設や宿泊施設等が立地していますが、秋田駅や秋田空港など主要

な交通拠点からの二次交通が運行しており、アクセス性が確保されています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 秋田圏域の観光施設・拠点の分布状況 

出典：秋田県観光統計（2020 年） 

  

秋田空港 

秋田駅 

秋田フェリーターミナル 
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〇由利圏域 

当該圏域では、観光入込客数 30 万人以上の「道の駅象潟ねむの丘」をはじめ、10 万人以 
上の道の駅などの観光施設・拠点が立地しています。 

このほか、自然観光資源である鳥海山にも 10 万人以上の観光入込客数があり、観光シー

ズンには、にかほ市内からの二次交通が運行しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 由利圏域の観光施設・拠点の分布状況 

出典：秋田県観光統計（2020 年） 

  

秋田空港 
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〇仙北圏域 

当該圏域は、本県を代表する観光拠点として、田沢湖や田沢湖近郊の温泉郷をはじめ、 
角館武家屋敷など、観光入込客数 10 万人以上の観光施設・拠点が複数立地しています。 

角館武家屋敷には JR 角館駅から市内の公共交通を利用してアクセスすることができる 
ほか、田沢湖や田沢湖近郊の温泉郷に対しては、田沢湖駅や秋田駅、秋田空港などから二次

交通が運行しており、アクセス性が確保されています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 仙北圏域の観光施設・拠点の分布状況 

出典：秋田県観光統計（2020 年） 
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〇平鹿・雄勝圏域 

当該圏域では、観光入込客数 30 万人以上の「秋田ふるさと村」や複数の道の駅が立地し 
ています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 圏域の観光施設・拠点の分布状況 

出典：秋田県観光統計（2020 年） 

  

至 秋田空港 
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１-８ 自動車・運転免許の保有者数 

（１）自動車の保有台数  

秋田県全体の一世帯当たりの自動車保有台数は 1.82 台/世帯となっており、一世帯に 1 台

以上の自動車を保有している状況となっています。 
秋田市を含む秋田圏域は、1.55 台/世帯と県平均より低い数値になっていますが、由利、仙

北、平鹿・雄勝の 3 圏域では、2台/世帯以上となっています。 
県全体の数値は東北平均（1.82台/世帯）と同水準にありますが、全国平均（1.33台/世帯）

を大きく上回っているほか、圏域別にみると秋田圏域以外の 5 圏域は東北平均を上回ってい

ます。 
表 自動車の保有台数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

乗用車 軽自動車 合計

鹿角市 9,480 13,479 22,959 11,041 2.08

小坂町 1,646 2,045 3,691 2,019 1.83

大館市 23,324 26,937 50,261 28,300 1.78

北秋田市 10,908 11,546 22,454 11,816 1.90

上小阿仁村 803 796 1,599 854 1.87

鹿角・北秋田圏域計 46,161 54,803 100,964 54,030 1.87

能代市 16,787 20,899 37,686 21,878 1.72

藤里町 927 1,471 2,398 1,132 2.12

三種町 5,296 7,905 13,201 5,802 2.28

八峰町 2,217 3,175 5,392 2,615 2.06

山本圏域計 25,227 33,450 58,677 31,427 1.87

秋田市 113,166 88,787 201,953 138,183 1.46

男鹿市 8,852 11,097 19,949 10,573 1.89

潟上市 11,131 12,295 23,426 12,621 1.86

五城目町 3,002 3,711 6,713 3,344 2.01

八郎潟町 2,025 2,335 4,360 2,188 1.99

井川町 1,611 2,012 3,623 1,543 2.35

大潟村 1,417 1,498 2,915 883 3.30

秋田圏域計 141,204 121,735 262,939 169,335 1.55

由利本荘市 26,969 30,701 57,670 28,629 2.01

にかほ市 9,180 9,218 18,398 8,752 2.10

由利圏域計 36,149 39,919 76,068 37,381 2.03

仙北市 9,063 10,865 19,928 9,352 2.13

大仙市 28,993 34,193 63,186 28,585 2.21

美郷町 6,669 8,909 15,578 6,064 2.57

仙北圏域計 44,725 53,967 98,692 44,001 2.24

横手市 28,934 39,296 68,230 31,096 2.19

湯沢市 14,514 18,684 33,198 17,678 1.88

羽後町 4,573 6,649 11,222 4,643 2.42

東成瀬村 794 1,233 2,027 893 2.27

平鹿・雄勝圏域計 48,815 65,862 114,677 54,310 2.11

712,017 390,484 1.82

6,886,209 3,778,320 1.82

77,991,114 59,497,356 1.31

1世帯
当たりの
保有台数

東北

全国

山本圏域

秋田圏域

由利圏域

仙北圏域

平鹿・雄勝圏域

秋田県計

鹿角・
北秋田圏域

圏域 市町村名

自動車保有数

世帯

出典：市町村別保有車両数（東北運輸局） 
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（２）運転免許の保有状況 

県内の運転免許の保有状況は、概ね横ばいから微減の傾向にあります。また、65 歳以上の

高齢者における免許返納者数は増加傾向にあり、県全体では 2020 年度の返納者数が 2016 年

度に比べて約 59％増加しています。 
県内の高齢者数が増加したことに加えて、社会的に免許返納を促す情勢の変化などがあっ

たことが一因と考えられます。 
 

 

図 圏域別の免許保有者数 
出典：市町村別免許人口 

 

図 圏域別の 65 歳以上の免許返納者数 

 
出典：警察署別運転免許全部返納者数及び  

運転履歴証明書申請件数（65 歳以上） 
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１-９ 交通事故発生件数等 

県内の交通事故の発生件数は減少傾向にあり、2020 年（令和 2年）の発生件数は 1,377 件

となっています。 
交通事故を起こした年代別にみると、65 歳以上の割合が増加しており、2016 年（平成 28

年）から 2020 年（令和 2 年）にかけて 7.9 ポイント増加しています。 
社会的にも高齢者の運転に対する懸念や免許返納を推進する動きがありますが、特に本県

は高齢化が顕著となっていることから、免許返納後の高齢者が地域公共交通を利用しやすい

環境づくりが求められています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 秋田県全体の事故発生件数の推移と事故を起こした年代の割合 

出典：交通事故統計（秋田県警察本部） 
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１-１０ 社会的動向 

（１）高校の再編整備 

本県では少子化による高校生の減少などを背景として、秋田県高等学校総合整備計画に基

づき、高校の統合等再編整備を行っています。 
今後も募集定員に対する入学者数の状況等を踏まえて見直し等を行うこととしていますが、

高校の再編整備によって通学距離が増加することで、高校生の総数自体は減少しながらも公

共交通に対する通学対応の必要性が高まることが想定されます。 
 

表 今後の主な再編整備計画の予定一覧 

圏域 対象校 実施予定年度 

鹿角・北秋田圏域 花輪高校・十和田高校・小坂高校 2024 年（令和 6 年）4 月 
秋田圏域 男鹿海洋高校・男鹿工業高校（2キャンパス

制） 
未定 

平鹿・雄勝圏域 増田高校・雄物川高校・平成高校 未定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 第七次秋田県高等学校総合整備計画の概要 
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２．地域公共交通の状況等の概要 

２-１ 地域公共交通の運行状況 

（１）県内を運行する公共交通一覧 

県内には下表に示す地域公共交通が運行し、各地域における日常生活の移動を支えていま

す。 
ここでは各圏域を運行する地域公共交通として、鉄道及びバス交通を対象として、運行経

路・範囲などについて示すこととします。 
人口の分布状況に対して、現在の地域公共交通がカバー可能な範囲を整理し、鉄道やバス

停などから離れており、地域公共交通の利用が不便な地域（公共交通不便地域）に居住する

人口の割合についても併せて整理することとします。 
 

表 県内を運行する公共交通一覧（2021 年 11 月時点） 

区分 単位 

路線数・事業者数 

備考 
全県 

 
山
本 

秋
田 

由
利 

仙
北 

 

空路 路線 5 1  4     

航路 路線 1   1     

鉄道 

JR 新幹線 路線 1   1  1   

JR 在来線 路線 7 2 2 3 1 1 2  

三セク鉄道 路線 2 1   1 1   

高速バス 路線 12 3 2 4 2 2 2  

広域路線バス 路線 20 7 2 6 3 2 3 地域間幹線系統 

生活バス 路線 65 5 3 32 2 6 17  

マイタウン・バス 路線 119 5 6 16 26 55 11  

フィーダー系統バス 路線 90 34 3 9 28 4 12  

一般タクシー 事業者 65 11 2 22 6 12 13  

レンタカー 事業者 88 17 4 29 9 17 12  

※生活バス及びマイタウン・バスは県補助対象路線数        

※一般タクシーの事業者数は秋田県ハイヤー協会の会員企業     

※レンタカーの事業者数は一般向け乗用車レンタルを実施する企業数 
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（参考）公共交通の不便地域の設定について 

市町村アンケート結果によれば、各自治体によって公共交通の空白地域又は不便地域の定

義は異なるものの、25市町村のうち 17 市町村で空白又は不便地域が「ある」と回答していま

す。 
本計画において公共交通の不便地域内や対象人口当を把握するに当たり、地域公共交通へ

のアクセス可能範囲を設定する必要がありますが、国土交通省が示す「都市構造の評価に関

するハンドブック」において、地域公共交通沿線地域を「鉄道駅から 800ｍ、バス停から 300
ｍ」としていることから、この基準を採用することとします。 
 

表 公共交通不便地域の範囲について 

〇以下の範囲に「含まれない」地域を交通不便地域として設定します。 

・鉄道駅から 800ｍ以内の範囲 

・バス停から 300ｍ以内の範囲 

・エリア型（バス停等が無い）の移動サービスの対象となる範囲 

※公共交通を対象とするものであるため、民間や地域などによる無償の移動サー

ビス等は対象外とします。 
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（２）鹿角・北秋田圏域 

①地域公共交通の運行状況一覧 

本圏域で運行する地域公共交通については下表のとおりであり、運行状況図については次

頁に示します。 
 

表 公共交通の運行状況一覧 

市町村名 空
路 

航
路 

鉄
道  

鉄
道  

高
速

 

路
線

 
 

生
活

  
 

 

系
統 

一
般

 

 

鹿角市    ● ● ●  ● ● ● ● 

小坂町    ●  ●   ● ●  

大館市    ● ● ● ●  ● ● ● 

北秋田市 ●   ● ● ● ●  ● ● ● 

上小阿仁村       ● ●    
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②公共交通の運行状況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通の運行状況（鹿角・北秋田圏域） 

  

大谷（２）線 

大野線 

大館・小坂線 

大館・鷹巣線 小坂（２）線 

花輪・大館線 

大館駅 

鷹ノ巣駅（JR）・ 
鷹巣駅（秋田内陸線） 

JR 奥羽本線 

JR 花輪線 

秋田内陸縦貫鉄道 

秋田内陸線 

鹿角花輪駅 

中野線 

※ 上記図におけるバス路線は県補助対象外の路線は表示していない。 

（P83、P87、Ｐ９１、Ｐ９５、Ｐ９９も同様とする。） 
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③公共交通によるカバー範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地域公共交通によるカバー範囲（鹿角・北秋田圏域） 

 

表 地域公共交通（鉄道駅・バス停）によるカバー率 

項目 人口（人） 
圏域の総人口に 

占める割合（％） 

当該圏域の総人口 146,233.3 人 100.00％ 

①  鉄道駅から 800ｍの範囲内の人口 34,352.2 人 23.5％ 

②  バス停から 300ｍの範囲内の人口 98,123.2 人 67.1％ 

③  ①＋②の範囲内の人口 107,033.2 人 73.2％ 

※①と②の範囲は重複するケースもあり、①と②の計が必ずしも③となるわけではない 

  

大館駅 

鹿角花輪駅 

①

②

③
鷹ノ巣駅（JR）・ 
鷹巣駅（秋田内陸線） 
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図 地域公共交通によるカバー範囲（鹿角・北秋田圏域）拡大図（1/2） 

① 拡大図 

② 拡大図 
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図 地域公共交通によるカバー範囲（鹿角・北秋田圏域）拡大図（2/2） 

  

③ 拡大図 
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（３）山本圏域 

①地域公共交通の運行状況一覧 

本圏域で運行する地域公共交通については下表のとおりであり、運行状況図については次

頁に示します。 
 

表 公共交通の運行状況一覧 

市町村名 空
路 

航
路 

鉄
道  

鉄
道  

高
速

 

路
線

 
 

生
活

  
 

 

系
統 

一
般

 

 

能代市    ● ● ● ● ● ● ● ● 

藤里町      ● ●     

三種町    ●  ●    ●  

八峰町    ●   ● ●    
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②公共交通の運行状況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通の運行状況（山本圏域） 

  

真名子・能代線 

能代・八竜線 

能代駅 

JR 奥羽本線 

JR 五能線 
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③公共交通によるカバー範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通によるカバー範囲（山本圏域） 

 

表 地域公共交通（鉄道駅・バス停）によるカバー率 

項目 人口（人） 
圏域の総人口に 

占める割合（％） 

当該圏域の総人口 82,089.2 人 100.00％ 

①  鉄道駅から 800ｍの範囲内の人口 21,475.4 人 26.2％ 

②  バス停から 300ｍの範囲内の人口 67,061.3 人 81.7％ 

③  ①＋②の範囲内の人口 69,915.3 人 85.2％ 

 

 

能代駅 

①
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図 地域公共交通によるカバー範囲（山本圏域）拡大図 

  

① 拡大図 
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（４）秋田圏域 

①公共交通の運行状況一覧 

本圏域で運行する公共交通については下表のとおりであり、運行状況図については次頁に

示します。 
 

表 公共交通の運行状況一覧 

市町村名 空
路 

航
路 

鉄
道  

鉄
道  

高
速

 

路
線

 
 

生
活

  
 

 

系
統 

一
般

 

 

秋田市 ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● 

男鹿市    ●    ● ● ● ● 

潟上市    ●  ● ●  ● ●  

五城目町      ●    ●  

八郎潟町    ●  ●      

井川町    ●  ●      

大潟村      ●    ●  
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②公共交通の運行状況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通の運行状況（秋田圏域） 

  

太平線 

五城目線 

八郎潟線 

本荘秋田２線 

JR 奥羽本線 

（秋田新幹線） 

JR 男鹿線 

JR 奥羽本線 

秋田空港 

秋田駅 

秋田フェリーターミナル 

JR 羽越本線 

追分線 

大潟線 
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③公共交通によるカバー範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通によるカバー範囲（秋田圏域） 

 

表 地域公共交通（鉄道駅・バス停）によるカバー率 

項目 人口（人） 
圏域の総人口に 

占める割合（％） 

当該圏域の総人口 400,347.5 人 100.00％ 

① 鉄道駅から 800ｍの範囲内の人口 69,256.1 人 17.3％ 

②  バス停から 300ｍの範囲内の人口 328,192.1 人 82.0％ 

③  ①＋②の範囲内の人口 344,084.8 人 85.9％ 

  

秋田空港 

秋田駅 

秋田フェリーターミナル 

①



 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地域公共交通によるカバー範囲（秋田圏域）拡大図 

  

① 拡大図 
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（５）由利圏域 

①公共交通の運行状況一覧 

本圏域で運行する公共交通については下表のとおりであり、運行状況図については次頁に

示します。 
 

表 公共交通の運行状況一覧 

市町村名 空
路 

航
路 

鉄
道  

鉄
道  

高
速

 

路
線

 
 

生
活

  
 

 

系
統 

一
般

 

 

由利本荘市    ● ● ● ● ● ● ● ● 

にかほ市    ● ● ● ● ● ● ● ● 
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②公共交通の運行状況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通の運行状況（由利圏域） 

  

本荘象潟３線 
羽後本荘駅 

象潟駅 

由利高原鉄道 

鳥海山ろく線 

本荘秋田２線 

本荘象潟４線 

JR 羽越本線 
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③公共交通によるカバー範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通によるカバー範囲（由利圏域） 

 

表 地域公共交通（鉄道駅・バス停）によるカバー率 

項目 人口（人） 
圏域の総人口に 

占める割合（％） 

当該圏域の総人口 103,976.6 人 100.00％ 

①  鉄道駅から 800ｍの範囲内の人口 31,573.5 人 30.4％ 

②  バス停から 300ｍの範囲内の人口 78,690.4 人 75.7％ 

③  ①＋②の範囲内の人口 82,416.4 人 79.3％ 

  

羽後本荘駅 

象潟駅 

①

②
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図 地域公共交通によるカバー範囲（由利圏域）拡大図 

① 拡大図 

② 拡大図 
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（６）仙北圏域 

①公共交通の運行状況一覧 

本圏域で運行する公共交通については下表のとおりであり、運行状況図については次頁に

示します。 
 

表 公共交通の運行状況一覧 

市町村名 空
路 

航
路 

鉄
道  

鉄
道  

高
速

 

路
線

 
 

生
活

  
 

 

系
統 

一
般

 

 

仙北市   ● ● ●  ● ●  ● ● 

大仙市   ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

美郷町    ●  ● ●   ●  
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②公共交通の運行状況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通の運行状況（仙北圏域） 

  

横手大曲２線 

大曲駅 

角館駅 

JR 田沢湖線 

JR 奥羽本線 

横手大曲線 
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③公共交通によるカバー範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通によるカバー範囲（仙北圏域） 

 

表 地域公共交通（鉄道駅・バス停）によるカバー率 

項目 人口（人） 
圏域の総人口に 

占める割合（％） 

当該圏域の総人口 130,669.7 人 100.00％ 

①  鉄道駅から 800ｍの範囲内の人口 24,996.0 人 19.1％ 

②  バス停から 300ｍの範囲内の人口 77,978.5 人 59.7％ 

③  ①＋②の範囲内の人口 84,058.9 人 64.3％ 

  

大曲駅 

角館駅 

①

②
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図 地域公共交通によるカバー範囲（仙北圏域）拡大図 

① 拡大図 

② 拡大図 
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（７）平鹿・雄勝圏域 

①公共交通の運行状況一覧 

本圏域で運行する公共交通については下表のとおりであり、運行状況図については次頁に

示します。 
 

表 公共交通の運行状況一覧 

市町村名 空
路 

航
路 

鉄
道  

鉄
道  

高
速

 

路
線

 
 

生
活

  
 

 

系
統 

一
般

 

 

横手市    ● ● ● ●  ● ● ● 

湯沢市    ● ● ● ● ● ● ● ● 

羽後町       ● ●  ●  

東成瀬村       ●     
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②公共交通の運行状況図 

■広域的な公共交通（鉄道・地域間幹線系統・生活バス）及び地域内フィーダー系統 

※地域内フィーダー系統は地域間幹線系統と密接に関連する系統であるため併せて表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通の運行状況（平鹿・雄勝圏域） 

  

湯沢横手２線 

横手駅 

湯沢駅 

JR 奥羽本線 

「フィーダー」として横

手市内全域で区域型

デマンド交通を運行  

横手大曲線 

横手大曲２線 

JR 北上線 
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③公共交通によるカバー範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通によるカバー範囲（平鹿・雄勝圏域） 

 

表 地域公共交通（鉄道駅・バス停）によるカバー率 

項目 人口（人） 
圏域の総人口に 

占める割合（％） 

当該圏域の総人口 146,949.3 人 100.00％ 

①  鉄道駅から 800ｍの範囲内の人口 22,311.2 人 15.2％ 

②  バス停から 300ｍの範囲内の人口 93,095.5 人 63.4％ 

③  ①＋②の範囲内の人口 96,544.1 人 65.7％ 

  

横手駅 

湯沢駅 

①

②
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図 地域公共交通によるカバー範囲（平鹿・雄勝圏域）拡大図 

① 拡大図 

② 拡大図 

（注）北上線の平石駅及び矢美津駅

は令和 4年 3月 22 日で廃止 
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２-２ 公共交通の年間利用者数 

（１）空路 

本県には、２つの空港（秋田空港・大館能代空港）が立地しており、2021年 11 月現在、秋

田空港では東京便・札幌便・大阪便・名古屋便が運航、大館能代空港では東京便が運航してい

ます。 
両空港ともに主な利用はビジネス目的であり、利用者数は 2011 年から 2019 年まで増加傾

向にありましたが、2020 年にはコロナ禍の影響により大幅に減少しています。 
月別では帰省・観光等の利用の増加を背景として、8 月が年間で最も利用が多くなります。 
 
①秋田空港 

 

図 空港の年間利用者数の推移（秋田空港） 

出典：秋田県資料 

 

図 空港の月別利用者数（秋田空港） 

出典：秋田県資料 

※2016～2019 の平均を算出 
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②大館能代空港 

 

図 空港の年間利用者数の推移（大館能代空港） 

出典：秋田県資料 

 

図 空港の月別利用者数（大館能代空港） 

出典：秋田県資料 

※2016～2019 の平均を算出 

  

107 104
113 120 124

132 139
151 149

24

1.00 0.97
1.06 1.12 1.16 1.23 1.30

1.41 1.40

0.23 0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

（千人）

9
8

11 11

13
12 12

16
15

14
13

10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

（千人/月）



 

104 

（２）航路（フェリー） 

本県には、旅客線の停泊港として秋田フェリーターミナルが立地しており、2021年 11 月現

在、秋田港経由で敦賀行（福井県）や苫小牧行（北海道）が運行しています。 
利用のメインは観光目的によるものですが、年間利用者数は直近 10 年間では減少傾向にあ

り、2020年（令和 2 年）にはコロナ禍の影響により大幅に減少しています。 
月別利用者数では、観光利用が大半であり、連休の多い 8 月の利用が特に多くなっていま

す。 
自家用車やバイクでの利用が多く、路線バス等でのアクセス・乗継ぎは少ない状況にあり

ます。 
 

 

図 航路の年間利用者数の推移 

出典：秋田県資料 

 

図 航路の月別利用者数（2019 年） 

出典：秋田県資料 
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（３）鉄道 

①ＪＲ東日本（在来線） 

県内にはＪＲ東日本の在来線が 7 路線運行しており、通勤・通学や買い物、通院などのさ

まざまな広域的な移動を支える役割を担っています。 
年間利用者数は沿線人口の減少等の影響もあり、2016 年度から 2019 年度まで減少傾向に

ありましたが、2020 年度にはコロナ禍の影響により大幅に減少しています。 
 

 

図 秋田県内の鉄道（ＪＲ東日本）の年間利用者数の推移 

出典：ＪＲ東日本資料 
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②秋田内陸縦貫鉄道・由利高原鉄道（第三セクター） 

秋田内陸縦貫鉄道について、2016 年以降、観光入込客数の増加などを追い風として 2019 年

度まで定期外利用は増加傾向にありました。 
しかし、2020 年度にはコロナ禍による観光需要の減少等を受けて、両事業者ともに定期外

の利用者数は大幅に減少しています。 
また、両事業者ともに定期（通勤・通学）については減少傾向にあり、沿線地域における人

口減少や少子化による通勤・通学の移動需要の減少、保護者による高校生の送迎の増加など

によるものと考えられます。 
なお、下図にはありませんが、由利高原鉄道では、高校生向け通学定期券の特別割引制度

の実施により、2021 年度の定期券利用が大幅に増加しています。 

 

図 秋田内陸縦貫鉄道の利用者数の推移 

出典：交通事業者資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 由利高原鉄道の利用者数の推移 

出典：交通事業者資料 
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（４）高速バス 

本県には、計 11路線の高速バスが運行しており、県内各所から仙台都市圏や東京都市圏な

どへの移動手段として利用されています。 
高速バスの利用者数は概ね横ばいから微減の傾向にありましたが、2020年（令和 2 年度）

にはコロナ禍の影響により大幅に減少しています。 

 
図 高速バス（全路線）の年間利用者数の推移 

出典：交通事業者資料 

（５）路線バス（地域間幹線系統） 

①年間利用者数 

路線バス（地域間幹線系統）の年間利用者数は全体的に減少傾向にあります。 
2018 年度から 2019 年度にかけて、補助対象の系統が 20 系統から 18 系統に減少しました

が、1 系統あたりの利用者数は微増となりました。 
2019 年度から 2020 年度にかけては、補助対象系統が 18 系統から 20 系統に増加したもの

の、コロナ禍の影響により、年間利用者数、一系統当たりの利用者数ともに大きく減少しま

した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地域間幹線系統の年間利用者数         図 地域間幹線系統の 1 系統あたりの利用者数 

出典：秋田県資料 
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   ②平均乗車密度・輸送量 

県内の地域間幹線系統の平均乗車密度※１及び輸送量※２は下表のとおりです。 
地域間幹線系統として国の補助を受けるためには、輸送量15.0を上回る必要がありますが、

20 系統中 7 系統で 15.0 を下回っており、近く国庫補助要件から外れる可能性が高く、喫緊

の課題となっています。 
また、輸送量 15.0 以上であっても 20.0 未満の系統については、利用者数の減少等から将

来的に維持が困難となる可能性が高く、路線の維持に向けた検討が求められます。 
なお、平均乗車密度が 5.0 を下回る場合には、国からの補助金を満額受けることができな

い制度（密度カット）となっていますが、県内全ての路線で 5.0 を下回っており、１便当た

りの利用が低い状況がみられます。 
 

表 地域間幹線系統の平均乗車密度・輸送量等一覧 

 

※１：平均乗車密度とは 1 便あたりのバスに乗った乗客数を全区間で平均した数値です。 

※２：輸送量とは、ある路線が運んでいる旅客の量（規模）を表すもので、平均乗車密度に運

行回数をかけることにより算出する数値です。  

運行
事業者

系統名 起点 終点 運送収入 実車走行キロ
平均
賃率

平均乗
車密度

輸送量

A B C A/B/C

円 km 円

大野 イオン大館店 中谷地 10,614,360 121,205.9 41.16 2.1 12.3

大館・鷹巣 大館駅前 鷹巣駅前 19,528,250 292,003.4 42.72 1.5 24.1

大館・小坂 鳳鳴高校前 小坂操車場 17,347,402 189,728.0 40.56 2.2 20.2

大谷（２） 大館駅前 大谷 12,141,279 168,546.6 36.95 1.9 13.1

中野 大館駅前 上中野 8,697,486 95,785.0 45.07 2.0 12.4

能代・八竜 能代ステーション 八竜ふれあいセンター 10,192,340 108,378.5 48.20 1.9 19.3

真名子・能代 真名子 能代厚生医療センター 18,179,850 127,416.3 36.13 3.9 12.4

小坂（２） 花輪駅前 小坂操車場 15,590,428 231,871.2 45.54 1.4 20.7

花輪・大館 花輪営業所 大館駅前 17,621,136 295,834.6 37.16 1.6 15.8

五城目 秋田駅西口 五城目ＢＴ 15,303,432 106,634.4 44.44 3.2 29.4

追分 秋田駅西口 天王グリーンランド 24,162,813 126,664.2 49.59 3.8 30.4

太平 大川反車庫 岩見三内 16,651,085 99,344.1 48.50 3.4 17.0

本荘象潟３ 本荘営業所 象潟駅前 10,342,214 188,499.9 34.40 1.5 11.7

横手大曲 横手BT 大曲BT 28,117,634 209,435.8 42.87 3.1 34.4

本荘象潟４ 本荘営業所 象潟駅前 12,878,172 190,715.1 34.20 1.9 12.7

湯沢横手２ 湯沢営業所 平鹿総合病院前 9,306,858 169,739.1 44.77 1.2 12.2

本荘秋田２ 本荘営業所 県立体育館前 17,099,690 223,497.8 30.55 2.5 15.2

横手大曲２ 平鹿総合病院前 大曲BT 13,362,466 149,153.0 42.07 2.1 15.1

大潟 八郎潟駅前 サンルーラル大潟 6,395,942 103,896.9 14.80 4.1 28.2

八郎潟 八郎潟駅前 五城目BT 6,184,532 74,671.8 49.58 1.6 23.5

秋北バス

秋田中央交
通

羽後交通

秋田中央ト
ランスポー

ト
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③地域間幹線系統の利用実態 

地域間幹線系統は基本的には市町村間を跨いで運行※１しており、全ての路線で市町村間を

跨いだ利用（市町村内⇔市町村外）の実態がみられます。特に羽後交通が運行する県南エリ

アや秋田中央トランスポートが運行する南秋地域において、市町村間を跨いで通院・通所や

通学などに利用されている実態がみられます。 
なお、秋田中央交通が運行する県央エリアにおいては、人口集積の多い秋田市内での利用

が多くあるため、市町村内⇔市町村外の利用の割合が相対的に低くなっています。 
なお、路線バスは特に高校生の通学利用により利用者数を確保する特徴にありますが、小

坂（２）線や太平線などは、高校へ通学可能な路線であるにもかかわらず、通学目的での利用

割合が相対的に低く、通学需要が取り込めていない状況にあります。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地域間幹線系統の市町村間の移動割合                 図 地域間幹線系統の利用目的 

出典：広域バス路線乗り込み調査（R3 実施） 

 

（※）：平成 13年時点の市町村域を跨いで運行することが地域間幹線系統の要件の一つである

が、それ以降に市町村合併が行われていると、運行する沿線地域が１つの市町村となっ

ている場合もある。このため、大野線、大谷（２）線、中野線、太平線は市町村間の移

動が生じないことから上記図では空欄としている。 
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【参考】各路線によるアクセス可能な主要施設 
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④乗合バス輸送人員の推移（東北６県別） 

東北６県における乗合バス輸送人員の推移では、全ての県において輸送人員が減少傾向に

あります。 
その中でも、特に本県は1995年度から 2019年度にかけて約 70％の減少割合となっており、

減少幅は東北 6県の中で最も大きいことがわかります。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 乗合バス輸送人員の推移（東北６県別） 

出典：東北運輸局「図で見る東北の運輸」 

※グラフ中の変化率は 1995 年を基準とし 1.00 とした場合の変化の割合を示しています。 
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（６）生活バス 

本県では、地域間幹線系統の補助要件を満たさなくなった系統について、県独自の補助制

度により、所定の要件を満たす場合には運行の欠損額に対する補助金を交付しています。（県

単生活バス路線維持費補助金） 
この対象となる系統全体での過去 3 か年の利用者数は 2019 年度に大きく減少しますが、

2020 年度には 2018 年度と同水準まで回復しています。 
1 系統あたりの利用者数も 2018 年・2019 年度に比べて 2020 年度は増加しており、一見す

るとコロナ禍においても生活バスの利用者数が増加したように見えますが、実際には 2019 年

度には一定の利用があり黒字路線として補助対象外であった系統が、コロナ禍により利用者

が減少し赤字となったことにより新たに補助対象となり、その利用者数が加わったことによ

るものです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 生活バスの年間利用者数              図 生活バスの 1 系統あたりの利用者数 

出典：秋田県資料 
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２-３ 地域公共交通に対する財政負担状況 

（１）地域公共交通に対する県の財政負担の推移 

本県の地域公共交通に対する財政負担額は直近 3か年で増加傾向にありますが、特に 2020
年度においては、コロナ対策費用が上乗せされていることもあり、2020 年には 2018年に比べ

て 211％の増加率となっています。 
また、バス交通に対する財政負担額については、地域間幹線系統、生活バス、地域内フィー

ダー系統に対する補助額は概ね横ばい傾向にあり、国と県の協調補助となっている地域間幹

線系統及びフィーダー系統においては、過去 3か年で増加傾向にあります。（2018年比 112％） 

 

図 公共交通に対する県の財政負担額の推移 

出典：秋田県資料 

 

図 バス交通に対する県の財政負担額の推移 

出典：秋田県資料 
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（２）地域公共交通に対する市町村の財政負担の推移 

市町村における地域公共交通に対する財政負担額は、県と同様に増加傾向にあり、特に 2020
年にはコロナ対策費の上乗せも含めて、2018 年に比べて 119％の増加率となっています。 
そのうち、事業者運行の路線バスに対する市町村の財政負担額は、各種別で軒並み増加傾

向にあり、特に地域間幹線系統に対する 2020 年の補助額は 2018 年に比べて 129％の増加率

と、最も高い増加率となっています。 
また、市町村運行の路線バス等についても同様に増加傾向にあり、特にフィーダー系統に

対する 2020 年の補助額は 2018 年に比べて 139％の増加率となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通に対する市町村の財政負担額の推移 

出典：秋田県資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 事業者運行の路線バスに対する市町村の財政負担額の推移 

出典：秋田県資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 市町村運行の路線バスに対する市町村の財政負担額の推移 

出典：秋田県資料 
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２-４ 交通事業者の現状 

乗合バス事業者 3 社の従業員数について、乗務員以外（整備士・事務員）の従業員数が概

ね横ばいに推移するのに対して、乗務員については、2017 年から継続的に減少傾向にあり、

乗務員不足の深刻化がみられます。 
また、乗務員の平均年齢についても、乗務員以外の平均年齢に比べて高い傾向にあるほか、

高齢化が進行しているなど、今後定年退職を控える年齢層が多くなっていることで、現状で

も不足する乗務員の人数が、更に減少することが見込まれます。 

 

図 乗合バス事業者の乗務員・乗務員以外の従業員数の推移 

出典：事業者聞き取り結果（R3 実施） 

※数値は乗合バス 3 事業者（秋北バス・秋田中央交通・羽後交通）の合計 

 

図 乗合バス事業者の乗務員・乗務員以外の平均年齢の推移 

出典：事業者聞き取り結果（R3 実施） 

※数値は乗合バス 3 事業者（秋北バス・秋田中央交通・羽後交通）の平均 
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２-５ 県内の地域公共交通の再編事例 

県内では、バス路線の撤退や縮小などに伴い、主に市町村が主体となって地域公共交通の

再編に取り組み、地域住民の移動手段の維持・確保に取り組んでいます。  

 

（１）南秋地域 

五城目町、八郎潟町、大潟村の３町村では、南秋地域公共交通活性化協議会を設置し、平成

29 年度から地域の公共交通の再編に取り組んでいます。 
その一環として、秋田中央交通が運行する八郎潟線（五城目－八郎潟間）と大潟村マイタ

ウンバス（八郎潟－大潟間）に分かれていたバス路線を、３町村をつなぐ「南秋地域広域マイ

タウンバス」として一つの路線に再編し、新たに国庫補助を受ける地域間幹線系統として令

和元年 10月から運行を開始しています。 
この路線では、利便性の向上を目的に、スマートフォンのほか、病院や商業施設、高等学校

に設置されたモニターによりバスの運行位置情報を確認できるバスロケーションシステムを

導入しています。 
 

（2）三種町 

三種町では、公共交通空白域の解消を図るため、バスやタクシーが運行されていない地域

において国土交通大臣の登録を受けた市町村等が自家用車を用いた有償運送が可能となる制

度を活用し、町内全域で地域公共交通の再編に取り組んでいます。 
令和元年 10 月から、町から委託を受けた住民団体による「ふれあいバス」、「巡回バス」の

実証運行を行い、令和 3年 10 月から本格運行に移行しています。 

  

 

 

 

図 南秋地域広域マイタウンバス            写真 三種町「巡回バス」 

 

  

形  態  交通空白地有償運送  

運行主体  三種町から委託を受けた住民団体等が運行  

登  録  令和元年８月  

運行概要  

  ・町内８地区を運行する「ふれあいバス」が各接続拠点に接続 

・接続地点間を「巡回バス」が運行  

・八竜ふれあいセンターで、秋北バスの「能代－八竜線」に接続  
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２-６ 新たな技術の活用事例 

地域公共交通に AI やデジタル技術などの新たな技術を導入し、利便性の向上を図る取組が

全国的に増えており、県内においても交通事業者や市町村が、IC カードによるキャッシュレ

ス決済やバスロケーションシステムの導入等の新たなモビリティサービスの提供に取り組ん

でいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：市町村アンケート調査（R3 実施）等 

 

 

  

〔上小阿仁村〕 

○道の駅を拠点として各集落

を結ぶ「自動運転サービス」

を実施（2019．11～） 

〔仙北市〕 

○スーパーシティ構想に基づ

き公共交通に対する ICT 等

の新たな技術の活用を検討 

〔秋田中央交通〕 

○既存の suica などと相互利

用可能な地域連携ICカード

を導入予定（2022.3.26～） 

〔秋田市〕 

○市内の公共交通へのバスロ

ケーションシステムの導入

や ICT を活用した情報提供

等の実施（2021～） 

〔にかほ市〕 

○コミュニティバスへのバス

ロケーションシステムの導

入・展開（2021．9～） 

〔男鹿エリア・角館エリア〕 

○JR東日本により観光型MaaS

の「TOHOKU MaaS」を展開

（2021） 

〔秋北バス〕 

○大館・鹿角と盛岡間を連絡

する定期高速バスに地域連

携 IC カードを導入予定 

（2022.3.12～） 

○大館・鹿角と盛岡間を連絡

する定期高速バスへのバス

ロケーションシステムの導

入（2018～） 

〔羽後交通〕 

○主に通学利用される一部区

間を対象としたスマートフ

ォンアプリから購入できる

スマホ定期券の販売開始

（2018.6～） 

○角館・田沢湖営業所管内の

バス車内・窓口における QR

コード決済の導入（2021.7

～、2021.9～窓口を拡大） 

〔羽後交通〕 

○本荘・秋田線等へのバスの

位置が分かるスマートフォ

ンアプリの導入（2015～） 

〔南秋地域〕 

○南秋地域広域マイタウンバ

スへのバスの位置が分かる

スマートフォンアプリの導

入（2019～） 
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（１）TOHOKU MaaS（男鹿エリア・角館エリア） 

ＪＲ東日本では、2021 年 4 月～9 月に開催された東北デスティネーションキャンペーンに

合わせて、観光地点等でのチケット購入や観光二次交通の予約・決済などをスマートフォン

上で一括管理することができるサービス「TOHOKU MaaS」を展開しました。 
本県では、秋田・男鹿エリア及び角館エリアを対象として本サービスを展開し、角館エリ

アではオンデマンド交通の予約・決済サービス及び観光チケットの購入サービスを、秋田・

男鹿エリアでは交通チケットや観光チケットの購入サービスを展開しました。 
本サービスは東北デスティネーションキャンペーンの実施時期に合わせて、2021 年 9 月で

一旦サービスを終了しましたが、2021 年 11 月から一部サービスを再開しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 TOHOKU MaaS のサービスイメージ 
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（２）自動運転サービス（上小阿仁村） 

ＮＰＯ法人上小阿仁村移送サービス協会では、上小阿仁村において、高齢者等の生活の移

動手段確保に向けて、令和３年度までは内閣府等の事業を活用し、道の駅「かみこあに」を拠

点とした自動運転サービスを展開しています。（2019 年 11月より本格導入） 
本サービスは道の駅「かみこあに」を拠点に村内 3 ルートを運行しており、定員 7 人の車

両が時速 12km/h程度で運行しています。 
旅客輸送のほか、貨客混載による物資輸送も併せて行い、地域の生活利便性を支えている

など、公共交通のサービスが充分に対応することができない過疎集落等の生活を支える手段

として期待されます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 自動運転サービスの運行状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 自動運転の走行ルート 
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２-７ 県民の地域公共交通の利用状況等 

（１）日常の外出での地域公共交通の利用状況 

県民アンケート結果によれば、通勤・通学や買い物、通院などの目的で外出する際の移動

手段として、10 代を除くほとんどの世代の約 9割以上が自家用車（自分で運転・送迎）とな

っており、地域公共交通を利用する割合は少ない傾向にあります。 
一般的に自由な移動手段を持たず、比較的公共交通の利用が高くなる 65歳以上の高齢層で

あっても同様の傾向であり、全年代的に外出での移動手段に対して自家用車利用が高い状況

です。 
 

■通勤・通学                           ■買い物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■食料品・日用品以外の買い物               ■通院 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 日常の外出での地域公共交通の利用状況 

出典：県民アンケート調査（R3 実施） 

※5％未満非表示 
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（２）広域的な地域公共交通の利用状況 

市町村や県を跨ぐ広域的な地域公共交通の過去 3 か月以内の利用状況について、9 割以上

が「利用していない」と回答しています。 
利用したと回答した方のうち、最も利用した地域公共交通は鉄道（JR 在来線）であり、こ

のほか秋田内陸縦貫鉄道や新幹線などの利用もあわせると、鉄道の利用割合が高い傾向にあ

り、買い物や通院等を目的とした日常的な移動で利用されている実態がみられます。 
一方、民間事業者の路線バスや市町村が運行するバス交通の選択割合は全体の 1～2割程度

であるなど、移動手段としての選択割合が低い状況にあります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 広域的公共交通の利用状況       図 利用した地域公共交通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         図 利用目的 

   出典：県民アンケート調査（R3 実施） 

 

 

 

 

 

 

 

19.8%
19.8%

9.6%
9.6%
9.0%

6.8%
5.6%
5.1%
5.1%

2.8%
2.3%
1.7%

23.2%
7.9%

0% 20% 40% 60% 80%100%

買い物

治療・診療

趣味・娯楽

観光・レジャー

業務（通勤以外）

飲食

通勤

帰省

交際

送迎（付添含む）

通学

習い事

その他

無回答
n=177
MA=227



 

122 

２-８ 公共交通の利用環境等 

（１）運行情報等の発信状況 

公共交通の経路検索に係る主要な５コンテンツにおける、県内の公共交通の情報発信状況

について、鉄道は全てのコンテンツで検索が可能な状況になっています。 
一方、路線バスについては、２つのコンテンツで検索されない交通事業者があり、高速バ

スでも１つのコンテンツにおいて検索されない交通事業者があります。 
 

表 主要なコンテンツでの経路検索の可否 

交通 

モード 
事業者 

コンテンツ 

駅すぱあと 
NAVI 

TIME 
ジョルダン 駅探 

Google 

map 

鉄道 

ＪＲ東日本 〇 〇 〇 〇 〇 

秋田内陸縦貫鉄道 〇 〇 〇 〇 〇 

由利高原鉄道 〇 〇 〇 〇 〇 

路線 
バス 

秋北バス × 〇 〇 × 〇 

秋田中央交通 〇 〇 〇 〇 〇 

羽後交通 〇 〇 〇 × 〇 

高速 
バス 

JR バス東北 × 〇 〇 〇 〇 

市町村 
交通 

県内各市町村 
5 自治体

/25 自治体 
20 自治体

/25 自治体 
12 自治体

/25 自治体 
0 自治体

/25 自治体 
20 自治体

/25 自治体 
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（２）交通拠点の状況 

①主要な拠点の利用環境の状況 

県を跨ぐ広域的な公共交通である空路・航路及び新幹線の拠点となる空港・フェリーター

ミナル・鉄道駅や、在来線が 2 つ以上接続し鉄道間の乗継ぎ等が発生する可能性のある拠点
※を対象として、待合環境の充足度や周辺設備等の状況、バリアフリーの対応状況、乗継ぎす

る上でのアクセス経路などの利用環境の状況調査を行いました。 
いずれの拠点においても待合環境は整備されており、屋内で待つことができる環境を確保

しており、椅子・ベンチ、冷暖房設備、一般トイレなど、待ち合う上で最低限必要な機能・設

備は確保されている状況にあります。 
なお、待合環境における他の交通モードの案内、特にバスの運行に係る情報（時刻表・経路

図）などについて表示・案内する拠点は少なく、乗継ぎ時における公共交通の情報提供が不

足する状況にあります。 
また、バリアフリー機能においては多くの拠点で点状ブロックの敷設や車いす用駐車場の

確保などを実施していますが、特に音声案内（視覚障がい者向けの案内）の整備は多くない

状況にあります。 
 
※対象拠点：秋田空港・大館能代空港・秋田フェリーターミナル・秋田駅・大曲駅・田沢湖駅・角館駅・鷹巣駅・鷹ノ巣駅・羽

後本荘駅・大館駅・東能代駅・横手駅 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 主要な拠点の機能・設備等の有無 

出典：利用環境調査（R3 実施） 
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（参考）県内の利用環境の事例 

〇秋田駅では、利用者が待つことができる空間を十分に確保し、冷暖房が整い待ちやすい環境

としています。また、大曲駅では、テーブルを設置し、学生等が自習などをしながら待ちやす

い環境を確保しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇角館駅のバス停には上屋が設置されており、バスの時刻表のほか、運行経路図も設置され、

わかりやすい情報発信を行っています。また、駅周辺の散策マップなども設置し、拠点から

目的地等への案内表示を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇県内の主要拠点では音声案内を整備する拠点は多くありませんが、秋田駅では音声案内を設

置し、視覚に障がいのある方の誘導等に対応しています。 

〇また、大館能代空港では、車いす用の駐車場を確保するほか、上屋を設置して悪天候時にも

安心して乗降できる環境を確保しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

秋田駅の待合環境 大曲駅の待合環境 

角館駅のバス停環境 角館駅の周辺案内図 

秋田駅の音声案内 大館能代空港の車いす用駐車場 

拡大写真 
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②主要な拠点での乗継ぎ等の実態 

先述の主要な拠点を過去 1 年間に利用した方（県内居住者・県外居住者）を対象にアンケ

ート調査を実施し、拠点での乗継ぎの実態や目的地へのアクセス手段、乗継ぎ時や拠点の待

ち合い時における問題点などを把握しました。 
県外来訪者において、他県から本県への移動手段は「新幹線」が約半数と最も多く、次いで

「飛行機」と続きます。 
各拠点からのアクセス手段として、新幹線利用者の目的地までの移動手段はレンタカーが

多くなっており、飛行機についても同様にレンタカーへの乗継ぎが最も多くなっているなど、

県内における二次交通としてレンタカーの果たす役割が大きいことが分かります。 
また、新幹線からの乗継実態として、在来線や路線バスなどの他の公共交通へ乗り継ぐ実

態もみられることから、県外の来訪者の移動実態等を踏まえて公共交通間の接続性の向上を

考えることも重要です。 
 

表 公共交通の乗継実態 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 本県への移動手段 

（公共交通を利用した県外来訪者） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：乗継実態 WEB アンケート調査（R3 実施） 

 

  

本県への
移動手段

目的地への
移動手段

実数値 割合

レンタカー 38 22.5%

徒歩 34 20.1%

在来線 26 15.4%

路線バス 20 11.8%

一般タクシー 20 11.8%

マイカー（送迎） 17 10.1%

その他 14 8.3%

169 100.0%

レンタカー 34 44.7%

在来線 10 13.2%

路線バス 8 10.5%

高速バス 7 9.2%

一般タクシー 7 9.2%

その他 10 13.2%

76 100.0%

徒歩 15 32.6%

レンタカー 10 21.7%

路線バス 6 13.0%

一般タクシー 6 13.0%

その他 9 19.6%

46 100.0%合計

合計

合計

新幹線　→

飛行機　→

在来線　→

新幹線

48%

飛行機

20%

在来線

17%

マイ

カー（自

分で運

転）

6%

高速バ

ス

4%

その他

5%

N=448
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（３）その他（支払い方法など） 

秋田県をはじめ、東北地方では ICカードなどのキャッシュレス決済の導入が進まない実状

にありますが、JR 東日本は鉄道と二次交通の連携加速を目標として、地域の交通事業者向け

に地域連携 IC カードのサービス展開を推進しています。 
本県においても、秋田中央交通の路線バス等において地域連携 ICカードが導入される予定

であり、2022 年（令和 4 年）3月 26 日からのサービス開始を予定しています。 
また、秋北バスでも、一部の高速バス（大館・鹿角～盛岡）において地域連携 IC カードが

導入される予定であり、2022 年（令和 4 年）3 月 12 日からのサービス開始を予定しています。 
JR 東日本では鉄道における IC カード対応の拡大を予定しており、秋田エリアでは奥羽本

線（和田～追分）、男鹿線（追分～男鹿）、羽越本線（新屋～秋田）において、2023 年（令和

5 年）春以降 ICカードに対応する予定となっています。 
こうした IC カードの対応エリアが拡大することにより、公共交通の利便性が向上し、県民

の日常の移動で公共交通が利用しやすくなるほか、本県を観光やビジネス目的で訪れる県外

からの来訪者も公共交通をより利用しやすくなることが期待されます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図 IC カードの導入予定エリア             図 県北エリアで導入される地域連

携ＩＣカード「Ｓｈｕｈｏｋｕ Ｏｒａ

ｎｇｅ Ｐａｓｓ」 

  

■Suica の適用範囲（拡大） 

・奥羽本線：和田駅～追分駅 

・男鹿線：追分駅～男鹿駅 

・羽越本線：新屋駅～秋田駅 

※2023 年春以降 

■地域連携 IC カードの適用範

囲（Suica 等の利用も可能） 

・秋北バス 大館・鹿角～盛岡

間の高速バス 

※2022 年 3 月 12 日サービ 

ス開始予定 

■地域連携 IC カードの適用範

囲（Suica 等の利用も可能） 

・秋田中央交通 路線バス 

（秋田市内） 

・秋田空港リムジンバス 

・秋田市中心市街地循環バス 

・秋田市マイタウン・バス 

※2022 年 3 月 26 日サービ 

ス開始予定 

図 秋田市エリアで導入される地域

連携ＩＣカード「AkiCA（アキカ）」 
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３．各主体の公共交通に関連した意向等 

３-１ 県民の意向等 

（１）公共交通に対する不満など 

過去 3 か月以内に 9 割以上が広域的公共交通を「利用していない」と回答しており、利用

していない方の現在のメインの移動手段は 9 割以上が自家用車（自分が運転、家族等の送迎）

を選択しています。 
なお、広域的公共交通に対する不満の有無について、利用していない方の約 3 割、利用し

た方の約 5 割が不満があると回答しています。 
広域的公共交通に限らず公共交通全般の利用者・非利用者に共通するものとして、「運賃が

高い」や「駅・バス停までの移動が大変」などの運行サービスに対する不満の意見が上がって

います。 
また、このほか、コロナ禍における利用環境に対する不安を挙げており、交通事業者にお

いては、業界団体のガイドライン等に基づき、各社で換気や消毒等の対応等を行っていると

ころですが、引き続きの対応が望まれます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図 広域的公共交通の利用状況 図 広域的公共交通を利用してい

ない人の現在の移動手段 

図 広域的公共交通の利用の 

有無別の不満の有無 
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バス同士の乗換え時間が合わない

バス⇔鉄道の乗換え時間が合わない

鉄道⇔乗り合いタクシーの乗換え時間が合わない

乗換えが面倒

運行する曜日が外出日と合わない

出発する時間帯が運行時間と合わない

帰宅する時間帯が運行時間と合わない

自分の行きたい目的地に行かない

乗っている時間が長い（早く着かない）

時間が遅れることがある

移動に掛かる運賃が高い

車両の段差の乗り降りが困難・大変

乗降場所の待合環境が待ちづらい

乗務員の接客が悪い

子供と一緒に乗りづらい

駅・バス停までの移動が大変

運賃がわからない

いつ運行しているのかわからない

どこに行けるのかわからない

乗車・降車の方法がわからない

どの車両に乗ればいいかわからない

現金で運賃を支払うのが面倒

いつバス停に到着するのかわからない

乗り継ぎ時間がわかりづらい

乗換えの経路がわかりづらい

人との接触機会が不安

密な環境になる可能性があり不安

換気等の対策が不安

その他
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MA=731

4.6%
6.0%

1.1%
6.8%

3.3%
9.1%
8.8%
7.9%
8.0%

3.3%
14.8%

1.9%
5.2%

1.1%
1.1%

13.0%
6.4%
5.5%

3.4%
1.3%
4.0%
4.3%
3.1%
5.6%
5.5%

15.3%
14.8%

8.1%
8.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

バス同士の乗換え時間が合わない

バス⇔鉄道の乗換え時間が合わない
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運行する曜日が外出日と合わない

出発する時間帯が運行時間と合わない
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自分の行きたい目的地に行かない

乗っている時間が長い（早く着かない）

時間が遅れることがある
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車両の段差の乗り降りが困難・大変

乗降場所の待合環境が待ちづらい

乗務員の接客が悪い

子供と一緒に乗りづらい

駅・バス停までの移動が大変
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乗車・降車の方法がわからない
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いつバス停に到着するのかわからない

乗り継ぎ時間がわかりづらい

乗換えの経路がわかりづらい

人との接触機会が不安

密な環境になる可能性があり不安

換気等の対策が不安

その他
n=2648
MA=7517

図 公共交通に対する不満事項（左：公共交通を利用した方、右：公共交通を利用していない方） 

出典：県民アンケート調査（R3 実施） 
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（２）新たなサービスに対する関心度 

地域公共交通においては全国的にも新たなサービスを展開する事例が多くありますが、県

民アンケート結果によれば、本県では「現在地からの公共交通の経路検索サービス」や「自動

運転サービス」、「キャッシュレス決済」に対する関心度が比較的高いことが分かりました。 
公共交通の経路探索サービスについて、現在県内の地域公共交通については民間のコンテ

ンツで検索可能なものが多く、特に地図アプリからの検索なども可能となっています。 
運行ダイヤやバス停などは時期によって更新されるため、常に正しい情報を利用者に発信

するため、これらの情報を更新する仕組みづくりが求められます。 
また、キャッシュレス決済については、コロナ禍により ICカードやバーコード決済などの

キャッシュレス化が加速したことを背景として関心度が高くなっているものと考えられ、地

域公共交通の利用を促進する上でも、キャッシュレス化への転換を図ることが重要です。 

 
図 新たなサービスに対する関心度 

出典：県民アンケート調査（R3 実施） 
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３-２ 交通事業者の意向 

本県の地域公共交通の担い手である交通事業者からは、交通事業者ヒアリングを通じて、

各サービスの運行上の問題点や乗務員の確保などの運行体制面での課題、二次交通などに関

する要望等がありました。 
特に利用者の減少に伴い現状のサービスの維持が困難となっており、また、学校の再編整

備等が進み、各地域における移動需要等が変化する中で、今後は地域の関係者等と協議を進

めながら最適な運行への見直しを考えている交通事業者があるほか、乗務員の不足・高齢化

が進んでいることから、十分な運行体制を確保することが困難等の意見が挙げられています。 
他方で、キャッシュレス化やオープンデータの活用など、利用者の利便性向上に向けた取

組の検討や、二次交通の充実等を図ることの必要性を挙げる事業者が多くみられました。 
 

表 交通事業者の主な意向 

項目 対象 内容 

運行上の

問題点 

路線 

バス 

〇利用者の減少等により、国庫補助要件を満たさない路線があり、今

後の維持が困難となる可能性がある。路線の維持に向けては、再編

について市町村との協議が必要である。 

○今後の学校再編の動向を注視しながら再編を進める必要がある。 

〇一部で市町村が運行する路線との競合が起きているほか、鉄道との

重複についても課題と感じている。 

○市町村との調整で再編が難しい場合は県へ仲介をお願いしたい。 

〇乗車密度等の条件により県補助対象外となった路線の維持が非常に

困難であり、今後も増える可能性がある。 

鉄道 
○鉄道は大量輸送を目的とした交通機関であり、持続的な運営には日

常的な利用増加・利用促進が急務 

乗合タク

シー 

〇市町村が運行するデマンド型乗合タクシーへの対応のため、一般タ

クシーの乗務員が不足する場合もある。 

今後の 

取組等 

路線 

バス等 

〇一部では、キャッシュレス化の導入予定があるものの、その他の路

線では経費面から導入を見送っているケースもある。 

○交通情報のオープンデータ化の意義は認識しているが、マンパワー

が課題である。 

○一部の路線等で、バスロケーションシステムの導入を検討している

路線がある。デジタルサイネージを導入したいがコスト面が懸念。 

鉄道 

〇ウィズコロナでは観光客等の取り込みに向けた施策展開を行ってい

く必要がある。 

〇地域の課題については、公共交通だけでは対応しきれないため、ま

ちづくりなどの他の分野との連携が必要である。 

他の交通

との連携 

空港 〇二次交通の案内が不足しているので、充足する必要がある。 

鉄道 
〇路線バスやタクシーなどの地域の公共交通との連携を、より一層取

り組んでいき、協働できるものは行っていく必要がある。 

路線 

バス 

〇新幹線や在来線など、利用状況に応じて特定の拠点・時間帯での接

続性を向上させることが必要である。 

レンタカー 〇空港や鉄道駅などで、接続強化を図っていくことが重要である。 

その他 
バス・ 

タクシー 

〇退職者が多く、慢性的な乗務員不足であり、運行ダイヤを見直しせ

ざるを得ない場合もある。 

〇若者の採用が進まず、乗務員の高齢化が進行している。 
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３-３ 市町村の意向 

（１）広域交通に対する意向等 

通勤や通学、通院、買い物などの住民の日常生活での移動手段として、多くの市町村が自

治体間を跨いで運行する広域交通（鉄道・路線バスなど）が必要であると回答しており、地域

間幹線系統となっている路線バスについては全ての路線に対して維持が必要であるとしてい

ます。 
他方、公共交通の利用者は各市町村においても減少傾向にあり、十分な収支が得られてお

らず、中には国庫補助の要件を満たさなくなる可能性のある路線も散見されるなど、今後の

維持に対して懸念を持っている状況です。 
 

（２）地域公共交通の維持にあたり県との連携を求める事項等 

今後、市町村が地域公共交通を維持するに当たって県との連携を求める事項について、「公

共交通等の制度等に関する勉強会の開催」が最も多くなっており、次いで「見直しに係るマ

ニュアル等の配布」となっているなど、法制度の改正等にあたって検討が必要な事項や、市

町村が主体となって作成する地域公共交通計画の策定のポイントなどに対する情報取得の意

向が高いものと考えられます。 
また、「関連市町村との協議の場の設定」も上位に挙がっており、広域的な路線バスなどの

見直し等を検討するにあたっての、協議の場の設定を求める意向が高いものと考えられます。 

 

図 市町村において県との連携を求める事項 

出典：市町村アンケート調査（R3 実施） 
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見直しに係るマニュアル等の配布

他都市のベストプラクティスの紹介

その他

秋田圏域
山本圏域
鹿角・北秋田圏域
由利圏域
仙北圏域
平鹿・雄勝圏域

その他の内訳 

・公共交通の維持に対する財政支

援の維持・拡充（４件） 
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３-４ 高等学校の意向 

（１）通学時の地域公共交通の利用 

県内高等学校の 14％（7校）校が、「通学時に公共交通の利用を促進したい」と考えており、

保護者等の送迎が多く発生していることで近隣の道路で渋滞・混雑が発生している実状を踏

まえて、渋滞・混雑の緩和を理由とする回答が多く挙げられています。 
こうした高校においては、県のほか関連

市町村や交通事業者等と高校が連携した

取組を進めることにより、高校生の通学需

要の取り込みが期待できます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 通学時の地域公共交通の利用に 

対する意向とその理由 

 

（２）今後の地域公共交通に対する要望 

今後の地域公共交通に対する要望とし

て、学生の通学時の利便性を考慮した運行

本数の増加や、運賃の改善に対する意見が

挙げられるほか、冬期の積雪環境下におけ

るダイヤの遅れなどの改善に対する意見

が挙げられています。 
本県は特に厳しい積雪環境となるため、

冬期の悪天候時での鉄道・バスの遅れなど

が発生していますが、リアルタイムでの運

行情報やわかりやすい情報提供を行うこ

とにより、利用者の安心感を確保すること

も考えられます。 
 

 

  

区分 圏域 市町村 今後の公共交通に対しての要望

秋田圏域 A高
他の項目でも回答したとおり、運賃や運行本数
の問題が改善されることが望ましい。

秋田圏域 B高 電車の本数を増やしてほしい

仙北圏域 C高
JR田沢湖線は下校時間帯（１９時台）の本数を
１本増やしてもらえるだけでも、生徒の負担は
だいぶ減るのではないか。

由利圏域 G高
冬季はバスの利用生徒が増えるため、バスの
増便の要望がある。

平鹿・雄
勝圏域

D高 利用料金を値下げしてほしい。

鹿角・北
秋田圏域

E高
利用者増加のために運賃の値下げなど検討し
ていただければありがたい。

由利圏域 F高
定期券の半額制度を次年度も継続していただ
きたい。

秋田圏域 H高

ＪＲを利用する生徒が多いため、特に冬期の降
雪による電車遅延を考慮して対応していただ
ければ大変有り難い。今後も、朝の増発便や
降車場所へのご協力を継続していただくことを
希望している。

秋田圏域 I高

バスの運行時間を通学の時間に合わせた運行
を依頼したい。冬季期間中では遅刻になる。バ
スの運行を変えるか，JRの運行を変えなけれ
ば，ゆとりを持った時間割の編成ができない。

仙北圏域 J高
冬期のバスは降雪の遅れを考慮して時間設定
をして欲しい。

鹿角・北
秋田圏域

L高
冬期は降雪による遅れを考慮して時間設定し
てほしい

秋田圏域 N高
今後、連携している中学校以外からの入学者
が増加すると思われるので、JRおよびバスの
利便性を向上して欲しい。

秋田圏域 O高

定期路線バスに関しては、朝の通学用バスだ
けでも到着時間が学校始業時間に即した形で
の運行をお願いしたいものである。また、市街
地方向からだけでなく、御所野、御野場地域方
向からのバスも懇願したい。

仙北圏域 P高
保護者からJR鉄道駅と学校間のバス運行の
要望がある。奥羽本線沿線の駅の無人化をこ
れ以上進めないでほしい。

運行本数
に関する
こと

冬季の利
用に関す
ること

その他

運賃に関
すること

圏域 高校 通学で公共交通利用を促進する理由

秋田圏域 A高
自家用車での送迎は、近隣道路での渋滞・
混雑の原因となっているため、できるだけ
公共の交通機関を利用してほしい。

秋田圏域 B高
自家用車での送迎は、近隣道路で渋滞・混
雑の要因となっているため、可能な限り公
共交通で通学してほしい。

秋田圏域 C高
安全性を重視、自立性・社会性育成のた
め。

鹿角・北
秋田圏域

D高
自家用車での送迎では学校が指定する乗降
車場所を守らず、近隣住民からの苦情に繋
がるケースがある。

鹿角・北
秋田圏域

E高

約3割を占める保護者による送迎は、勤務先
の途中であるから等の理由があるが、ＳＤ
Ｇsやカーボンニュートラルの観点から二酸
化炭素排出の少ない公共交通機関を利用す
ることは意識向上につながると考えられる
から。
冬期間、道路の積雪量が多くなったときに
学校周辺に生徒を降車させるために一時停
止するが、これが交通渋滞の原因となって
いる。

由利圏域 F高
事故防止や交通渋滞の緩和を考慮すると公
共の交通機関を利用した方がよい。

由利圏域 G高 地域の活性化のため。
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３-５ 施設等の意向 

県内には、鉄道や路線バスなどの公共交通以外にも、商業施設や医療施設等が運行する送

迎サービス（買い物バス、病院送迎バスなど）が運行している地域があり、各施設への移動手

段として県民の日常生活を支える役割を担っています。 
これらの移動サービスについては、運行に当たり一定程度の費用が発生している状況にあ

り、また、一部のサービスは公共交通の運行エリアにおいても運行していることもあるため、

公共交通と連携した取組（路線バス等への需要集約など）に対して、さまざまな理由から関

心を持つ施設等もあります。 
県民の日常生活の移動手段を確保するとともに、公共交通の持続性を高める上では、施設

等の取組と地域公共交通分野が連携することや、適切に役割分担を図りながら、相互に補完

し合った関係性を構築することなどが求められます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 移動サービスの運行の費用発生の有無（左）と費用の負担発生金額（左） 

※移動サービスを運行している施設等が回答 

出典：施設等アンケート調査（R3 実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 移動サービスと公共交通等の連携した取組に対する関心度 

出典：施設等アンケート調査（R3 実施） 

  

72.7%

36.4%

18.2%

18.2%

18.2%

18.2%
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移動サービスに掛かる費用を抑

えられるなら関心がある

自社の社会貢献が明確になるの

であれば関心がある

移動サービスに充当する人材や

車両をほかに活用できるなら関
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自社の敷地の駐車場の数を抑

制できるのであれば関心がある

全く関心がない

その他

無回答 n=11
MA=20
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４．上位・関連計画において公共交通に求められる役割 

４-１ 上位計画・関連計画の概要 

（１）新秋田元気創造プラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新プラン策定後に概要等を記載予定 



 

134 

（２）秋田県都市計画区域マスタープラン 

都市計画マスタープランは、都市の発展の動向や、人口・産業の現状及び将来の見通し等

を勘案し、長期的な視点に立った都市の将来像を明確にするとともに、その実現に向けて大

きな道筋を明らかにすることにより、都市計画区域における都市計画の基本的な方向性を示

し定めている計画です。 
秋田県が策定している都市計画区域マスタープラン策定方針（平成 14年 4 月）では、少子

高齢化と人口減少を踏まえ、“公共交通機能の充実”や“コンパクトな市街地形成を図る都

市づくり”等が具体的な取組として掲げられており、広域的な視点で県が策定する区域マス

タープランと住民に身近な市町村が策定する市町村マスタープランに反映されています。 
 

■参考■立地適正化計画  

平成 26 年８月に都市再生特別措置法の一部改正によって新設された立地適正化計画

は、日常生活に必要な都市機能や居住について集約化を図るとともに、それらを結ぶ公共

交通ネットワークを形成することでコンパクトシティの実現を目指す計画であり、かつ、

市町村マスタープランに即した内容によって策定します。（市町村によっては市町村マスタ

ープランと立地適正化計画をひとつにまとめた計画とする場合があります。）  

このため、立地適正化計画と公共交通の充実を図る地域公共交通計画が整合をもって定

められることが必要となっています。  

   

 

図：コンパクトシティ＋ネットワークのイメージ 

出典：国土交通省 立地適正化計画の手引き 
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（３）秋田県観光振興ビジョン 

  

※秋田県観光振興ビジョン策定後に概要等を記載予定 
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（４）秋田県医療保健福祉計画 

秋田県医療保健福祉計画では、全国一の高齢化先進県である本県にあって、全ての県民が

どこに住んでいても安心して質の高い医療が受けられるように、医療提供体制の充実・強化

や急性期から在宅医療等に至るまで切れ目のないサービス提供体制の構築を目的として、基

本理念等を示すとともに、課題解決に向けた取組等を位置づけています。 
計画内では、８つの二次医療圏における医療体制の構築や、圏域間での連携なども含めた

医療機能の確保について示されており、今後更なる高齢化の進展が見込まれる本県において、

高齢者等の通院時の移動手段確保に向けて、二次医療圏内及び医療圏域間での移動を支える

広域的な公共交通ネットワークを維持・確保することが求められます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 秋田県医療保健福祉計画の概要 
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（５）秋田県地域福祉支援計画 

秋田県地域福祉支援計画では、地域共生社会の実現に向けて、市町村と目標を共有しなが

ら具体的な取組を推進することを目的として、基本理念や目指す姿を示すとともに、課題解

決に向けた取組等を位置づけています。 
特に高齢者や障がい者などの日常生活にさまざまな支障を抱える住民等においても、安全・

安心に暮らすことができる地域づくりを推進することとしており、公共交通においても地域

のセーフティネットとして公共交通などの移動手段を適切に維持するとともに、バリアフリ

ーなどに対応した利用環境の構築を進めることで、誰もが安全・安心に利用することができ

る環境づくりを進めることが求められます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地域福祉支援計画の概要 
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（６）秋田県高等学校総合整備計画 

秋田県高等学校総合整備計画では、社会情勢等の変化や少子化により生徒数が減少する中

においても、高校生が社会的・職業的に自立できるように教育環境を整え、教育の質を高め

ることを念頭に、高等学校における教育活動及び教育環境の維持・充実に向けた方針及び取

組等を示しています。 
この中では、学校規模の適正化と望ましい配置についても示しており、少子化等への対応

に向けた学校の再編に向けた考えを位置づけています。 
現状でも高校生は市域を跨いで通学する実態がみられていますが、今後の学校の再編等に

よって通学流動がさらに変化する可能性もあることから、公共交通においてもこうした変化

に対応することで、学生の通学手段としての役割を維持することが求められます。 
 

 

図 秋田県高等学校総合整備計画が示す各地区の高校配置の構想 
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４-２ 上位計画・関連計画において求められる役割 

前項までに示した上位計画・関連計画の概要を踏まえて、公共交通に求められる役割を下

表のとおり整理します。 
 

表 公共交通に求められる役割 

区分 分野 求められる役割 

上位 

計画 

県全体 

（新秋田元気創造プ

ラン） 

※新プラン策定後に記載予定 

関連 

計画 

まちづくり分野 

（都市計画区域マス

タープラン策定方

針） 

〔全国との連携・交流に資する役割〕 

○県を跨ぐ広域的な公共交通ネットワークを適切に維持する

とともに、一定のサービス水準を維持することで、本県と

他都道府県の都市との連携・交流を支える役割 

〔広域都市圏の生活や連携・交流を支える役割〕 

○市町村間を跨ぐ広域的な公共交通ネットワークを適切に維

持することで、広域都市圏のなかでの生活を支えるととも

に、地域間の活発な連携や交流を支える役割 

観光分野 

（秋田県観光振興ビ

ジョン） 

※秋田県観光振興ビジョン策定後に記載予定 

医療・福祉分野 

（秋田県医療保険福

祉計画・地域福祉支

援計画） 

〔二次医療圏及び圏域を越えた連携を支える役割〕 

○鉄道や路線バスなどの市町村間を跨ぐ広域的な公共交通ネ

ットワークを、利用実態等に応じて適切に維持することで、

二次医療圏における市町村間の連携を支える役割 

〇また、鉄道を中心とした広域的な公共交通ネットワークを

適切に維持することで、圏域間での移動を支え、医療圏間

の連携を支える役割 

〔安全・安心な暮らしを支える役割〕 

○高齢者や障がい者などの移動に制約のある県民の移動手段

の適切な確保や、バリアフリーに対応した利用環境を構築

することにより、だれもが安全・安心に暮らしやすい環境

を支える役割 

教育分野 

（秋田県高等学校総

合整備計画） 

〔高校生の通学を支える役割〕 

○少子化による生徒数の減少や高校の再編等により、高校生の

通学需要（移動量・移動方向など）が変化する中でも、公共

交通を利用しやすい環境をつくり、高校生の重要な移動手段

として通学を支える役割 
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４-３ 市町村における計画の策定状況・位置づけ等 

（１）計画の策定状況（2021 年 12 月時点） 

県内 25 市町村のうち、19 市町村が地域公共交通計画※を策定しており、各市町村を運行す

る公共交通の将来像やその実現に向けた取組等を示しています。 
また、国から公共交通と両輪となって進めることとされている立地適正化計画については、

5 市町村が策定しています。 
※活性化再生法上の法定計画を指し、前制度である地域公共交通網形成計画として策定し

たものを含む。 
表 地域公共交通計画・立地適正化計画の策定状況  

圏域 市町村名 
地域公共交通計画 立地適正化計画 

策定状況 計画期間 策定状況 計画期間 

鹿 角 ・ 北

秋田圏域 

鹿角市 ● 2016～2020    

小坂町  Ｒ４．３月策定予定  Ｒ４．３月策定予定 

大館市 ● 2018～2027 ● 2019～2038 

北秋田市 ● 2017～2022    

上小阿仁村       

山本圏域 

能代市 ● 2019～2023  Ｒ４．３月策定予定 

藤里町 ● 2015～2019    

三種町 ● 2021～2026    

八峰町       

秋田圏域 

秋田市 ● 2021～2025 ● 2019～2040 

男鹿市 ● 2019～2023    

潟上市 ● 2017～2021    

五城目町・

八郎潟町・

大潟村 

（南秋地域） 

● 2018～2022  
  

五城目町 ● 2017～2021    

由利圏域 
由利本荘市 ● 2020～2024    

にかほ市 ● 2017～2021    

仙北圏域 

仙北市 ● 2016～2020    

大仙市 ● 20２１～202５ ● 2018～2038 

美郷町 ● 2016～2021    

平 鹿 ・ 雄

勝圏域 

横手市 ● 2019～2023 ● 2018～2028 

湯沢市 ● 2020～2024 ● 2018～2038 

羽後町       

東成瀬村       

※斜線部分は都市計画区域が無いため立地適正化計画策定対象外 

大潟村のみ 

策定対象外 
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（２）市町村計画の概要 

①鹿角・北秋田圏域 

大館市では、交通結節点における公共交通間の乗継環境の向上に関する取組を行うことし

ており、北秋田市においても同様に、交通結節機能の向上や、鉄道・路線バス等との接続性を

考慮したダイヤの見直しを示しています。 
また、鹿角市では路線の運行水準の確保を位置づけており、広域的な公共交通である鉄道

や路線バス（大館盛岡線、花輪大館線、小坂線）を維持することとしています。 
 

表 市町村計画の概要（鹿角・北秋田圏域） 

市町村名 項目 内容 

鹿角市 

基本方針 
〇市民の移動を支える、まちづくりに沿った便利な公共交
通網の構築 

〇地域ぐるみの公共交通の活性化に向けた取組の推進 

広域的な公共交通に
関する事業等 

〇路線の役割に応じて必要とされる運行水準の確保 

大館市 

基本方針 

〇利用実態・ニーズを踏まえた市民の日常生活を支える移
動手段の確保 

〇まちづくりと連携し、交流を促進する公共交通ネットワ
ークの形成 

〇様々な主体と協働・連携し、みんなで育てる持続可能な公
共交通の構築 

広域的な公共交通に
関する事業等 

〇交通結節点における乗継環境の向上 

北秋田市 

基本方針 〇地域のもりあがりの基盤となる安心で快適な公共交通 

広域的な公共交通に
関する事業等 

〇目的に応じたダイヤ等の見直し 
〇交通結節機能の向上 

 

②山本圏域 

能代市では広域的な公共交通と域内交通の接続性の向上に関する取組や、広域的に連携し

た取組を推進することとしています。 
藤里町では、通院快速バス等の運行に係る取組を位置づけ、住民の通院時における利便性

向上を図ることとしています。 
 

表 市町村計画の概要（山本圏域） 

市町村名 項目 内容 

能代市 

基本方針 
〇人の暮らしを支える地域公共交通の利便性向上と持続可
能な交通ネットワークの構築・維持 

広域的な公共交通に
関する事業等 

〇鉄道や路線バス等の乗継ぎを考慮した運行ダイヤの調整 
〇広域的取組やまちづくりと連携した事業の検討 
〇各種バス路線及び鉄道の維持 

藤里町 

基本方針 
〇子どもからお年寄りまでおでかけを楽しめる身近な交通
環境と安心して外出できるスムーズな広域の交通環境を
実現し、町の活力を支える公共交通網の形成を目指す 

広域的な公共交通に
関する事業等 

〇通院快速バス等の実現 
〇乗合バスと JR の乗継円滑化 
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③秋田圏域 

秋田市では鉄道の利便性向上に向けて、新たな駅の整備に関連した路線バスの見直し等を

行う予定としており、また、潟上市でも路線の効率化に向けた見直しを位置づけ、再編等を行

うことを予定しています。 
南秋地域及び五城目町で位置づける広域的なネットワークについては、既に事業化が行わ

れており、路線バス（大潟線）として運行しています。 
このほか、多くの市町村で乗継環境の整備や接続性向上に向けたダイヤの調整など、ハー

ド・ソフト両面での取組を推進することとしています。 
 

表 市町村計画の概要（秋田圏域） 

市町村名 項目 内容 

秋田市 

基本方針 
〇まちの変化に柔軟に対応し、誰もが自由に移動できる、将
来にわたり持続可能な公共交通サービスの実現 

広域的な公共交通に
関する事業等 

〇バス路線再編  〇鉄道の利便性向上 
〇乗換ポイントの環境整備 

男鹿市 

基本方針 
（基本理念） 

〇男鹿市民の生活に貢献し、各地域の活性化を結ぶ交通網
の形成 

広域的な公共交通に
関する事業等 

〇路線バスの停留所・ダイヤ等の便別設定 

潟上市 

基本方針 
〇市民の交通手段の転換を促す公共交通の利便性向上 
〇市民自らが地域の生活移動を支える意識・機運の向上 

広域的な公共交通に
関する事業等 

〇路線の効率化  〇乗継環境の向上 

五城目町・八
郎潟町・大潟
村 
（南秋地域） 

基本方針 
（基本理念） 

〇都市と自然が調和し、交流と連携の促進を支える公共交
通ネットワーク 

広域的な公共交通に
関する事業等 

〇地域間幹線系統の導入 〇八郎潟駅の環境整備 
〇交通拠点としての環境整備 

五城目町 
（単独） 

基本方針 
〇町の活力を支える将来にわたって持続可能な地域公共交
通の構築 

広域的な公共交通に
関する事業等 

〇交通結節点における乗継ダイヤの調整 
〇町外の拠点施設への相互乗り入れの検討 
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④由利圏域 

由利本荘市では路線バスの維持に向けたキャッシュレス決済・バスロケーションシステム

の導入等についての施策を位置づけているほか、由利高原鉄道の維持に向けて通学定期券の

購入費助成の取組なども位置付け、利用拡大を図ることとしています。 
にかほ市では路線バスの再編として主要拠点間の連携強化に向けた一部延伸や、道の駅ね

むの丘の拠点性向上に向けた乗り入れ等を行う予定としています。 
 

表 市町村計画の概要（由利圏域） 

市町村名 項目 内容 

由利本荘市 

基本方針 
〇持続可能な公共交通体系を構築し、安心して「おでかけ」
できる環境を創る 

広域的な公共交通に
関する事業等 

〇地域間幹線である路線バス・鉄道を維持する 
〇各種交通モード間の接続強化 
〇羽後本荘駅ほか乗継拠点の整備 
〇通学定期券購入費助成の検討 
〇路線バスとの並走区間に関する整理検討 

にかほ市 

基本方針 
〇豊かで元気な暮らしを支え 市民協働で取り組む公共交
通 

広域的な公共交通に
関する事業等 

〇路線バス・コミュニティバスの再編 
〇交通拠点の整備及び機能性・接続性の向上 

 

⑤仙北圏域 

仙北市では角館駅等をハブ化機能として、乗継環境の向上に向けた取組を位置づけて推進

するなど、拠点性の向上を図ることとしています。また、広域バス路線として定める市町村

幹線の整備の取組を位置づけており、都市計画マスタープランに基づき、まちづくりと連携

した市町村幹線の再構築を進める予定としています。 
大仙市では、令和 2 年度に既存交通の再構築を行い、この内容を盛り込んで令和 3 年度か

らの地域公共交通マスタープランを策定し、これに基づいて広域バス路線として定める市町

村幹線と市内支線の維持を行うとともに、必要に応じて改善を行うこととしています。 
美郷町では、路線バスに関する見直しの考えや交通事業者と連携した取組を行うこととし

ています。 
 

表 市町村計画の概要（仙北圏域） 

市町村名 項目 内容 

仙北市 

基本方針 
〇交通弱者が自立して行動できる公共交通ネットワークの
構築 

〇住民協働による利用促進の実施と観光利用客の誘客 

広域的な公共交通に
関する事業等 

〇ハブ拠点の設定による乗継環境の向上 

大仙市 

基本方針 
〇市民の「利用しやすさ」「暮らしやすさ」を軸とした公共
交通ネットワークを構築する 

広域的な公共交通に
関する事業等 

〇市町村幹線の維持 
〇交通結節点の乗継施設、待合所の整備 

美郷町 

基本方針 〇地域の交流を担う地域公共交通の構築 

広域的な公共交通に
関する事業等 

〇利用ニーズに応じた適正な運行形態の検証 
〇公共交通機関との連携による利用の創出 

 



 

144 

⑥平鹿・雄勝圏域 

横手市では利用者の利便性向上に向けて、路線バスの既存路線の再編による運行面での改

善や、鉄道駅での連動性の向上による接続環境の改善を行うこととしています。 
湯沢市では日常生活における移動実態等を踏まえて、路線バス等の運行経路の見直しやダ

イヤの調整等による利便性の向上、公共交通間の乗継利便の向上などに向けた取組を行う予

定です。 
 

表 市町村計画の概要（平鹿・雄勝圏域） 

市町村名 項目 内容 

横手市 

基本方針 

〇移動手段の確保 
〇公共交通の利用が不便なエリアの解消 
〇まちづくり戦略との連携 
〇情報発信と利用促進 

広域的な公共交通に
関する事業等 

〇利用者の利便性向上を図るバス運行路線の構築 

湯沢市 

基本方針 〇共に築き、守り、将来につなぐ地域公共交通 

広域的な公共交通に
関する事業等 

〇公共施設等への運行ルート見直し 
〇他の移動手段に合わせた乗継ぎの円滑化 
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第３章 秋田県の地域公共交通の課題 
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１．県全体の課題 

課題１：将来の秋田の姿を見据えた地域公共交通ネットワークの構築が必要 

 
本県では人口減少が進展する状況にあり、市町村の取組（立地適正化計画など）により市

街地などの特定のエリアに対する人口の集約等を進めているエリアもみられるものの、多く

の市町村では市街地の周辺や郊外部・中山間部などでの人口密度の低下により、広い範囲に

低密度な人口が分布する状況がみられます。 
 
一方、本県は全国で最も高齢化率が高い県ですが、

市街地の周辺や郊外部・中山間部などのエリアにお

いては、特に高齢化が顕著に進展する状況がみられ

るなど、人口減少等により面的にまとまった移動需

要は減少しながらも、移動に制約を抱える高齢者等

が増加することで、地域公共交通に対して求められ

る役割が増えています。 
 
また、市町村を跨ぐ移動に視点を移すと、各圏域

とも通学・通勤や、通院などで一定の流動があり、

また、コロナ禍以前は近年増加傾向にあった観光客

も、交通拠点と県内の各観光地までなど、市町村を

跨ぐ移動需要を担っており、これをきちんと捉える

ことは、今後ますます重要となります。 
 
このように様々な移動需要を満たすことが求め

られる地域公共交通は、広域路線と域内交通それぞ

れが、十分な役割分担を果たしながら、きめ細やか

なサービスである必要がありますが、既存の地域公

共交通ネットワークでは充分に対応しきれている

とはいえず、県、市町村、交通事業者においても対

応の必要性は認識しつつも、体制面や財政面での制

約等から効果的な解決策が必ずしも示せていない

実状等があります。 
 

このため、県、市町村、交通事業者それぞれが、広域路線については広域な流動を支える幹

線ネットワークとして、域内交通については、移動需要が広く薄く分布する地域特性等を踏

まえて、さらには、商業施設等が提供する移動サービスの活用やそれとの役割分担も念頭に

置きながら適切な移動手段の提供を検討することが必要となります。県としても、利用者数

の全体的な底上げ、望ましいネットワーク構築に資する財政支援など、多面的・重層的な取

組を通じて、将来の秋田の姿を見据えた地域公共交通ネットワークの構築が必要です。 

図 仙北圏域の高齢化率（一例） 

出典：2015 国勢調査 

出典：「業務概要（令和 2年版）」東北

運輸局秋田運輸支局 13 頁を基に

作成 
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1B課題２：財政的な制約を踏まえつつも、地域公共交通の維持・確保のみならず、活性化

までも図ることが必要 

 
課題１のとおり、将来の秋田の姿を見据えた地域公共交通ネットワークの構築を図ること

と併せて、その構築されたネットワークの維持・確保を図っていくことが重要であることは

言うまでもありません。これまでも県や市町村では、国庫補助も活用しながら、この維持・確

保に努めてきたところですが、県民の移動実態として、通勤や通学、買い物、通院の日常的に

発生する生活移動において、市町村内移動はもとより、市町村間を跨いだ移動も見られ、こ

れらを地域公共交通がしっかりと支えられる存在であり続けることが求められています。 
 
一方、県全体での人口減少の進展によ

る利用者の母数自体の減少や、少子化に

よる高校生の減少に伴う通学需要の減少、

コロナ禍による外出機会の減少などを背

景に地域公共交通の利用者数は減少傾向

にあり、路線バスにおいては国庫補助要

件の未達の危険性のある路線も散見され

るなど、このままでは地域公共交通の維

持が困難となることが懸念されます。 
 
また、地域公共交通の維持・確保に対す

る市町村の財政負担や交通事業者の欠損

負担は年々増加傾向にあり、採算面から

も地域公共交通を維持することが困難と

なる可能性が考えられます。 
 
このため、各エリアの地域特性や各路線の利用状況等に応じて、新たなサービスの導入、

既存サービスの更なる支援を通じた活用等様々な選択肢の中から適切な運行のあり方等を見

極めるなど、県と市町村、交通事業者が連携した取組を進め、地域公共交通の維持・確保を図

ることが必要です。 
 
 加えて、地域公共交通の利用者数が減少傾向にある中で、その維持・確保だけでは利用者数

の減少傾向（地域公共交通の衰退）を止めることはできません。県もこれまでは、どちらかと

いえば、維持・確保に係る取組に注力してきたところですが、今後はこの減少傾向を緩和し続

けていくため、活性化に向けた取組にも注力し、県全体で取り組むべき施策についての旗振り

や、市町村、交通事業者の取組を後押ししていくことが必要です。 
  

図 地域公共交通に対する市町村の財政負担状況（再掲） 

出典：市町村アンケート結果（R3 実施） 
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一般的に、地域公共交通においては、モータリゼーションの進展がその利用者減の一因に

あげられます。秋田県でも例外ではなく、今回行った調査によれば、通勤・通学、買物、通院

など、あらゆるシーンで自家用車を使った移動が大宗を占めており、過度に自家用車を利用

している状況にあると言えます。 

 

 

 

 

 

 
このような状況である一方で、2017 年度（平成 29 年度）の道路交通法の改正による高齢運

転者対策の推進などをはじめとして、社会全体として高齢者の免許返納に対する意識変化が

起こっていますが、高齢化が顕著に進展する本県においては、高齢者の移動需要の掘り起こ

しを行いつつ、的確に移動手段を提供することや利用促進などの取組を進めることで、免許

返納を更に促すとともに、地域公共交通を積極的に活用する利用者になってもらうことが期

待できます。 
 

加えて、地域公共交通の主たる利用者層の一つである、高校生も通学手段において保護者

の送迎が占める割合が多いものの、一部の高校では、生徒の安全確保や学校周辺の渋滞緩和

のために、通学時における地域公共交通の利用を促進する意向を持っているところもあり、

利用を促す PR を積極的に行うとともに、高校生の通学実態（通学方面・時間など）を踏まえ

て地域公共交通の見直しを図るなど、通学時間帯の利便性の維持・向上、さらには、費用負担

軽減の観点から、運賃の在り方についても検討を加えることで、地域公共交通への利用転換

が図られる可能性があると言えます。 
 
このように、過度な自家用車利用の状況にあると言える本県ですが、まだまだ、地域公共

交通利用を掘り起こす可能性を多く秘めていることから、まずは、この状況の脱却を、関係

者一丸となって取り組むことが必要です。 
  

2B課題３：地域公共交通への需要の十分な掘り起こしを通じて、過度な自家用車利用か

らの脱却が必要 

図 県民アンケート調査（R3 実施） 

図 地域公共交通の利用に対する学校としての考え（再掲） 

出典：高等学校アンケート調査（R3 実施） 

図 圏域別の 65 歳以上の免許返納者数（再掲） 
出典：警察署別運転免許全部返納者数及び  

運転履歴証明書申請件数（65 歳以上） 

89.9%

86.4%

85.6%

79.7%

5.0%
8.0%

9.2%

12.6%

0.0% 50.0% 100.0%

通勤・通学の移動手段

n=1,681

食料品・日用品の買い物の移動手段

n=2,325

食料品・日用品以外の買い物の移動手段

n=2,327

通院の移動手段

n=1,748

車を運転 乗合バス等 鉄道 徒歩・自転車 その他 無回答
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3B課題４：地域公共交通を利用する上での“わかりやすさ”の向上を図ることが必要 

 
地域公共交通のルートや運行状況等に関する分かりやすさは、そのまま、利用に当たって

のハードルの高さを左右すると言っても過言ではありません。とりわけ、高齢化の進展が著

しく、また、運行頻度が高いとは言えない地域公共交通が少なくなく、さらには、雪国という

ことで、冬期には、遅延等が頻発する秋田県にあっては、他の地域に比べてその重要性は高

いと言えます。 
 
全国的に見れば、昨今は、例えば、ルートや運行状況については、民間の経路検索サービス

の普及・充実等によって一定の解消が図られてきているところであり、本県でも、大学が主

体となって、路線バスや市町村内の一部の移動サービスなどを対象として、地域公共交通の

運行情報を国が指定する標準フォーマット（GTFS-JP）への整理を進めており、鉄道などの地

域公共交通の情報等も併せて、民間コンテンツでの経路検索等に対応しています。 
 
これらのコンテンツに掲載されることにより、県民の移動だけではなく、県外からの来訪

者においても円滑な移動の助けになることから、今後も常に最新の情報へ適切なタイミング

で更新していくことはもちろん、交通サービスを提供する主体が積極的に情報整備を進めて

いくことが重要になります。 
 
さらに、この情報整備を前提に、更に提供内容・方法の充実を図ることで、待合所等におけ

るきめ細やかな情報提供、リアルタイムで運行状況を把握できるサービスの提供等が可能と

なることから、県全体でこれを進めるとともに、民間コンテンツ等が有するノウハウなどの

活用や、新たなデジタル技術の普及・応用等も行いつつ、運賃の支払いや目的地となる施設

情報との連動した情報提供等、よりシームレスな利用環境を構築し、高齢者、障がい者含め

たあらゆる利用者にとって利便性の高いサービスを提供し、よりわかりやすく・使いやすい

環境へと改善を図ることが可能となります。 
 
 

表 主要なコンテンツでの経路検索の可否 

交通 

モード 
事業者 

コンテンツ 

駅すぱあと 
NAVI 

TIME 
ジョルダン 駅探 

Google 

map 

鉄道 
ＪＲ東日本 〇 〇 〇 〇 〇 
秋田内陸縦貫鉄道 〇 〇 〇 〇 〇 
由利高原鉄道 〇 〇 〇 〇 〇 

路線 
バス 

秋北バス × 〇 〇 × 〇 
秋田中央交通 〇 〇 〇 〇 〇 
羽後交通 〇 〇 〇 × 〇 

高速 
バス 

JR バス東北 × 〇 〇 〇 〇 

市町村 
交通 

県内各市町村 
5 自治体

/25 自治体 
20 自治体

/25 自治体 
12 自治体

/25 自治体 
0 自治体

/25 自治体 
20 自治体

/25 自治体 
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4B課題５：地域公共交通の一体性を高めるため、交通結節点等における交通機関同士の

接続性の強化が必要 

 
他県から本県への来訪者における移動手段として新幹線が最も多くなっており、次いで飛

行機・在来線と続きますが、それぞれ主要な交通拠点において鉄道や路線バスなどの地域公

共交通へ乗り継いで目的地へ移動する実態や、レンタカーを利用して移動する実態が多くみ

られます。 
また、県内において県民が主要な交通拠点を利用する際には、鉄道間（在来線→在来線）の

乗継ぎや、鉄道から路線バスへの乗継ぎなども一定数みられるなど、地域公共交通間を乗り

継いでいる実態がみられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※県外来訪者を対象に集計（n＝448） 
 

図 本県への移動手段（左）と交通拠点から目的地への移動手段（右） （再掲） 

出典：主要拠点乗継実態調査（R3 実施） 

 

こうした状況等を踏まえて、交通事業者や市町村においては円滑に乗継ぎできる環境構築

に向けてダイヤの設定を行っているところですが、限られた運行本数の中で全ての移動需要

に対応することは困難であり、利用者からは乗継時に感じた問題点として「乗り継ぎ時間が

長い」と回答する割合が最も多いなど、交通モード間の接続に課題があることが分かってい

ます。 
 
県民や県外の来訪者の円滑な移動を支える上では、利用者の移動実態等（時間帯・移動方

面・移動量・時期など）を踏まえて、地域公共交通を担う交通事業者や市町村同士で的確に接

続時間を調整するなど、一体性を高めることが必要です。 
なお、県外来訪者においては、公共交通への乗継だけではなく、レンタカーを利用して目

的地へ移動する割合も一定数みられることから、レンタカーも重要な二次交通として、一体

的な活用・情報提供を促すなど、目的地への移動の利便性向上を検討することが必要です。 

  

新幹線

48%

飛行機

20%

在来線

17%

マイカー

（自分で

運転）

6%

高速バス

4%

その他

5%

本県への
移動手段

目的地への
移動手段

実数値 割合

レンタカー 38 22.5%

徒歩 34 20.1%

在来線 26 15.4%

路線バス 20 11.8%

一般タクシー 20 11.8%

マイカー（送迎） 17 10.1%

その他 14 8.3%

169 100.0%

レンタカー 34 44.7%

在来線 10 13.2%

路線バス 8 10.5%

高速バス 7 9.2%

一般タクシー 7 9.2%

その他 10 13.2%

76 100.0%

徒歩 15 32.6%

レンタカー 10 21.7%

路線バス 6 13.0%

一般タクシー 6 13.0%

その他 9 19.6%

46 100.0%合計

合計

合計

新幹線　→

飛行機　→

在来線　→
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さらには、交通拠点を利用する上で不便に感じたこととして、県内の利用者からは「駐車

場が使いにくい・無い」や「飲食店・売店が少ない・無い」が多くなっており、拠点やその周

辺の機能に対する要望があがっているほか、県外の利用者からも「飲食店・売店が少ない・無

い」などが挙がっているほか、「公共交通の情報が少ない・わかりづらい」の割合が高くなっ

ていることが特徴的です。 
ダイヤ等の調整により接続性の向上を図ることも必要である一方、限られた地域公共交通

サービスの中では、一定程度の待合時間は発生することは不可避であり、それを前提とした

安心して快適に待つことができる環境を構築するなど、利用者の不便の解消を検討すること

が必要です。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 乗継ぎ時に不便を感じたこと（再掲）    図 交通拠点を利用する際に不便を感じたこと（再掲） 

出典：主要拠点乗継実態調査（R3 実施） 

 

  

24.3%

3.6%

4.8%

6.9%

4.2%

4.2%

0.9%

51.2%

25.8%

2.5%

6.2%

8.9%

4.1%

2.7%

0.7%

49.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

乗り継ぎの時間が長い

乗り継ぎの時間が短い

乗り継ぎ時間がわかりにくい

乗り継ぐ際の経路がわかりにくい

乗り継ぎ経路が歩きにくい

乗り継ぐ乗降場所間の距離が長い

その他

特にない

県内
県外

7.2%

4.0%

3.5%

11.2%

6.4%

2.8%

0.7%

13.6%

1.3%

0.4%

3.5%

1.7%

3.5%

3.9%

2.6%

10.3%

1.8%

21.8%

5.7%

3.0%

3.8%

12.0%

7.2%

4.9%

0.9%

5.0%

1.9%

2.1%

3.9%

4.2%

4.1%

4.3%

3.6%

6.5%

1.2%

25.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

待合室が使いにくい・無い

冷暖房設備が不十分

トイレが使いにくい・無い

飲食店・売店が少ない・無い

公共交通の情報が少ない・わかりづらい

拠点周辺の情報が少ない・わかりづらい

多言語対応が少ない・わかりづらい

駐車場が使いにくい・無い

駐輪場が使いにくい・無い

タクシー乗降場所が使いにくい・無い

一般車両の待機場所が使いにくい・無い

ロッカー等の設備が使いにくい・無い

誘導標識がわかりにくい・無い

公共交通の総合案内がわかりにくい・無い

公共交通の乗り場案内がわかりにくい・無い

雨や雪の時に移動しにくい

その他

特にない

県内

県外
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5B課題６：地域公共交通を担う主体の運営体制（人的基盤）の確保・強化が必要 

 
  全国的にバスやタクシー等の乗務員不足や高

齢化が課題となっていますが、本県においても

同様であり、地域公共交通を支える重要なプレ

イヤーの各交通事業者においては、乗務員の人

員不足・高齢化により、充分な運行体制を確保

することが困難となっているケースが発生して

います。 

 
安定的に地域公共交通サービスを提供する

上では、担い手となる交通事業者における安定

的な経営基盤を確保することが大前提となる

ことから、人的基盤の確保・強化に向けた全県

的な対応を検討することが必要です。 
 
また、地域公共交通の運行主体の一つでもある市町村は、それぞれの地域における移動手

段のあり方の検討等、地域公共交通の運行から、施策の企画立案から実行までを担う、重要

な役割を担っていますが、今回の計画策定に当たって行ったアンケートでは、県との連携を

求める事項として、約半分が、「公共交通等の制度等に関する勉強会の開催」を挙げるなど、

地域公共交通施策を展開するに当たって必要な知見・ノウハウ獲得の機会や、関係者との円

滑な協議への関わりなど、ソフト面でもサポートを求める声が多い結果が得られました。 
 
特に、地域公共交通に関する知見・ノウハウは変化がめまぐるしく、運行に関する制度や

補助制度の改正が頻繁に行われるとともに、効果的とされる施策も、デジタル技術を始め新

たな技術を活用したものが日々出てきており、異動が比較的頻繁にある市町村にあっては、

その習得はもちろん、組織内での円滑な継承、ブラッシュアップは喫緊の課題と言え、この

ことは、交通事業者においても、大きく異なりません。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 市町村において県との連携を求める事項 

出典：市町村アンケート調査（R3 実施） 

 

6

4

5

12

6

3

4

0 5 10 15

関連市町村との協議の場の設定

交通事業者との協議の場の設定

公共交通に係る専門家等の派遣

公共交通等の制度等に関する勉強会の開催

見直しに係るマニュアル等の配布

他都市のベストプラクティスの紹介

その他

秋田圏域
山本圏域
鹿角・北秋田圏域
由利圏域
仙北圏域
平鹿・雄勝圏域

図 乗合バス事業者の乗務員等の平均年齢の推移 

出典：事業者聞き取り結果（R3 実施）※数値は乗合バス 3 

事業者（秋北バス・秋田中央交通・羽後交通）の平均 

52.8 53.2 
53.8 

54.5 
55.1 55.3 

45.2 
45.9 46.2 

47.1 46.6 46.1 

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

2017.3 2018.3 2019.3 2020.3 2021.3 2021.9

乗務員 乗務員以外

（歳）
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２．圏域別の課題 

（１）鹿角・北秋田圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔地域間幹線系統〕 

○地域間幹線系統 7 系統中 3系統が輸送量 15.0 を下回

っており、特例適用解除後には補助要件未達となる

可能性あり（大野線、大谷（２）線、中野線） 

○国庫補助が未適用となった場合、沿線自治体の負担

が大幅に増加するため、今後の維持に向けた改善等

の検討が必要（既に検討を開始している系統あり） 

○また、全系統が乗車密度 2.0 以下であるなど、乗車

密度の向上が喫緊の課題 

○市町村間や市内での通院や通学などで利用される重

要な系統であるため、持続性向上に向けた改善の検

討が必要 

〔秋田内陸縦貫鉄道秋田内陸線〕 

○沿線地域における通学や通院等への利用

のほか観光利用も重要な要素 

○コロナ収束を見据えたインバウンドや首

都圏からの誘客促進が必要 

〔フィーダー系統〕 

○フィーダー系統は大館市 13 系統、北秋田市 8 系

統、鹿角市 12 系統が運行 

○接続する地域間幹線系統は平均乗車密度が課題で

あるが、フィーダー系統として維持するために

は、地域間幹線系統を維持することが大前提であ

るため、地域間幹線系統と一体的な改善の検討が

必要 

〔JR 奥羽本線・花輪線〕 

○大館市から青森県方面、北秋田

市・鹿角市から岩手県方面への通

学などの移動に利用 

○県民の日常生活の移動を支えると

ともに、他県との連携を支える重

要な路線であるため、路線の利用

促進等の展開が必要 

〔生活バス等〕 

○生活バスは 5 系統が運行しており、市町村間の移

動や郊外部から市街地への移動等に利用 

○一方、北秋田市～上小阿仁村間を運行する系統

（合川（３）線）については、利用者の減少によ

る財政負担の増加から厳しい状況となっているた

め、今後の維持等に向けた市村及び交通事業者に

よる協議が必要 

〔拠点の考えについて〕 

○各市町村が考える公共交通の拠点については下表のとおり

であり、広域的な公共交通と域内交通との接続性の維持・

向上を図ることが必要 

大館駅 鷹ノ巣駅（JR）・ 
鷹巣駅（秋田内陸線） 

鹿角花輪駅 

早口駅 

市町村名 重要な接続拠点・駅・バス停名

鹿角市 鹿角あんとらあ前、JR鹿角花輪駅

小坂町 小坂小学校前バス停

大館市
結節点：市立病院前
乗り継ぎ拠点：JR大館駅前、JR早口駅前、扇田病院前

北秋田市 ＪＲ鷹ノ巣駅、秋田内陸線 鷹巣駅、秋田内陸線 米内沢駅

上小阿仁村

※ 上記図におけるバス路線は県補助対象外の路線は表示していない。 

（P１５４～Ｐ１５８も同様とする。） 
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（２）山本圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〔地域間幹線系統〕 

○地域間幹線系統 2 系統中 1系統が輸送量 15.0 を下回

っており、特例適用解除後には補助要件未達となる

可能性あり（真名子・能代線） 

○国庫補助が未適用となった場合、沿線自治体の負担

が大幅に増加するため、今後の維持に向けた改善等

の検討が必要 

○別の 1 系統についても輸送量 20.0 を下回り、運行本

数を確保することで辛うじて輸送量を確保する状況

にあるため、乗車密度の向上に向けた改善が必要

（能代・八竜線） 

〔フィーダー系統〕 

○フィーダー系統は能代市 3系統が運行 

○接続する地域間幹線系統は平均乗車密度が課題で

あるが、フィーダー系統として維持するために

は、地域間幹線系統を維持することが大前提であ

るため、地域間幹線系統と一体的な改善の検討が

必要 

〔JR 五能線〕 

○八峰町から能代市への通勤・通学等の日常的

な利用のほか、青森方面との広域的な観光等

での利用（リゾートしらかみなど） 

○生活交通と観光振興の両面において、利用促

進が必要 

〔JR 奥羽本線〕 

○秋田市方面への圏域間の移動や三種

町から能代市などの通勤・通学など

の日常的な移動に利用 

○県民の日常生活の移動を支える重要

な路線であるため、路線の利用促進

等の展開が必要 

〔生活バス等〕 

○生活バスは 3 系統が運行しており、

市町村間の移動や郊外部から市街地

への移動等に利用されているなど、

生活交通としての役割により運行 

○一方、長大な距離を運行することも

あり、全ての路線が平均乗車密度

2.0 を下回っているなど、利用者の

確保が喫緊の課題 

○利用実態等に応じて改善に向けた検

討が必要 

○また、マイタウン・バスの大久保岱

線においても利用が少ない状況にあ

るため、運行時間帯等の改善などの

検討が必要 

〔拠点の考えについて〕 

○各市町村が考える公共交通の拠点については下表のとおり

であり、広域的な公共交通と域内交通との接続性の維持・

向上を図ることが必要 

東能代駅 

能代駅 

森岳駅 

鹿渡駅 

市町村名 重要な接続拠点・駅・バス停名

能代市 能代バスステーション、二ツ井駅、能代駅

藤里町 藤琴大町、二ツ井駅

三種町 八竜ふれあいセンター、鹿渡駅、森岳駅

八峰町
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（３）秋田圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〔地域間幹線系統〕 

○地域間幹線系統 5 系統中 1系統が輸送量 20.0 を下回

り、将来的に輸送量要件を下回る可能性があるた

め、改善に向けた検討が必要（太平線） 

※沿線人口が低いエリアを運行していることが一因で

あると考えられるため、他の移動サービスからの需

要集約等も含めた検討が考えられる 

○八郎潟線は平均乗車密度が 2.0 を下回っているが、

運行回数を確保することで輸送量が 20.0 を上回って

いる。今後の維持を考える上では、平均乗車密度の

向上に向けた改善が必要 

〔フィーダー系統〕 

○フィーダー系統は男鹿市 5系統、潟上市 4 系統が

運行 

○接続する地域間幹線系統は一定の輸送量を確保し

ているが、フィーダー系統をはじめとした域内交

通の接続性向上による利便性の向上を図り、地域

間幹線系統も含めた一体的な利用促進を図ること

が必要 

〔JR 奥羽本線〕 

○秋田市の周辺町村から秋田市への

通勤・通学、通院、買い物などの

日常的な生活の移動に利用 

○県民の日常生活の移動を支える重

要な路線であるため、主要な鉄道

駅において地域内路線と鉄道の接

続性向上による利便性向上、及び

利用促進等の展開が必要 

〔JR 男鹿線〕 

○男鹿市・潟上市から秋田市への通勤・通

学、通院、買い物などの日常的な生活の

移動に利用 

○また、男鹿半島を中心とした観光アクセ

スにも利用 

○県民の日常生活の移動や観光等の移動を

支える重要な路線であるため、主要な鉄

道駅において地域内路線と鉄道の接続性

向上による利便性向上が必要 

○また、バスと一体となった利用促進の展

開が必要 

〔生活バス等〕 

○生活バスは 32 系統が運行しており、主に秋田市内におい

て各地域から主要拠点への移動に利用 

○人口集積のあるエリアや、需要の多い秋田市街地を運行す

ることもあり、一定程度の平均乗車密度を確保する系統も

みられるが、仁別②線などの走行距離の長い系統では平均

乗車密度 2.1 と低い状況 

○路線ごとの利用実態等に応じて、必要に応じて改善等を検

討しつつ、効率性の向上を図ることが必要 

〔拠点の考えについて〕 

○各市町村が考える公共交通の拠点については下表のとおり

であり、広域的な公共交通と域内交通との接続性の維持・

向上を図ることが必要 

〔JR 奥羽本線（秋田新幹線）〕 

○宮城県や岩手県などの東北

の都市圏及び関東都市圏と

の連携を支える重要な路線 

○複数の交通モードとの接続

性の向上や、連携した取組

等による利用促進の展開に

よる利便性の向上を図るこ

とが必要 

秋田駅 

追分駅 

大久保駅 

二田駅 

男鹿駅 

八郎潟駅 

市町村名 重要な接続拠点・駅・バス停名

秋田市
鉄道駅 ※今後、路線網の再編を検討する中で、新たな乗換ポ
イントを設置する必要があると考えている。

男鹿市 男鹿駅、男鹿みなと市民病院、男鹿温泉郷

潟上市 潟上市役所、天王グリーンランド、追分駅、大久保駅、二田駅

五城目町 五城目バスターミナル、イオンスーパーセンター五城目店

八郎潟町 八郎潟駅、湖東厚生病院

井川町

大潟村 八郎潟駅

〔JR 羽越本線〕 

○秋田市の南部エリアや、由利本荘市とに

かほ市からの通勤・通学、通院、買い物

などの日常的な生活の移動に利用 

○県民の日常生活の移動を支える重要な路

線であるため、主要な鉄道駅において地

域内路線と鉄道の接続性向上による利便

性向上、及び利用促進等の展開が必要 
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（４）由利圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〔地域間幹線系統〕 

○地域間幹線系統 3 系統中 2系統が輸送量 15.0 を下回

っており、特例適用解除後には補助要件未達となる

可能性あり（本荘象潟３線、本荘象潟４線） 

○当該系統は高校生の通学等に利用される重要な系統

であるが、国庫補助が未適用となった場合、沿線自

治体の負担が大幅に増加するため、今後の維持に向

けた改善等の検討が必要 

○また、残り 1 系統（本荘秋田２線）についても輸送

量 15.2 となっており、併せて改善に向けた検討が必

要 

〔フィーダー系統〕 

○フィーダー系統は由利本荘市 12 系統、にかほ市 16

系統が運行 

○接続する地域間幹線系統は平均乗車密度が課題で

あるが、フィーダー系統として維持するために

は、地域間幹線系統を維持することが大前提であ

るため、地域間幹線系統と一体的な改善の検討が

必要 

〔JR 羽越本線〕 

○由利本荘市とにかほ市間の移動

や、秋田市への通勤・通学、通

院、買い物などの日常的な生活の

移動に利用 

○県民の日常生活の移動を支える重

要な路線であるため、主要な鉄道

駅において地域内路線と鉄道の接

続性向上による利便性向上、及び

利用促進等の展開が必要 

〔由利高原鉄道鳥海山ろく線〕 

○沿線地域の通勤・通学など、地域住民

の日常的な生活の移動に利用 

〇通学定期券の割引制度導入による高校

生利用者の大幅増など新たな動き 

○観光需要の掘り起こしなど、更なる誘

客促進が必要 

〔拠点の考えについて〕 

○各市町村が考える公共交通の拠点については下表のとおり

であり、広域的な公共交通と域内交通との接続性の維持・

向上を図ることが必要 

 
市町村名 重要な接続拠点・駅・バス停名

由利本荘市
羽後本荘駅、矢島駅、岩城みなと駅、羽後亀田駅、前郷駅、道
の駅おおうち、道の駅東由利、西目駅、道の駅西目、鳥海菜ら
んど

にかほ市 象潟駅、金浦駅、仁賀保駅

〔生活バス等〕 

○生活バスは 3 系統が運行しており、由利本荘市と

にかほ市間や、由利本荘市と横手市の日常的な移

動に利用 

○2 系統が 30km を超え、1 系統が 60km を超える長大

路線ということもあり、平均乗車密度は 1.0～1.2

と非常に低い状況 

○都市間の移動を支える重要な路線であるため、周

辺を運行する他の系統などと合わせて一体的な改

善を行うことによる効率性の向上が必要 

羽後本荘駅 

岩城みなと駅 

羽後亀田駅 

西目駅 
前郷駅 

矢島駅 

仁賀保駅 

金浦駅 

象潟駅 
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（５）仙北圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〔地域間幹線系統〕 

○地域間幹線系統 2 系統中 1系統が輸送量 15.1 である

など、辛うじて輸送量要件を確保する状況（横手大

曲２線） 

○平均乗車密度 2.1 であるなど低い状況にあるため、

同様の経路を運行するもう一つの地域間幹線系統

（横手大曲線）との一体的な検討など、改善に向け

た検討が必要 

○横手大曲線は輸送量 30 を超えるが、運行回数により

輸送量を確保しており、平均乗車密度は高い数値で

はないため、前記のとおり周辺系統と一体的に改善

を検討することが必要 

〔フィーダー系統〕 

○フィーダー系統は大仙市 4系統が運行 

○接続する地域間幹線系統は平均乗車密度が課題で

あるが、フィーダー系統として維持するために

は、地域間幹線系統を維持することが大前提であ

るため、地域間幹線系統と一体的な改善の検討が

必要 

〔拠点の考えについて〕 

○各市町村が考える公共交通の拠点については下表のとおり

であり、広域的な公共交通と域内交通との接続性の維持・

向上を図ることが必要 

〔JR 奥羽本線（秋田新幹線）〕 

○宮城県や岩手県などの東北の都市

圏及び関東都市圏との連携を支え

る重要な路線 

○複数の交通モードとの接続性の向

上や、連携した取組等による利用

促進の展開による利便性の向上を

図ることが必要 

〔秋田内陸縦貫鉄道秋田内陸線〕 

○沿線地域における通学や通院のほ

か、観光利用も重要な要素 

○コロナ収束を見据えたインバウン

ドや首都圏からの誘客促進が必要 

〔生活バス等〕 

○生活バスは 7 系統が運行しており、大仙市と仙

北市、美郷町間や、大仙市と横手市間の日常生

活の移動に利用 

○このうち 6 系統が平均乗車密度 2.0 を下回り、

残り 1 系統（六郷１線）も 2.4 と低い状況 

○都市間の移動を支える重要な路線であるため、

周辺を運行する他の系統などと合わせて一体的

な改善を行うことによる効率性の向上が必要 

大曲駅 

田沢湖駅 

角館駅 

羽後長野駅 

神宮寺駅 

刈和野駅 

羽後境駅 
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（６）平鹿・雄勝圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〔JR 奥羽本線〕 

○湯沢市と横手市間や、湯沢市と山

形県方面の日常的な移動に利用 

○県民の日常生活の移動を支えると

ともに、他県との連携を支える重

要な路線であるため、路線の利用

促進等の展開が必要 

〔拠点の考えについて〕 

○各市町村が考える公共交通の拠点については下表のとおり

であり、広域的な公共交通と域内交通との接続性の維持・

向上を図ることが必要 

市町村名 重要な接続拠点・駅・バス停名

横手市
横手駅、十文字駅、柳田駅、醍醐駅、相野々駅、黒沢駅、小松
川駅、横手バスタ－ミナル

湯沢市 湯沢駅（駅前）
羽後町 梺橋（バス停）

東成瀬村 十文字案内所前、湯沢営業所

〔地域間幹線系統〕 

○地域間幹線系統 3 系統中 1系統（湯沢横手２線）が輸送量

15.0 を下回っており、特例適用解除後には補助要件未達と

なる可能性あり 

○また、横手大曲２線が輸送量 15.1 であるなど、辛うじて輸

送量要件を確保する状況 

○平均乗車密度 2.1 であるなど低い状況にあるため、同様の経

路を運行するもう一つの地域間幹線系統（横手大曲線）との

一体的な検討など、改善に向けた検討が必要 

○横手大曲線は輸送量 30 を超えるが、運行回数により輸送量

を確保しており、平均乗車密度は高い数値ではないため、前

記のとおり周辺系統と一体的に改善を検討することが必要 

〔フィーダー系統〕 

○フィーダー系統は横手市 11 系統、湯沢市 1 系統が

運行 

○接続する地域間幹線系統は平均乗車密度が課題で

あるが、フィーダー系統として維持するために

は、地域間幹線系統を維持することが大前提であ

るため、地域間幹線系統と一体的な改善の検討が

必要 

〔生活バス等〕 

○生活バスは 18 系統が運行しており、横手市と

湯沢市、羽後町・東成瀬村間や、大仙市と横手

市間の日常生活の移動に利用 

○このうち 14 系統が平均乗車密度 2.0 を下回る

など、密度が低い状況 

○都市間の移動を支える重要な路線であるため、

周辺を運行する他の系統などと合わせて一体的

な改善を行うことによる効率性の向上が必要 

柳田駅 

醍醐駅 

十文字駅 

湯沢駅 

相野々駅 

小松川駅 

〔JR 北上線〕 

○横手市から岩手県方面、横手市内

での通学などの移動に利用 

○県民の日常生活の移動を支えると

ともに、他県との連携を支える重

要な路線であるため、路線の利用

促進等の展開が必要 
横手駅 

黒沢駅 

「フィーダー」として横

手市内全域で区域型デ

マンド交通を運行  
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第４章 基本理念・基本方針・基本目標 
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１．秋田県の地域公共交通に関する基本理念・基本方針 

１-１ 秋田県全体の地域公共交通に関する基本理念・基本方針 

①基本理念・基本方針 

上位計画「新秋田元気創造プラン」が示す将来像の実現に向けて、本県の地域公共交通の

基本理念及び将来像を実現する上で地域公共交通の目指すべき姿として３つの基本方針（３

本の柱）を掲げます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

上位計画（新秋田元気創造プラン）が示す将来像 

高 質 な 田 舎 を 目 指 し て 

上位計画において公共交通に求める役割 

○若者の移住・定住等に資する役割 

○産業振興のため県外との連携強化を図る役割 

○都市間の連携・交流を支える役割 

○観光振興に資するアクセス性を確保する役割 

 

関連計画において公共交通に求める役割 

○全国との連携・交流に資する役割 

○広域都市圏の生活や連携・交流を支える役割 

○二次医療圏及び圏域を越えた連携を支える役割 

○安全・安心な暮らしを支える役割 

〇ウィズコロナ等を見据えた観光振興を支える役割 

●将来像の実現に向けた秋田県の地域公共交通の基本理念 

行政・事業者・地域が連携して支え合い、 

地域の活力を育む地域公共交通を目指す 

 

 

 

 

 
●秋田県の地域公共交通の目指すべき姿（基本方針）：3 本の柱 

〇本県の将来像の実現に向けて、地域公共交通分野はもちろんのこと、本県に関係するさまざまな

人々が分野や事業体の枠を超えて連携し、支え合う関係性を構築することで、活気ある地域公共

交通を実現するとともに、都市間の連携加速を支える基盤として地域公共交通ネットワークを形

成し、地域の活力を育む地域公共交通を目指します。 

基本方針１：持続可能で活気を育む地域公共交通 

基本方針２：活発な地域の創意工夫により成長し続ける地域公共交通 

基本方針３：利用者・事業者双方にとってやさしい地域公共交通 

○行政、事業者、地域がそれぞれの役割を認識して、地域公共交通関連施策を実践することで、持続

可能性の高い地域公共交通を実現します。 

○生活・経済はもちろん、観光等の県内外との交流促進を担い、地域の活力の基盤となる地域公共交

通を実現します。 

〇県内各地域の創意工夫を促すことで、利便性の向上、利用者の増加が絶え間なく続く地域公共交通

を実現します。 

〇デジタル技術や先進的な知見等を積極的に取り込み、サービス水準の向上、運営体制の効率化を進

め、利用者事業者双方にとってやさしい地域公共交通を実現します。 
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②秋田県の交通政策の目指すべき姿について 

本県ではこれまで路線バスや三セク鉄道などの地域公共交通の維持・確保に向けた取組等

を主として展開してきました。しかしながら、急激な人口減少、自家用車利用の進展など、地

域公共交通を取り巻く厳しい環境を踏まえると、維持・確保だけではなく利用者増などの活

性化を目指す取組についても、更なる注力が急務です。 
このためには、県として、維持・確保に向けた取組はより良いものへと不断の検討を加え

ていくことはもちろんですが、地域公共交通を担う交通事業者、市町村の創意工夫を促す環

境整備、更には、デジタル技術といった新たな技術などが地域公共交通に反映されるよう牽

引するなどの役割を担っていく必要があります。 
まずはこういった取組を、国や市町村、交通事業者、その他団体等とも密接に連携を図り

ながら推進し、今回の計画期間である５年間で“活性化の土台作り”を行います。 
本計画の着実な推進により強固な活性化の土台作りを進めることで、次期計画においては

これを礎とした“活性化”のフェーズへ移行し、「持続可能で活気を育む地域公共交通」、「活

発な地域の創意工夫により成長し続ける地域公共交通」、「利用者・事業者双方にとってやさ

しい地域公共交通」の実現を着実に目指していきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 交通政策の目指すべき姿 
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１-２ 県と市町村の役割分担・連携の方向性 

このため、地域間幹線系統（及び生活バスの一部）及び鉄道（三セク鉄道含む）等、広域的

な幹線ネットワークについては、県が主体となりつつ、交通事業者・市町村と連携して、その

維持・確保、活性化に必要な取組を進めることとします。 
一方、地域内を運行する生活バスやマイタウン・バス、フィーダー系統、その他移動サービ

ス、さらには各市町村に存する地域公共交通に関連する拠点等については、市町村が主体と

なり、地域公共交通計画の策定等、その維持・確保、活性化に必要な取組を、交通事業者等と

ともに進めることとし、県はこれらの取組に対し、必要な支援を行います。 
加えて、今後は、先進的な取組等に関する知見・ノウハウを獲得し、それを地域に実装させ

て活性化につなげていくことが重要となってきますが、このような知見・ノウハウについて

は、県が必要な機会を積極的に提供するとともに、市町村はその習得に努めます。 
また、県全体で進めるべきデジタル化などの活性化策は、県が市町村、交通事業者等の参

加を得た上で推進することとし、地域の実情に応じた活性化策については、市町村がその実

現に取り組み、県も必要に応じた支援を講ずることとします。 
 

表 県と市町村の役割分担 

項目 秋田県の役割 市町村の役割 

主な施策展開の 

対象となる 

地域公共交通 

〇県や市町村を跨いで運行する

広域的な地域公共交通（鉄道・

地域間幹線系統等） 

〇市町村の地域内を運行する地

域公共交通（生活バス、マイタ

ウン・バス、フィーダー系統な

ど）（※） 

○それぞれの市町村に存する地

域公共交通の拠点 

主体的に取り組む

べき主な施策 

○広域的な地域公共交通の維持・

確保等 

○先進的な取組等に関する知見・

ノウハウの習得機会の提供 

○県全体で推進すべき先進的な

取組等の推進 

○市町村の地域内を運行する地

域公共交通の維持・確保等 

○地域の実情に応じた先進的な

取組等の推進 

（※）市町村が、広域的な地域公共交通について、何ら役割を負わないということを意味しない。 
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１-３ 県・市町村と交通事業者の役割分担・連携の方向性 

交通事業者は、自らが担う地域公共交通の維持・確保等に取り組み、県や市町村も、１-２
の役割等を踏まえながら、主体的にその維持・確保、活性化に取り組むこととします。 
また、本計画の推進に当たり、交通事業者と県は引き続き密接に連携することとし、県か

らは先進的な取組等に関する知見・ノウハウの習得機会を提供し、交通事業者は、必要に応

じて県の支援等も受けながら、それを取組に十分に生かして、サービス水準の向上に努める

こととします。 
このほか、県や市町村が地域公共交通の改善等の検討を行うに当たっては、運行状況に関

する情報や IC カード等をはじめとした利用実績データの提供・共有を積極的に行うこととし

ます。 
 

１-４ 県・市町村・交通事業者と県民の役割分担・連携の方向性 

地域公共交通の維持・確保等に当たっては、県、市町村、交通事業者の取組だけでは不十分

で、これを利用する県民が役割を担うこと（＝利用すること）が不可欠です。 
ときに、地域公共交通が不便だから利用しない、利用者が少ないからサービスが向上でき

ないという利用者側、交通事業者側で背反する考えを持ちがちですが、少なくとも、利用し

ないという状況は、地域公共交通の減退にしかつながらないため、“乗って守る”という意識

を県民１人１人が持つことが極めて重要になります。 
県、市町村、交通事業者としては、利便性を高めてより利用してもらいやすい環境づくり

に努めることとの両輪で県民の“乗って守る”という意識の醸成にも力を入れていくことと

し、これを受けて、１人でも多くの県民がこの意識を持って、日々の生活の中で地域公共交

通を利用していくことが重要です。 
 

【地域公共交通を支えるイメージ】 
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２．秋田県の地域公共交通ネットワークの将来像 

２-１ 地域公共交通ネットワークの将来像（県全体） 

基本目標に基づき後述する各種施策を行うことにより、基本方針の実現を目指し、それに

より形成される秋田県全体の地域公共交通ネットワークの将来像を示します。 
なお、本項では都市間や圏域間における地域公共交通ネットワークを示すものとし、圏域

内における地域公共交通ネットワークについては、圏域別の方針に示します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 秋田県全体の地域公共交通ネットワークの将来像  
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２-２ 地域公共交通等の位置づけ 

前項で示した地域公共交通ネットワークの将来像について、軸及び拠点の位置づけ等を下

表のとおり設定します。 
 

表 地域公共交通等の位置づけ 

区

分 
名称 位置づけ 具体的な路線・拠点 

軸 

広域都市間連携軸 

〇隣接する県をはじめ仙台都市圏

や関東都市圏など、全国の都市

圏と広域的に連携する軸 

〇本県と全国の都市圏との多様な

交流・連携を支える役割として

将来的にも維持を図る 

〇また、さらなる交流・連携の促進

に向けて軸の強化を図る 

鉄道： 

〇JR 秋田新幹線 

飛行機： 

〇日本航空 東京線、札幌線、大

阪線 

〇全日本空輸 東京線、札幌線、

大阪線、名古屋線 

航路： 

〇敦賀～苫小牧東港（秋田経

由）、新潟～苫小牧東港（秋田

経由） 

都市間・圏域間連携軸 

〇隣接する県や圏域間、圏域内の

広域的な連携を支える役割とし

て、将来的にも維持を図る 

鉄道： 

〇JR 奥羽本線、羽越本線、花輪

線、北上線、男鹿線、五能線、

田沢湖線 

〇秋田内陸縦貫鉄道 秋田内陸

線 

〇由利高原鉄道 鳥海山ろく線 

拠

点 

広域ゲート拠点 

〇本県の玄関口として、全国との

都市圏との連携の「核」ともなる

拠点であり、広域都市間連携軸

に関連する拠点 

〇広域的な連携・交流の促進に向

けた拠点性の維持・向上を図る 

鉄道駅： 

〇秋田駅、大曲駅、角館駅、田沢

湖駅 

空港： 

〇秋田空港、大館能代空港 

港： 

〇秋田フェリーターミナル 

都市間・圏域間連携拠点 

〇圏域間や市町村連携の要所とな

る拠点であり、2つ以上の鉄道路

線が重なる拠点 

〇主に県民の広域的な移動を支え

るため、拠点性の維持を図る 

鉄道駅： 

〇秋田駅、大曲駅、角館駅、田沢

湖駅（広域ゲート拠点として

の役割も兼ねる） 

〇大館駅、鷹ノ巣駅（JR）、鷹巣

駅（秋田内陸線）、東能代駅、

追分駅、羽後本荘駅（JR・鳥海

山ろく線）、横手駅 
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３．圏域別の将来ネットワーク 

県全体の地域公共交通ネットワークの将来像を踏まえて、それぞれの圏域における地域公

共交通ネットワークの将来像を示します。 
なお、県と市町村の役割分担の中で記載したとおり、本計画においては主に広域的な地域

公共交通を対象として位置づけ等を示すものであるため、鉄道や地域間幹線系統等に関する

将来像やそれらの路線に関連する拠点等について示すこととします。 
生活バスやマイタウン・バス、地域内フィーダー系統などについては、各市町村における

位置づけや考えなどに基づき、そして、ここで示す将来ネットワークとの整合に留意した上

で、市町村が作成する計画の中で位置づけることとします。 
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３-１ 鹿角・北秋田圏域 

①将来ネットワークイメージ 

当該圏域では、市町村間の日常生活の移動に必要となる地域間連携軸として地域間幹線系

統の維持・確保を図ります。特に、乗車密度の低下が著しいことから、路線の効率化などによ

る改善策の検討や、交通事業者・沿線市町村を中心として利用促進の展開を進めます。 
また、広域ゲート拠点である大館能代空港から各所へのアクセス性を確保するため、二次

アクセス軸についても維持・確保に向けて沿線市町村・交通事業者との協議を進めます。 
都市間・圏域間連携拠点である大館駅と鷹ノ巣駅（JR）・鷹巣駅（秋田内陸線）において、

広域的な地域公共交通と地域内の地域公共交通との接続性を確保することにより、ネットワ

ークとしての一体性の向上を図ります。 
また、地域交通拠点においては、各地域の主要なポイントとして、広域的な地域公共交通

等との接続性の確保を図ります。 
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②公共交通等の位置づけ 

前項で示した地域公共交通ネットワークの将来像について、軸及び拠点の位置づけ等を下

表のとおり設定します。 
 

表 地域公共交通等の位置づけ 

区

分 
名称 位置づけ 具体的な路線・拠点 

軸 

広域都市間連携軸 

（再掲） 

〇隣接する県をはじめ仙台都市圏

や関東都市圏など、全国の都市

圏と広域的に連携する軸 

〇本県と全国の都市圏との多様な

交流・連携を支える役割として

将来的にも維持を図る 

〇また、さらなる交流・連携の促進

に向けて軸の強化を図る 

飛行機： 

〇全日本空輸 東京線 

都市間・圏域間連携軸 

（再掲） 

〇隣接する県や圏域間、圏域内の

広域的な連携を支える役割とし

て、将来的にも維持を図る 

鉄道： 

〇JR 奥羽本線、花輪線 

〇秋田内陸縦貫鉄道 秋田内陸

線 

地域間連携軸 

（地域間幹線系統） 

〇市町村間の移動を支え、県民の

日常生活を支える重要な役割を

担う軸 

〇交通事業者及び沿線市町村と連

携した利用促進等を図りながら

将来的にも維持・確保を図る 

路線バス： 

〇大野線、大館・鷹巣線、大館・

小坂線、大谷（２）線、中野線、

小坂（２）線、花輪・大館線 

拠

点 

広域ゲート拠点 

（再掲） 

〇本県の玄関口として、全国との

都市圏との連携の「核」ともなる

拠点であり、広域都市間連携軸

に関連する拠点 

〇広域的な連携・交流の促進に向

けた拠点性の維持・向上を図る 

空港： 

〇大館能代空港 

都市間・圏域間連携拠点 

（再掲） 

〇圏域間や市町村連携の要所とな

る拠点であり、2つ以上の鉄道路

線が重なる拠点 

〇主に県民の広域的な移動を支え

るため、拠点性の維持を図る 

鉄道駅： 

〇大館駅、鷹ノ巣駅（JR）、鷹巣

線（秋田内陸線） 

地域交通拠点 

〇各市町内において、交通結節点

や乗継拠点として設定する拠点 

○広域的な地域公共交通と地域内

の地域公共交通との接続性を確

保し、一体性の向上を図る 

大館市： 

〇市立病院前、扇田病院前 

鹿角市： 

〇鹿角花輪駅、鹿角あんとらあ

前 

北秋田市： 

〇米内沢駅 

小坂町： 

○小坂小学校前 

 

 

  



 

169 

３-２ 山本圏域 

①将来ネットワークイメージ 

当該圏域では、市町村間の日常生活の移動に必要となる地域間連携軸として地域間幹線系

統の維持・確保を図ります。特に、乗車密度の低下が著しいことから、路線の効率化などによ

る改善策の検討や、交通事業者・沿線市町村を中心として利用促進の展開を進めます。 
都市間・圏域間連携拠点である東能代駅において、広域的な地域公共交通と地域内の地域

公共交通との接続性を確保することにより、ネットワークとしての一体性の向上を図ります。 
また、地域交通拠点においては、各地域の主要なポイントとして、広域的な地域公共交通

等との接続性の確保を図ります。 
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②公共交通等の位置づけ 

前項で示した地域公共交通ネットワークの将来像について、軸及び拠点の位置づけ等を下

表のとおり設定します。 
 

表 地域公共交通等の位置づけ 

区

分 
名称 位置づけ 具体的な路線・拠点 

軸 

広域都市間連携軸 

（再掲） 

〇隣接する県をはじめ仙台都市圏

や関東都市圏など、全国の都市

圏と広域的に連携する軸 

〇本県と全国の都市圏との多様な

交流・連携を支える役割として

将来的にも維持を図る 

〇また、さらなる交流・連携の促進

に向けて軸の強化を図る 

－ 

都市間・圏域間連携軸 

（再掲） 

〇隣接する県や圏域間、圏域内の

広域的な連携を支える役割とし

て、将来的にも維持を図る 

鉄道： 

〇JR 奥羽本線、五能線 

地域間連携軸 

（地域間幹線系統） 

〇市町村間の移動を支え、県民の

日常生活を支える重要な役割を

担う軸 

〇交通事業者及び沿線市町村と連

携した利用促進等を図りながら

将来的にも維持・確保を図る 

路線バス： 

〇能代・八竜線、真名子・能代線 

拠

点 

広域ゲート拠点 

（再掲） 

〇本県の玄関口として、全国との

都市圏との連携の「核」ともなる

拠点であり、広域都市間連携軸

に関連する拠点 

〇広域的な連携・交流の促進に向

けた拠点性の維持・向上を図る 

－ 

都市間・圏域間連携拠点 

（再掲） 

〇圏域間や市町村連携の要所とな

る拠点であり、2つ以上の鉄道路

線が重なる拠点 

〇主に県民の広域的な移動を支え

るため、拠点性の維持を図る 

鉄道駅： 

〇東能代駅 

地域交通拠点 

〇各市町内において、交通結節点

や乗継拠点として設定する拠点 

○広域的な地域公共交通と地域内

の地域公共交通との接続性を確

保し、一体性の向上を図る 

能代市： 

〇東能代駅、能代駅、能代バスス

テーション、二ツ井駅、森岳

駅、鹿渡駅、八竜ふれあいセン

ター 

藤里町： 

〇藤琴大町 
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３-３ 秋田圏域 

①将来ネットワークイメージ 

当該圏域では、市町村間の日常生活の移動に必要となる地域間連携軸として地域間幹線系

統の維持・確保を図ります。 
また、広域ゲート拠点である秋田駅及び秋田空港から各所へのアクセス性を確保するため、

二次アクセス軸についても維持・確保に向けて沿線市町村・交通事業者との協議を進めます。 
都市間・圏域間連携拠点である追分駅において、広域的な地域公共交通と地域内の地域公

共交通との接続性を確保することにより、ネットワークとしての一体性の向上を図ります。 
また、地域交通拠点においては、各地域の主要なポイントとして、広域的な地域公共交通

等との接続性の確保を図ります。 
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②公共交通等の位置づけ 

前項で示した地域公共交通ネットワークの将来像について、軸及び拠点の位置づけ等を下

表のとおり設定します。 
 

表 地域公共交通等の位置づけ 

区

分 
名称 位置づけ 具体的な路線・拠点 

軸 

広域都市間連携軸 

（再掲） 

〇隣接する県をはじめ仙台都市圏

や関東都市圏など、全国の都市

圏と広域的に連携する軸 

〇本県と全国の都市圏との多様な

交流・連携を支える役割として

将来的にも維持を図る 

〇また、さらなる交流・連携の促進

に向けて軸の強化を図る 

鉄道： 
〇JR 秋田新幹線 
飛行機： 
〇日本航空 東京線、札幌線、大
阪線 

〇全日本空輸 東京線、札幌線、
大阪線、名古屋線 

航路： 
〇敦賀～苫小牧東港（秋田経
由）、新潟～苫小牧東港（秋田
経由） 

都市間・圏域間連携軸 

（再掲） 

〇隣接する県や圏域間、圏域内の

広域的な連携を支える役割とし

て、将来的にも維持を図る 

鉄道： 

〇JR 奥羽本線、羽越本線、男鹿

線 

地域間連携軸 

（地域間幹線系統） 

〇市町村間の移動を支え、県民の

日常生活を支える重要な役割を

担う軸 

〇交通事業者及び沿線市町村と連

携した利用促進等を図りながら

将来的にも維持・確保を図る 

路線バス： 

〇五城目線、追分線、太平線、大

潟線、八郎潟線 

拠

点 

広域ゲート拠点 

（再掲） 

〇本県の玄関口として、全国との

都市圏との連携の「核」ともなる

拠点であり、広域都市間連携軸

に関連する拠点 

〇広域的な連携・交流の促進に向

けた拠点性の維持・向上を図る 

鉄道駅： 

〇秋田駅 

空港： 

〇秋田空港、大館能代空港 

港： 

〇秋田フェリーターミナル 

都市間・圏域間連携拠点 

（再掲） 

〇圏域間や市町村連携の要所とな

る拠点であり、2つ以上の鉄道路

線が重なる拠点 

〇主に県民の広域的な移動を支え

るため、拠点性の維持を図る 

鉄道駅： 

〇秋田駅、追分駅 

地域交通拠点 

〇各市町内において、交通結節点

や乗継拠点として設定する拠点 

○広域的な地域公共交通と地域内

の地域公共交通との接続性を確

保し、一体性の向上を図る 

秋田市： 
〇秋田駅、追分駅、泉外旭川駅、
土崎駅、和田駅、新屋駅 

男鹿市： 
〇男鹿駅、男鹿みなと市民病院、
男鹿温泉郷 

潟上市： 
〇天王グリーンランド、潟上市
役所、大久保駅、二田駅 

五城目町： 
○五城目バスタ－ミナル、イオ
ンスーパーセンター五城目店 

八郎潟町： 
○八郎潟駅、湖東厚生病院 
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３-４ 由利圏域 

①将来ネットワークイメージ 

当該圏域では、市町村間の日常生活の移動に必要となる地域間連携軸として地域間幹線系

統の維持・確保を図ります。特に、乗車密度の低下が著しいことから、路線の効率化などによ

る改善策の検討や、交通事業者・沿線市町村を中心として利用促進の展開を進めます。 
都市間・圏域間連携拠点である羽後本荘駅において、広域的な地域公共交通と地域内の地

域公共交通との接続性を確保することにより、ネットワークとしての一体性の向上を図りま

す。 
また、地域交通拠点においては、各地域の主要なポイントとして、広域的な地域公共交通

等との接続性の確保を図ります。 
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②公共交通等の位置づけ 

前項で示した地域公共交通ネットワークの将来像について、軸及び拠点の位置づけ等を下

表のとおり設定します。 
 

表 地域公共交通等の位置づけ 

区

分 
名称 位置づけ 具体的な路線・拠点 

軸 

広域都市間連携軸 

（再掲） 

〇隣接する県をはじめ仙台都市圏

や関東都市圏など、全国の都市

圏と広域的に連携する軸 

〇本県と全国の都市圏との多様な

交流・連携を支える役割として

将来的にも維持を図る 

〇また、さらなる交流・連携の促進

に向けて軸の強化を図る 

－ 

都市間・圏域間連携軸 

（再掲） 

〇隣接する県や圏域間、圏域内の

広域的な連携を支える役割とし

て、将来的にも維持を図る 

鉄道： 

〇JR 羽越本線 

〇由利高原鉄道 鳥海山ろく線 

地域間連携軸 

（地域間幹線系統） 

〇市町村間の移動を支え、県民の

日常生活を支える重要な役割を

担う軸 

〇交通事業者及び沿線市町村と連

携した利用促進等を図りながら

将来的に維持・確保を図る 

路線バス： 

〇本荘象潟３線、本荘象潟４線、

本荘秋田２線 

拠

点 

広域ゲート拠点 

（再掲） 

〇本県の玄関口として、全国との

都市圏との連携の「核」ともなる

拠点であり、広域都市間連携軸

に関連する拠点 

〇広域的な連携・交流の促進に向

けた拠点性の維持・向上を図る 

－ 

都市間・圏域間連携拠点 

（再掲） 

〇圏域間や市町村連携の要所とな

る拠点であり、2つ以上の鉄道路

線が重なる拠点 

〇主に県民の広域的な移動を支え

るため、拠点性の維持を図る 

鉄道駅： 

〇羽後本荘駅 

地域交通拠点 

〇各市町内において、交通結節点

や乗継拠点として設定する拠点 

○広域的な地域公共交通と地域内

の地域公共交通との接続性を確

保し、一体性の向上を図る 

由利本荘市： 

〇羽後本荘駅、矢島駅、岩城みな

と駅、羽後亀田駅、前郷駅、道

の駅おおうち、道の駅東由利、

西目駅、道の駅西目、鳥海菜ら

んど 

にかほ市： 

〇象潟駅、金浦駅、仁賀保駅 
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３-５ 仙北圏域 

①将来ネットワークイメージ 

当該圏域では、市町村間の日常生活の移動に必要となる地域間連携軸として地域間幹線系

統の維持・確保を図ります。特に、乗車密度の低下が著しいことから、路線の効率化などによ

る改善策の検討や、交通事業者・沿線市町村を中心として利用促進の展開を進めます。 
また、広域ゲート拠点である田沢湖駅、角館駅、大曲駅から各所へのアクセス性を確保す

るため、二次アクセス軸についても維持・確保に向けて沿線市町村・交通事業者との協議を

進めます。 
また、地域交通拠点においては、各地域の主要なポイントとして、広域的な地域公共交通

等との接続性の確保を図ります。 
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②公共交通等の位置づけ 

前項で示した地域公共交通ネットワークの将来像について、軸及び拠点の位置づけ等を下

表のとおり設定します。 
 

表 地域公共交通等の位置づけ 

区

分 
名称 位置づけ 具体的な路線・拠点 

軸 

広域都市間連携軸 

（再掲） 

〇隣接する県をはじめ仙台都市圏

や関東都市圏など、全国の都市

圏と広域的に連携する軸 

〇本県と全国の都市圏との多様な

交流・連携を支える役割として

将来的にも維持を図る 

〇また、さらなる交流・連携の促進

に向けて軸の強化を図る 

鉄道： 
〇JR 秋田新幹線 

都市間・圏域間連携軸 

（再掲） 

〇隣接する県や圏域間、圏域内の

広域的な連携を支える役割とし

て、将来的にも維持を図る 

鉄道： 

〇JR 奥羽本線、田沢湖線、北上

線 

〇秋田内陸縦貫鉄道 秋田内陸

線 

地域間連携軸 

（地域間幹線系統） 

〇市町村間の移動を支え、県民の

日常生活を支える重要な役割を

担う軸 

〇交通事業者及び沿線市町村と連

携した利用促進等を図りながら

将来的にも維持・確保を図る 

路線バス： 

横手大曲線、横手大曲２線 

拠

点 

広域ゲート拠点 

（再掲） 

〇本県の玄関口として、全国との

都市圏との連携の「核」ともなる

拠点であり、広域都市間連携軸

に関連する拠点 

〇広域的な連携・交流の促進に向

けた拠点性の維持・向上を図る 

鉄道駅： 

〇大曲駅、角館駅、田沢湖駅 

都市間・圏域間連携拠点 

（再掲） 

〇圏域間や市町村連携の要所とな

る拠点であり、2つ以上の鉄道路

線が重なる拠点 

〇主に県民の広域的な移動を支え

るため、拠点性の維持を図る 

鉄道駅： 

〇大曲駅、角館駅、田沢湖駅 

地域交通拠点 

〇各市町内において、交通結節点

や乗継拠点として設定する拠点 

○広域的な地域公共交通と地域内

の地域公共交通との接続性を確

保し、一体性の向上を図る 

大仙市： 

〇大曲駅、大曲バスターミナル、

神岡支所、神宮寺駅、刈和野

駅、羽後長野駅、羽後境駅、南

外支所、中里温泉 

仙北市： 

〇田沢湖駅、角館駅 
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３-６ 平鹿・雄勝圏域 

①将来ネットワークイメージ 

当該圏域では、市町村間の日常生活の移動に必要となる地域間連携軸として地域間幹線系

統の維持・確保を図ります。特に、乗車密度の低下が著しいことから、路線の効率化などによ

る改善策の検討や、交通事業者・沿線市町村を中心として利用促進の展開を進めます。 
都市間・圏域間連携拠点である横手駅において、広域的な地域公共交通と地域内の地域公

共交通との接続性を確保することにより、ネットワークとしての一体性の向上を図ります。 
また、地域交通拠点においては、各地域の主要なポイントとして、広域的な地域公共交通

等との接続性の確保を図ります。 
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②公共交通等の位置づけ 

前項で示した地域公共交通ネットワークの将来像について、軸及び拠点の位置づけ等を下

表のとおり設定します。 
 

表 地域公共交通等の位置づけ 

区

分 
名称 位置づけ 具体的な路線・拠点 

軸 

広域都市間連携軸 

（再掲） 

〇隣接する県をはじめ仙台都市圏

や関東都市圏など、全国の都市

圏と広域的に連携する軸 

〇本県と全国の都市圏との多様な

交流・連携を支える役割として

将来的にも維持を図る 

〇また、さらなる交流・連携の促進

に向けて軸の強化を図る 

－ 

都市間・圏域間連携軸 

（再掲） 

〇隣接する県や圏域間、圏域内の

広域的な連携を支える役割とし

て、将来的にも維持を図る 

鉄道： 

〇JR 奥羽本線、北上線 

地域間連携軸 

（地域間幹線系統） 

〇市町村間の移動を支え、県民の

日常生活を支える重要な役割を

担う軸 

〇交通事業者及び沿線市町村と連

携した利用促進等を図りながら

将来的にも維持・確保を図る 

路線バス： 

〇横手大曲線、横手大曲２線、湯

沢横手線 

拠

点 

広域ゲート拠点 

（再掲） 

〇本県の玄関口として、全国との

都市圏との連携の「核」ともなる

拠点であり、広域都市間連携軸

に関連する拠点 

〇広域的な連携・交流の促進に向

けた拠点性の維持・向上を図る 

－ 

都市間・圏域間連携拠点 

（再掲） 

〇圏域間や市町村連携の要所とな

る拠点であり、2つ以上の鉄道路

線が重なる拠点 

〇主に県民の広域的な移動を支え

るため、拠点性の維持を図る 

鉄道駅： 

〇横手駅 

地域交通拠点 

〇各市町内において、交通結節点

や乗継拠点として設定する拠点 

○広域的な地域公共交通と地域内

の地域公共交通との接続性を確

保し、一体性の向上を図る 

横手市： 

〇横手駅、十文字駅、柳田駅、醍

醐駅、相野々駅、黒沢駅、小松

川駅、横手バスタ－ミナル 

湯沢市： 

〇湯沢駅 

羽後町： 

〇梺橋（バス停） 

東成瀬村： 

○十文字案内所前、湯沢営業所 
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４．基本目標（計画期間内に達成する事項） 

３本の柱の実現に向けて、計画期間内（2022～2026）に達成する事項について、本県が抱え

る地域公共交通の課題を踏まえ、６つの基本目標を定めます。 
なお、本計画の着実な推進を図るため、基本目標の達成状況を検証する指標及び数値目標

を設定し、適切にモニタリング・評価を行うこととします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●基本目標 ●地域公共交通の課題一覧 

●秋田県の地域公共交通の目指すべき姿（基本方針）：3 本の柱 

基本方針１：持続可能で活気を育む地域公共交通 

基本方針２：活発な地域の創意工夫により成長し続ける地域公共交通 

基本方針３：利用者・事業者双方にやさしい地域公共交通 

基本 

目標５ 

地域公共交通を支える運営基盤

の強化 

基本 

目標６ 

地域公共交通を担う主体の運営体制

（人的基盤）の確保・強化が必要 

地域公共交通ネットワークの維

持・確保を通じた持続可能性の向

上 

基本 

目標１ 

“乗って守る”意識の醸成と“乗れ

る環境”の創出による過度な自家

用車利用からの脱却 

基本 

目標２ 

地域に活力をもたらす地域公共

交通ネットワークの構築 

基本 

目標３ 

地域公共交通を元気にする地域

の創意工夫の促進による利便性

向上・利用者増 

基本 

目標４ 

新たな技術等の活用による、誰に

とっても使いやすい地域公共交通

への進化 

財政的な制約を踏まえつつも、地域公

共交通の維持・確保のみならず、活性化

までも図ることが必要 

地域公共交通を利用する上での“わか

りやすさ”の向上を図ることが必要 

地域公共交通への需要の十分な掘り起

こしを通じて、過度な自家用車利用か

らの脱却が必要 

地域公共交通の一体性を高めるため、

交通結節点等における交通機関同士の

接続性の強化が必要 

将来の秋田の姿を見据えた地域公共交

通ネットワークの構築が必要 
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基本目標１：地域公共交通ネットワークの維持・確保を通じた持続可能性の向上 

① 目標の考え方 

〇社会・経済生活を支える上で不可欠な広域的地域公共交通ネットワークについて、交

通事業者が安全安心な運行を行うことを大前提に、地域の特性や利用実態等に応じて

適切に改善等を検討することで、利便性や効率性等の向上を図るとともに、県が国の

補助を活用しながら、市町村とも連携して継続的な支援を行うことにより、県民や来

訪者の移動手段として持続性の高い地域公共交通ネットワークの維持・確保を図りま

す。 
 

②指標・数値目標 

■乗合バス・タクシー路線の系統・区域数 

〇市町村や交通事業者が連携して行う地域の実情に即した運行形態に対し県が支援す

ることで、乗合バス路線の系統・区域数の「維持」を図ります。 

表 指標・数値目標 

指標 単位 基準値(Ｒ２) 現況値(R2) 目標値(R8) 

乗合バス・タクシー路線の系

統・区域数 

系統・

区域/年 
497 497 497 

 

【算定に用いる情報】 

・各交通事業者等からの聞き取り（毎年 11 月） 

 

■地域公共交通への公的資金投入額 

〇県と市町村、交通事業者が連携して地域公共交通に関する改善等を検討するととも

に、利用促進に向けた取組を展開し、効率性や持続性等を高めることで、増加傾向

の地域公共交通に対する公的資金投入額の「維持」を図ります。 
○なお、当該指標・数値目標については、単に維持する（＝増やさない）ことが重要な

のではなく、上記の系統・区域数や次に記載する年間利用回数など、サービス提供、

利用に係る数値が維持ないしは改善されていることとの関係で評価するものとしま

す。 
表 指標・数値目標 

指標 単位 
基準値 

(3 か年平均) 
現況値(R2) 目標値(R8) 

地域公共交通への公的資金

投入額 

百万円/

年 
2,695 3,103 2,695 

地域間幹線系統への公的資

金投入額 
千円/年 380,000 464,285 380,000 

   ※令和２年度は新型コロナウイルス感染症への対応のため、地域公共交通への公的資金

投入額が例年よりも増加しているため、新型コロナウイルス感染症の対応に要した投

入額を除いた過去３か年の平均額を維持するとしています。 

 

【算定に用いる情報】 

・県実績及び市町村からの聞き取り（毎年 9 月） 
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基本目標２：“乗って守る”意識の醸成と“乗れる環境”の創出による過度な自家用車利

用からの脱却 

① 目標の考え方 

〇地域公共交通を“乗って守る”という意識の醸成を図り、学生や高齢者などをはじめ

とした県民の需要を掘り起こすとともに、運行ルートや便数、運行時刻などを理由に

地域公共交通にアクセスできない人を可能な限り減らし、“乗れる環境”を創ることを

通じて、過度な自家用車利用からの脱却を図ります。 
 

②指標・数値目標 

■乗合バスの県民 1 人当たりの年間利用回数 

〇基本目標 1 に基づき、地域公共交通の維持・確保を図りつつ、利用者が利用しやす

いネットワークへと見直し、さらには、利用促進などのソフト的な取組を進めるこ

とで、県人口や地域公共交通全体の利用者数が減少傾向にある中でも、乗合バスに

対する県民 1 人当たりの年間利用回数の「増加」を図ります。 
 

表 指標・数値目標 

指標 単位 基準値(Ｒ1) 現況値(R2) 目標値(R８) 

乗合バスの県民 1人当たりの

年間利用回数 
回/年 11.5 9.3 11.5 

 

【算定に用いる情報】 

     ・各交通事業者からの聞き取り（毎年 11 月） 

    ・秋田県の人口と世帯（10 月 1日時点）（毎年 11月公表） 

 

■第三セクター鉄道利用者数 

〇基本目標 1 に基づき、三セク鉄道の利便性・効率性を高め、利用促進などのソフト

的な取組を進めることで、総人口や地域公共交通全体の利用者数が減少傾向にある

中でも、三セク鉄道年間利用者数の「増加」を図ります。 
 

表 指標・数値目標 

指標 単位 基準値(Ｒ1) 現況値(R2) 目標値(R8) 

第三セクター鉄道利用者数 千人/年 423 311 423 

 

【算定に用いる情報】 

     ・各三セク鉄道事業者からの聞き取り（毎年 5 月） 

  



 

182 

基本目標３：地域に活力をもたらす地域公共交通ネットワークの構築 

① 目標の考え方 

〇地域公共交通は、観光振興やまちの賑わい創出等にとって不可欠であり、さらに、企

業誘致やワーケーションの推進に当たっても、重要な要素の一つとなるものです。こ

れらの施策とも積極的に関わりを持ち、双方にとってプラスとなる win-win の関係を

引き出し、地域に活力をもたらす地域公共交通ネットワークの構築を図ります。 
 

②指標・数値目標 

■広域ゲート拠点から県内主要観光地への地域公共交通によるアクセス数 

〇鉄道・高速バスなどの広域的な地域公共交通と域内交通等との接続性を高めるとと

もに、観光施策等との連携などにより観光需要などの新たな利用の取り込み等も進

めることにより、広域ゲート拠点から県内主要観光地への地域公共交通によるアク

セス数の「増加」を図ります。 
 

表 指標・数値目標 

指標 単位 基準値(Ｒ1) 現況値(R2) 目標値(R8) 

秋田空港、大館能代空港から

のリムジンバス・エアポート

ライナー利用者数 

人/年 257,732 77,962 262,887 

 

【算定に用いる情報】 

・各交通事業者等からの聞き取り（随時） 
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基本目標４：地域公共交通を元気にする地域の創意工夫の促進による利便性向上・ 

利用者増 

① 目標の考え方 

〇県内の各地域における柔軟で自由な創意工夫の取組に対して、県として適切かつ的確

に支援を行うことで、それらの実現性を高めるとともに、それぞれの地域の特性や、

住民の移動特性等に適した地域公共交通サービスの展開への支援により、各地域にお

ける移動の利便性や利用拡大を図ります。 
 

②指標・数値目標 

■県民意識調査における地域公共交通に対する満足度 

〇地域の実情に即した運行形態や地域の創意工夫による地域公共交通の利用促進の取

組に対する支援を行うことにより、県民意識調査における「交流の持続的拡大を支

える交通ネットワークの構築」の項目に対して「十分」「おおむね十分」と回答した

方の割合の「増加」を図ります。 
 

表 指標・数値目標 

指標 単位 基準値(Ｒ3) 現況値(R3) 目標値(R8) 

県民意識調査の「交流の持続

的拡大を支える交通ネット

ワークの構築」の項目に対し

て「十分」「おおむね十分」と

回答した方の割合 

％ 11.1 11.1 20.0 

 
【算定に用いる情報】 

・県民意識調査の結果（毎年 8 月末公表） 

 
 ■地域公共交通活性化チャレンジ事業申請団体数 

〇交通事業者や市町村等が行う地域公共交通の利便性向上や利用促進に資するモデル

的・先進的な取組を支援する「秋田県地域公共交通活性化チャレンジ事業」の申請

団体数の「増加」を図ります。 
 

表 指標・数値目標 

指標 単位 基準値(Ｒ3) 現況値(R3) 目標値(R8) 

地域公共交通活性化チャレ

ンジ事業申請団体数 
団体/年 2 2 6 

 

【算定に用いる情報】 

・本事業の公募に対して申請した団体数（毎年 4月） 
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基本目標５：新たな技術等の活用による、誰にとっても使いやすい地域公共交通への進

化 

① 目標の考え方 

〇デジタル技術等の新たな技術を積極的に取り込み、県民はもちろんのこと、県外から

の観光客やビジネス客等にとっても使いやすい、地域公共交通サービスの提供を推進

する。 
○その前提として、高齢者、障がい者などあらゆる人にとって、使いやすい地域公共交

通であることが不可欠であり、バリアフリー化含めた交通拠点等の利用環境改善を着

実に進めていきます。 
 

②指標・数値目標 

■市町村等によるオープンデータ化実施率 

〇交通事業者や市町村、関係団体と連携し、県内の公共交通に関するオープンデータ

化を促進し、市町村等によるオープンデータ化率の「増加」を目指します。 
 

表 指標・数値目標 

指標 単位 基準値(Ｒ2) 現況値(R2) 目標値(R8) 

市町村等によるオープンデ

ータ化実施率 
％ 4.5 4.5 100 

 

【算定に用いる情報】 

・県バス協会ＨＰへの掲載状況（毎年 10月 1 日） 

 

 

■交通拠点における利用環境の改善実施率 

〇交通事業者や市町村が、利用者のニーズ、施設等の利用状況、財政的な制約等も踏

まえ、必要に応じ国や県の支援措置も活用しながら、駅の待合環境整備、移動円滑

化等を推進します。指標としては、国で対象とする一日当たり 3,000 人以上利用す

る鉄道駅及びバスターミナルにおけるバリアフリー整備の実施率とし、今後国が基

準の引き下げを行うなど、新たに対象となる施設が出てくる場合であっても１０

０％の維持を図ります。 

 

表 指標・数値目標 

指標 単位 基準値(Ｒ3) 現況値(R3) 目標値(R8) 

鉄道駅やバスターミナル等

におけるバリアフリー整備

実施率 

％ 100 100 100 

 

【算定に用いる情報】 

・交通事業者への聞き取り（随時） 

 



 

185 

基本目標６：地域公共交通を支える運営基盤の強化 

① 目標の考え方 

〇地域公共交通の担い手である交通事業者、市町村に対して、安定的な運営を支える基

盤の整備、先進的なノウハウ、知見等の蓄積を促します。 
 

②指標・数値目標 

■乗合バス事業者 3 社及び第三セクター鉄道会社 2 社の収支率 

〇県民のさらなる利用促進や運行の効率化等の取組を行い、それを行政が的確に支援

することにより、県内の乗合バス事業者 3 社及び第三セクター鉄道会社 2 社の収支

率の「増加」を図ります。 
 

表 指標・数値目標 

指標 単位 基準値(Ｒ2) 現況値(R2) 目標値(R8) 

乗合バス３社の収支率 ％ 49.3 49.3 60.0 

三セク鉄道２社の収支率 ％ 59.4 59.4 60.0 

 

【算定に用いる情報】 

・バス事業者からの聞き取り（毎年 11 月） 

・三セク鉄道事業者からの聞き取り（毎年 6 月） 

 

■乗合バス事業者３社の乗務員人員数 

〇交通事業者の安定的な運営基盤の確保に向けて、各事業者と国、県バス協会等が連

携してリクルート活動の強化を行うことにより、県内の乗合バス事業者３社の乗務

員人員の「増加」を図ります。 
 

表 指標・数値目標 

指標 単位 基準値(Ｒ2) 現況値(R３) 目標値(R8) 

乗合バス事業者３社の乗務

員人員数 
人 526 475 526 

 

【算定に用いる情報】 

    ・バス事業者からの聞き取り（毎年 5月） 
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■県が開催する勉強会（年２回）への参加率 

〇県が来年度以降実施する地域公共交通に関する勉強会では、県内市町村の出席率を

１００％にすることを目指し、確実な知見・ノウハウの習得の場とします。 
表 指標・数値目標 

指標 単位 現況値(R3) 目標値(R8) 

勉強会への参加率 ％ － 100 

 

【算定に用いる情報】 

・勉強会への出欠状況（毎年 4、10 月） 
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第５章 目標の達成に向けた具体的な施策 
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１．施策一覧 

計画期間内における基本目標の達成に向けて、以下に示す各種施策を推進します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 地域間幹線系統確保維持費補助金による継続的

な支援 

三セク鉄道への運営費補助、利用促進支援の継続 

生活バス路線維持等補助制度による継続的な支

援と、その効果的な実施のための見直し 

 

 

 

 

「地域公共交通活性化チャレンジ事業」の実施と

活用促進 

先進事例など知見・ノウハウ獲得のための勉強会

の開催  

オープンデータ化の確実な実施と維持管理体制

の構築 

オープンデータ化を基にしたサービスの高度化

（バスロケ、デジタルサイネージの導入等） 

「地域公共交通活性化チャレンジ事業」の実施と

活用促進 【再掲】  
 

先進事例など知見・ノウハウ獲得のための勉強会

の開催 【再掲】 

リクルート活動の強化に向けた取組の推進 

 

 

「秋田県地域公共交通トップが乗って応援 Day」

の実施 

高等学校訪問キャラバンの実施 

 

観光地等へアクセスする二次交通の充実、PR の

強化 

観光施策と連動したレンタカーの利用促進 

 

三セク鉄道への施設修繕費の補助の継続 安全運行の徹底と更なる向上 

市町村や交通事業者による施策連携や関係強化

を促すための協議のサポート 

県内の知見共有、計画の実効的なフォローアップ

のための情報データベースの構築 

IC カード等の導入と利用可能エリアの拡大 

新たなモビリティサービスの導入 

交通拠点等の利用環境改善の推進 

ダイヤ改正情報の共有や乗継利便向上のための

協議の場の設置による各主体間の連携強化 

デジタル技術等を積極的に活用した業務の効率

化 

「運転免許自主返納高齢者支援サービス」の継続 

コンテンツプロバイダーへの GTFS データの展開 

バスロケーションシステムやデジタルサイネージ

の導入促進 

貨客混載の推進 

交通ネットワークの維持・確保のための活性化協

議会の柔軟な活用 
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２．施策の進め方等 

２-１ 基本目標１ 【地域公共交通ネットワークの維持・確保を通じた持続可

能性の向上】 の達成に向けた施策の進め方 

施策①：地域間幹線系統確保維持費補助金による継続的な支援 

概要 

○市町村間の移動を支える県民の重要な移動手段である地域間幹線系統を今後

とも維持するため、引き続き国・沿線市町村と協調して補助を行うなど、財政

的な支援を継続して実施します。 

実施主体 県・国・市町村 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

 

【進め方のイメージ】 

○地域間幹線系統について、県は国庫補助事業である地域公共交通確保維持改善事業を活用す

ることで国と協調して補助を実施し、これでもなお、補えない欠損額については、市町村が

補っている場合もあり、このような支援体制を引き続き継続し、地域間幹線系統の維持・確

保を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 協調補助のイメージ 

  

1補助対象経常費用

9/20

→事業者／市町村負担なし
補助上限

国と県が同額を補助

国補助 県補助 経常収入（見込額）

事業者

／市町村
経常収入（見込額）国補助 県補助

補助上限額を超過した分を

市町村や事業者が負担

国と県が同額を補助

イメージ

※乗車密 度が５人未満の

場合や競合区 間がある場

合も補助対象経費を減額

①経常収入が経常費用の

 11/20以上の場合

②経常収入が経常費用の11/20

 以下の場合

継続的な支援 
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施策②：三セク鉄道への運営費補助、利用促進支援の継続 

概要 

○市町村間の移動を支える県民の重要な移動手段であり、また、県を代表する観

光コンテンツでもある、三セク鉄道を今後とも維持するため、沿線市町村や交

通事業者との合意に基づき、継続的な財政的な支援を継続します 

実施主体 県・国・沿線市町村 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

 

施策③：三セク鉄道への施設修繕費への補助の継続 

概要 

○三セク鉄道の安全・安心な運行を確保するため、県が、国庫補助や運営助成基

金も活用しながら、その運行の用に供する施設の維持・修繕を的確に行います。 

○他方、当該基金については、全て取り崩せるよう条例改正した場合でも、秋田

内陸縦貫鉄道に係るものについては令和 13 年頃に、由利高原鉄道に係るもの

については令和 27 年頃に枯渇することが見込まれていることから、基金枯渇

後の三セク鉄道の支援のあり方について沿線自治体との検討を開始します。 

実施主体 県・国・沿線市町村 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

【現在の三セク鉄道に係る合意に基づく支援体制のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎運行費支援 

・由利本荘市が前年度計上損失額を

支援 

・前年度計上損失額の 1/4 以内で

1800 万円を上限に市に補助 

◎維持修繕費補助 

・維持修繕の内容に応じて、国、県、

運営助成基金から補助 

◎利用促進支援 

・地元協議会への負担金拠出援等を

通じて支援 

◎運行費支援 

・北秋田市、仙北市、上小阿仁村で

２億円/年を支援 

・県は北秋田市、仙北市に 5000 万

円/年を補助 

◎維持修繕費補助 

・維持修繕の内容に応じて、国、県、

運営助成基金から補助 

◎利用促進支援 

・地元協議会への負担金拠出援等を

通じて支援 

継続的な支援 

継続的な支援 

検討開始 
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施策④：生活バス路線維持費等補助制度による継続的な支援と、効果的な実施のための見直し 

概要 

○地域間幹線系統と相まって地域内の重要な交通ネットワークを構成する生活

バス、マイタウン・バス、フィーダー系統について、今後も維持するため、県

が、市町村や国との協調補助を行うなどして支援を継続します。 

○ただし、マイタウン・バス運行費等補助制度については、地域の創意工夫によ

る利用拡大や収益改善を図る余地を拡大させるため、現状、補助対象外として

いる区域型のデマンド運行を補助対象にするとともに、平均乗車密度１未満の

系統については、更なる効率的な運行に向けた検討等を促すため、補助対象外

とする見直しを実施します。 

実施主体 市町村・県・国 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

 

施策⑤：交通ネットワークの維持・確保等のための活性化協議会の柔軟な活用 

概要 

○地域公共交通を取り巻く環境は流動的であり、また、新たな技術や知見により、

講ずべき施策や支援策も変化していくことが想定されます。 

○このような状況等を鑑みれば、活性化協議会を計画のフォローアップの場だけ

ではなく、講ずべき施策等の検討やブラッシュアップにも積極的に活用してい

きます。 

〇とりわけ、今年度、同活性化協議会にデジタル部会も新たに設置していること

から、デジタル技術をはじめとした新たな技術の活用方策等について積極的に

議論していきます。 

実施主体 県のほか活性化協議会の各構成員 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

 

【協議会の活用イメージ（例）】 

○バスロケーションシステムについて、県内で広く展開する場合の施策展開や費用負担の

在り方の検討 

○ＩＣカードについて、コミュニティ交通も含めた県全体の地域公共交通で導入する場合

の各市町村含めた導入方策、費用負担の在り方の検討 

 

施策⑥：安全運行の徹底と更なる向上 

概要 

○地域公共交通を持続可能なものにするための大前提として、安全・安心な運行

がなされていることが不可欠です。地域公共交通の運行を担う交通事業者等が

安全対策を徹底し、その更なる向上を図ることで、利用者に対して安心・安全

な交通サービスを提供します。 

実施主体 交通事業者・業界団体 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

  

R6 バス事業年度から見直し適用 

継続的な支援 

移行準備期間 

協議会の定期的な開催 

安全運行の実施 
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２-２ 基本目標２ 【“乗って守る”意識の醸成と“乗れる環境”の創出による

過度な自家用車利用からの脱却】 の達成に向けた施策の進め方 

施策①：「秋田県地域公共交通トップが乗って応援 Day」の実施 

概要 

○秋田県では自家用車利用がますます進み、地域公共交通の利用者の減少の一因

となっています。 

○地域公共交通の維持・確保を呼びかける立場の行政や交通事業者のトップ及び

職員が積極的に地域公共交通を利用し、それをアピールすることで、地域公共

交通利用に関する県民意識の醸成を図ります。 

実施主体 県・市町村・国（運輸局）・交通事業者 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

 

【進め方のイメージ】 

○毎年 10月第 4週の金曜日（仮）において、知事、市町村の首長、交通事業者の代表等に積極

的に公共交通を利用してもらい、そのＰＲを強力に実施します。（ＣＭ、マスコミ等へＰＲ） 

○必要に応じて秋田市をはじめ、各市町村で行われるノーマイカーデーの取組と連動した展開

も想定します。 

〇当該取組の実施効果を高めるため、各交通事業者や業界団体の協力を得て、関連するイベン

トを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 秋田市のノーマイカーデーの概要 

※毎年 10 月第 4 週金曜日（仮）に実施 
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施策②：高等学校訪問キャラバンの実施 

概要 

○本計画策定に際しての調査では、通学に際して自家用車を利用している学生が

多くいる一方で、生徒に公共交通の利用を促したいと考えている高等学校があ

ること、加えて、地域によっては、入学する高校生に対して、利用をＰＲする

機会を得られていないこと等が分かりました。 

○これらを踏まえ、地域公共交通利用の掘り起こしを目指し、「高等学校訪問キャ

ラバン隊」を結成し、公共交通の利用をＰＲし、定期券の購入等を促します。 

実施主体 交通事業者・業界団体・市町村・県 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

 

【進め方のイメージ】 

○交通事業者等を中心にして、「高等学校訪問キャラバン隊」を結成し、バス通学の容易さ等を

勘案して、県内の高校やＰＴＡの会合等を訪問して、公共交通を利用した通学手段の説明会

の開催や、その場での定期券販売会を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策③：「運転免許自主返納高齢者支援サービス」の継続 

概要 

○秋田県警察本部では、運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受け

た高齢者等に対して、同証明書を提示すればタクシーやバスなどの交通機関や

協賛店舗等による各種割引を受けることができるサービスを展開しています。 

○この取組は、高齢者の移動手段としての地域公共交通利用の促進につながる取

組であることから、今後も各種事業者等への協力要請を継続し、地域公共交通

の利用者増につなげていきます。 

実施主体 警察本部等 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

 

 

 

 

 

  

図 説明会の開催イメージ 

サービスの展開 

※定期券等の購入に資するタイミングでの実施を想定 

図 免許返納支援サービスの概要 
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２-３ 基本目標３ 【地域に活力をもたらす地域公共交通ネットワークの構

築】 の達成に向けた施策の進め方 

施策①：観光地等へアクセスする二次交通の充実、ＰＲの強化 

概要 

○県内の観光地へのアクセス手段となる地域公共交通の充実、そして、そのアク

セス性の維持・向上を図るため、主要な交通拠点、とりわけ、広域ゲート拠点

からの移動手段の充実を図ります。 

○併せて、二次交通の利用方法等を分かりやすくＰＲすることで、その認知度向

上を図っていきます。 

実施主体 交通事業者・市町村・県 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

 

【進め方のイメージ】 

○観光地への二次交通に関しては、例えば、本年

７月に世界文化遺産登録を受けた縄文遺跡群

へアクセスするための二次交通の改善や、大

型クルーズ船が寄港する際の秋田港からの二

次交通の確保を図ることが重要であり、関係

者間の更なる連携強化が必要となります。 

○また、二次交通については、運行主体や広域ゲート拠点のＨＰ等で周知されていることが多

いですが、それが最新かつ分かりやすいものになっているか常に点検を行う必要があります。 

 

施策②：観光施策と連動したレンタカーの利用促進 

概要 

○新型コロナウイルス感染症の拡大の影響等を受けて、少人数・個人での旅行な

ど新たな旅行ニーズが高まっており、レンタカーはこのようなニーズの受け皿

となる主要な交通手段の一つです。 

○県としては、これまで観光施策と連動させたレンタカーの利用促進を図ってき

ており、引き続き、旅行者のニーズや事業者の声を的確に捉えながら、これを

継続していきます。 

実施主体 県・レンタカー事業者 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

【進め方のイメージ】 

○これまでも、県は、訪日外国人旅行者による利用促進を目的に、レンタカーを利用したモデ

ルルートの設定や、利用方法に関する情報発信等を実施してきており、同旨の取組を継続し

ていく予定です。 

○このほか、県内空港の利用促進を図るための旅行商品造成支援を、当該空港の利用促進協議

会を通じて実施してきていますが、旅行代理店等がレンタカー利用の商品造成をした場合に

支援額を増額するなどの措置を講じるなど、レンタカー利用への誘導も行っており、同様の

措置についても継続していく予定です。  

写真 伊勢堂岱遺跡 図 角館 MaaS の概要 

二次交通の充実及び PR の実施 

利用促進 
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【進め方のイメージ】 

○秋田県の地域公共交通（路線バス、コミュニテ

ィ交通等）に関する運行情報を市町村、交通事

業者が GTFS フォーマットに基づいてデータ化

し、それをコンテンツプロバイダーなどに対し

てオープンにすることで、経路検索サービス等

への掲載を促し、利用者にとってわかりやすい

情報の提供体制の構築を図ります。 

 

施策④：バスロケーションシステムやデジタルサイネージの導入促進 

概要 

○地域公共交通の利用しやすさの向上に向けて、鉄道や路線バスの現在位置や運

行情報などをリアルタイムに発信するバスロケーションシステム及びデジタ

ルサイネージの導入を支援します。 

実施主体 県・市町村・交通事業者 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

【進め方のイメージ】 

○バスロケーションシステムとは、GPS 等を用いて

バスの位置情報を収集し情報を提供するものであ

り、これにより、スマートフォンやデジタルサイ

ネージなどで現在位置をリアルタイムに知ること

ができ、バスの遅延状況やおおよその待ち時間を

把握することができます。 

○本県では特に冬季の積雪環境下において、路線バ

スの遅延等が発生する可能性が高くなることか

ら、バスロケーションシステムの導入を推進する

ことにより、利用者の利便性の向上を図ります。 

 

施策③：コンテンツプロバイダーへのＧＴＦＳデータの展開 

概要 

○観光地を訪れる訪問客等にとって、ナビタイムやジョルダンなどのコンテンツ

プロバイダーが提供する移動経路検索サービス等は不可欠なものとなってき

ており、それへの掲載の有無は、地域公共交通の存否と同義だと言われること

もあります。 

○県内の地域公共交通に関するオープンデータ化を進めるとともに、市町村にお

ける同データの作成及びオープンデータ化を推進し、コンテンツプロバイダー

に対するＧＴＦＳデータを展開することで、掲載情報の充実・維持を図ります。 

実施主体 市町村・交通事業者・県 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

図 オープンデータの展開イメージ 

図 バスロケーションシステムのイメージ 

データの作成・更新及び展開 

導入支援 
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施策⑤：貨客混載の推進 

概要 

○地域公共交通の担い手を確保するとともに、人口減少に伴う輸送需要の減少が

深刻な課題となっている地域等において、人流・物流サービスの持続可能性を

確保するため、貨客混載による運送支援の実装を推進します。 

実施主体 交通事業者・県・市町村 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

 

【進め方のイメージ】 

○貨客混載とは、貨物と旅客の輸送・運行を一緒に行う形態のことを指し、鉄道や路線バス、

タクシー、飛行機、フェリーなどで行われています。 

○本県においてもバス事業者の羽後交通の路線バス（本荘・象潟線）において、貨客混載の取

組を行っており、地域公共交通と物流双方の維持・確保に向けた効率化・生産性の向上に取

り組んでいるところです。今後もこうした取組の水平展開を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○また、ＪＲ東日本では新幹線を活用した荷物輸送にも力を入れており、県内では男鹿市や仙

北市等と連携して、新鮮な海産物や農産品を首都圏に輸送する取組などが行われています。

今後の活用拡大を目指して、関係者間での連携を強化していく必要があります。  

 

     

図 貨客混載のイメージ 

実装支援 
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２-４ 基本目標４ 【地域公共交通を元気にする地域の創意工夫の促進によ

る利便性向上・利用者増】 の達成に向けた施策の進め方 

施策①：「地域公共交通活性化チャレンジ事業」の実施とその活用促進 

概要 

○地域公共交通の利便性・効率性の向上や、利用促進につながる各地域における

取組などに対する支援制度である、地域公共交通活性化チャレンジ事業を推進

します。 

○当該事業を通じてデジタル技術等の実装や、交通事業者はもとより、商業施設

等の移動サービスとの連携、地域の商工団体、観光関係者との協働を促進しま

す。 

実施主体 県・市町村・交通事業者 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

 

【チャレンジ事業のイメージ（２０２１年度の場合）】 

 

【採択された事業（２０２１年度）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

チャレンジ事業の推進 

１．買物タクシー 

  高齢者の移動手段確保のため、タクシー会社及び

スーパー等と連携した「買物タクシー」の実証運行を

実施。 

２．バスロケーションオープンデータ化 

  バスの位置情報を公開し、乗換情報を提供。ＧＰＳ

端末等は市販部品を購入・組立て、オープンソース化

されているプログラムを活用し、導入・運用費用を安

価に。 

１．タブレットによる乗り逢い交通予約システムの構築 

①タブレット・モバイルＷｉ－Ｆｉ機器の貸し出し 

  インターネット未契約、スマホ・タブレット等未所持世帯に

タブレット・モバイルＷｉ－Ｆｉ機器の貸出。 

②相乗りシステムの構築 

  予約確定時点で登録利用者全員に対し、相乗りを呼びか

けるメッセージを通知。 

秋田市 秋田県立大学（由利本荘市） 
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施策②：先進事例など知見・ノウハウ獲得のための勉強会の開催 

概要 

○市町村における地域公共交通計画の策定促進や、地域公共交通に関する取組の

推進に向けて、各種法制度や、他都市での事例等を習得する場として、市町村

の交通担当者や交通事業者を対象とした勉強会を定期的に開催します。 

実施主体 県・国（運輸局） 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

 

【勉強会のイメージ】 

〇勉強会は年に概ね２回開催することとし、以下の概要で行うことを想定します。 

○なお、県が企画立案を行うとともに、国（運輸局）が県からの相談に応じて、事例の提案や

講演者との仲介を行います。 

 

表 勉強会の開催概要（案） 

開催回数 開催時期 内容 

１回目 
年度当初 

（４月頃） 

〇地域公共交通部局初任者を対象とした勉強会とし、具体的

に、以下の項目等を想定。 

【勉強会の項目案】 

・地域公共交通活性化再生法の概要 

・地域公共交通確保維持事業、モビリティサービス関連補

助事業などの国庫補助事業に概要 

・道路運送法の概要 

・県補助事業の概要 

・県内事例の紹介 

２回目 
年度中盤 

（１０月頃） 

〇応用編として、先進的な取組等新たな知見の獲得を目指す

勉強会とし、具体的には以下の項目等を想定。 

【勉強会の項目案】 

・地域公共交通大臣表彰受賞地域の取組等（自治体及び交

通事業者の先進的な取組）の紹介 

・MaaS 等新たな技術を活用した事例の紹介 

・国から最新のトピックの紹介 

 

 

 

 

  

勉強会の開催 
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施策③：市町村や交通事業者による施策連携や関係強化を促すための協議のサポート 

概要 

○各市町村等においては、施策の企画立案に当たっての他の市町村や交通事業者

との協議に難航することもあり、その際に、中立的な立場、他の市町村等の事

例の蓄積がある県が必要に応じて関わるほか、場合によっては、議論の場を設

けるなどして円滑な協議を積極的にサポートします。 

実施主体 県 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

 

【サポートする案件のイメージ（例）】 

〇地域内に新たなサービスを導入する

場合の当該市町村と既存事業者との

協議が難航している場合 

〇周辺市町村と施策連携が必要である

ものの、ノウハウや知見がなく難航

している場合 等 

 

 

 

 

 

施策④：県内の知見共有、計画の実効的なフォローアップのための情報データベースの構築・共有 

概要 

○各市町村等からは他市町村の取組に関する情報を求める声があるほか、県とし

ても、地域公共交通施策の企画立案はもとより、本計画の効果的なフォローア

ップをしていくためには、可能な限り、各市町村や交通事業者の情報を把握し

ておく必要があります。 

〇現在も、県では、一定の情報を各市町村から収集した上でフィードバックをし

ているところですが、よりニーズに沿った内容となるよう市町村等の意向を詳

細に把握し、当該データベース（施策立案等参考資料）のブラッシュアップを

図っていきます。 

実施主体 県・市町村・交通事業者 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

  

新たな移動サー
ビスに向けて事
業を推進したい

広域路線の見直
しを隣の自治体
と協議したい

市町村B

市町村A

交通事業者

協議が
難航

協議を
仲介

新たなサービス
により利用者の
減少が懸念・・・

ノウハウ
が無い

県

ノウハウ等
を提供

図 協議サポートのイメージ 

協議のサポート（適宜） 

データベースの構築・更新 
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２-５ 基本目標５ 【新たな技術等を活用して、誰にとっても使いやすい地域

公共交通への進化】 の達成に向けた施策の進め方 

施策①：オープンデータ化の確実な実施と維持管理体制の構築 

概要 

○地域公共交通の運行情報等に係るデータについて、ダイヤ改正等に合わせた情

報の更新やオープンデータ化に係る管理体制の構築により、オープンデータ化

の徹底を図ります。 

実施主体 市町村・交通事業者・県 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

 

【進め方のイメージ】 

○令和３年度中に県内全ての乗合バス（市町村営のコミュニティバスも含む）について、県バ

ス協会のＨＰにおいてオープンデータ化を完了しています。【予定】 

○市町村や交通事業者は、県が実施したオープンデータ作成講座等で習得した知見を組織内で

引継ぎながら、情報の更新等を適宜実施していきます。県も必要なサポートがあれば、内容

に応じて実施していきます。 

○県としては、県補助の交付要件に、市町村等によるオープンデータ化とその情報の適宜更新

を追加することを予定しています。 

 

施策②：オープンデータ化を基にしたサービスの高度化（バスロケ、デジタルサイネージの導入等） 

概要 

○①のオープンデータ化された情報をベースとして、地域公共交通の利用しやす

さの向上に向けて、鉄道や路線バスの現在位置や運行情報などをリアルタイム

に発信するバスロケーションシステム及びデジタルサイネージの導入を支援

します。 

実施主体 県・市町村・交通事業者 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

 

【進め方のイメージ】 

○２-３施策⑤と同じ。 

 

施策③：「地域公共交通活性化チャレンジ事業」の実施とその活用促進（再掲） 

概要 

○地域公共交通の利便性・効率性の向上や、利用促進につながる各地域における

取組などに対する支援制度である、地域公共交通活性化チャレンジ事業を推進

します。 

実施主体 県・市町村・交通事業者 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

導入支援 

チャレンジ事業の推進 

体制の構築 継続的な運用（定着） 
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【進め方のイメージ】 

○地域連携 IC カードは JR 東日本が展開

するシステムであり、JR東日本の交通

系 IC カード・Suica と各地域の交通機

能をまとめた「２in１カード」です。 

○Suica のように全国で利用することが

できるほか、地域独自の交通ポイント

の付与なども行うことができます。 

 

 

施策⑤：新たなモビリティサービスの導入 

概要 

○MaaS をはじめとして、将来的な新たなモビリティサービスの導入及び県内での

水平展開に向けて、県内における取組の推進や、他都市における事例の調査・

研究、さらには、導入を検討する地域との連携強化を図ります。 

実施主体 県・市町村・交通事業者 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

 

【進め方のイメージ】 

○MaaS（マース：Mobility as a Service）とは、

地域住民など一人一人の移動ニーズに対応し

て、複数の地域公共交通や、それ以外の移動サ

ービスを最適に組み合わせて、サービス等を提

供するものです。 

○全国的にも様々なサービスが展開されていま

すが、県内でも、男鹿市や仙北市で JR 東日本に

より TOHOKU MaaS が導入されており、その横展

開やサービス内容の充実などについて、地域で

議論していくことが想定されます。 

  

施策④：ＩＣカード等の導入と利用可能エリアの拡大 

概要 

○秋田県では、今後、秋田市や秋田中央交通、ＪＲ東日本（一部エリア）、秋北バ

ス（一部区間）が交通系ＩＣカードの導入を決めているなど、地域公共交通利

用者の更なる利便性向上が期待されます。 

〇また、ICカード以外のキャッシュレス決済サービスも、乗降時の利用者の利便

性向上につながることから、その積極的な導入も期待されます。 

実施主体 秋田市・秋田中央交通・JR 東日本・秋北バス・県 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

図 地域連携 IC カードのイメージ 

図 MaaS のイメージ 

導入（秋田市エリア、秋北バス一部区間） 

拡大（JR 東日本） 

IC カードの導入拡大やその他キャッシュレス決済サービスの導入検討 

調査・研究・案件形成 
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施策⑥：交通拠点等の利用環境改善の推進 

概要 

○交通拠点やバス車両等における、快適性の向上やバリアフリー化の推進等の、

利用環境の改善を通じて、高齢者や障がい者をはじめとしたあらゆる人にとっ

て使いやすい地域公共交通の実現に努めます。 

実施主体 交通事業者・市町村・県 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

 

【進め方のイメージ】 

○待合所などの交通拠点におけるデジタルサイ

ネージの設置や、交通拠点のリニューアル等を

通じて、ストレスのない待合環境の整備や、利

用しやすい交通拠点への転換などの利用環境

改善に係る整備を推進します。 

 

 

 

 

表 拠点の改善内容 

圏域 拠点名 改善内容 実施主体 共用時期 

鹿角・ 
北秋田 
圏域 

大館駅 
〇駅舎の建て替え 

〇駅前広場等の整備 
大館市 2023 年度 

鷹ノ巣駅（JR）・鷹巣駅（秋田内陸

線） 

〇乗り入れ環境の改善 

〇案内・標識の改善 
北秋田市  

鹿角花輪駅 〇駅前広場等の整備 鹿角市  
山本 
圏域     

秋田 
圏域 

追分駅 〇バリアフリー整備 秋田市  

男鹿駅 〇待合スペースの改善 男鹿市  

由利 
圏域 

羽後本荘駅（JR・鳥海山ろく線）、
岩城みなと駅、羽後亀田駅、西目
駅、矢島駅（鳥海山ろく線）、前郷
駅（鳥海山ろく線）、道の駅おおう
ち、道の駅東由利、道の駅西目、鳥
海菜らんど 

〇乗継拠点の整備 
由利本荘

市 
 

象潟駅・金浦駅・仁賀保駅 〇案内・標識等の充実 にかほ市  

仙北 
圏域 

大曲駅、大曲バスターミナル、神
岡支所、神宮寺駅、刈和野駅、羽後
長野駅、羽後境駅、南外支所、中里
温泉 

〇ターミナル機能の整備 大仙市  

角館駅、田沢湖駅 
〇ハブ拠点の設定 

〇乗継案内等の充実 
仙北市  

※上記の内容は各自治体の地域公共交通計画に記載の内容等を踏まえて作成 

図 秋田駅の AI サイネージ 

利用環境改善の推進 
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施策⑦：ダイヤ改正情報の共有や乗継利便向上のための協議の場の設置による各主体間の連携強 

     化 

概要 

○鉄道とバス、鉄道と鉄道（ＪＲと三セク鉄道など）の接続性の最適化に向けて、

各交通事業者のダイヤ改正情報等について、円滑に共有できるスキームを構築

します。 

実施主体 秋田県・交通事業者・市町村 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

 

【進め方のイメージ】 

○交通事業者間の情報共有の円滑化を図るため、

関係する市町村や県が仲介役となり、ダイヤ改

正情報やその他各種取組の情報などを共有し、

利用者の更なる利便性向上を図ります。 

〇また、事業者間での連携を促進し、交通モード

間で連携した取組の展開などを促します。 

  

図 情報共有のイメージ 

スキーム構築 円滑な情報共有 
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２-６ 基本目標６ 【地域公共交通を支える運営基盤の強化】 の達成に向け

た施策の進め方 

施策①：先進事例等に係る知見・ノウハウ獲得のための勉強会の開催（再掲） 

概要 

○市町村における地域公共交通計画の策定促進や、地域公共交通に関する取組の

推進に向けて、各種法制度や、他都市での事例等を教育する場として、市町村

の交通担当者や交通事業者を対象とした勉強会を定期的に開催します。 

実施主体 県・国（運輸局） 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

 

施策②：リクルート活動の強化に向けた取組の推進 

概要 

○交通事業者の安定的な運営基盤の構築に向けて、交通事業者や業界団体、国等

が引き続き連携し、積極的なリクルート活動を行うとともに、県では運輸事業

振興助成交付金の拠出等を通じて支援を継続します。 

○「女性活躍の環境整備」や「子育て支援」の観点にも着目し、多様な人材の確

保に努めます。 

実施主体 交通事業者・業界団体・国（運輸局）・県 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

 

施策③：デジタル技術等を積極的に活用した業務の効率化 

概要 

○交通事業者や業界団体は、その運営基盤の強化に向けて、デジタル技術等を積

極的に活用し、業務の効率化等を通じて、マンパワー不足に対応した体制等に

向けた取組を、積極的に進めます。 

実施主体 交通事業者・業界団体 

スケジュール 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

 

【進め方のイメージ】 

〇ICT 技術の活用などにより、通常対面で行

う点呼（体調等、アルコール検知等）をカ

メラ・モニター等の映像・音声等を中継し

て実施する「IT点呼」やロボットなどの点

呼支援機器を利用する「自動点呼」などの

手法も確立されています。 

〇これによりリモートで点呼を行うことがで

き、マンパワーの効率化等が期待されるた

め、本県でもこうした取組などを推進し、

運営基盤の強化を図ります。  

図 IT 点呼のイメージ 

勉強会の開催 

支援の実施 

取組の推進 
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第６章 計画の実現化方策 
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１．計画の推進体制 

１-１ 計画の推進・管理体制 

本計画の推進に当たっては、県や市町村、交通事業者、利用者代表、学識経験者等で構成さ

れる「秋田県地域公共交通活性化協議会」が実施施策の進捗管理や、基本目標の達成状況の

確認（数値目標に対するモニタリング）等を行います。 
また、進捗状況等の確認だけではなく、その検証・分析を行ったうえで、必要があれば施策

の追加・拡充や、施策内容の改善等を行うなどし、地域公共交通を取り巻く環境のめまぐる

しい変化に柔軟に対応できる計画の管理・運用を行うものとします。 
 

１-２ 推進主体と基本的な役割 

計画の推進に当たっては、秋田県地域公共交通活性化協議会が中心となって、市町村、交

通事業者、国、関係団体等、さらには利用者たる県民と連携・協働して、以下に示すそれぞれ

の役割を担うものとします。 
 

表 推進主体と基本的な役割 

推進主体 基本的な役割 

秋田県地域公共交通 

活性化協議会 

〇計画全体を進行する役割を担い、主体的に計画の進捗管理及び

推進を図るとともに、地域公共交通の維持・確保、さらにはそ

の活性化に向けた検討を行う。 

〇他の分野とも連携を図るために構成員同士や、その他の関係者

との“橋渡し”となる役割を担い、県全体での取組の推進を図

る。 

県 

○秋田県地域公共交通活性化協議会の事務局として、同協議会が

上記役割を果たせるよう必要な取組を推進する。 

○本計画で掲げる施策（県分）について、関係者と連携しながら

着実に推進する。 

市町村 

○本計画で掲げる施策（市町村分）について、関係者と連携しな

がら着実に推進する。 

〇各市町村にいて地域公共交通計画を策定し、県計画との整合を

図りつつ、地域内を運行する地域公共交通に対する取組を推進

する。 

交通事業者 

〇本計画で掲げる施策（交通事業者分）について、関係者と連携

しながら着実に推進する。 

○各種運行に関する情報やデータ等を県や市町村とも共有し、地

域公共交通施策の発展に貢献する。 

国 

〇国全体の視点から、本県における取組に対する助言等を行うと

ともに、他の都道府県・他都市の取組などの新たな知見等の提

供などを行う。 

利用者 
○地域公共交通を“乗って守る”という考えを共有し、積極的に

活用するように努める。 
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２．計画の推進方法 

本計画は秋田県地域公共交通活性化協議会による管理のもと、本計画への位置付け（P）に

基づき、事業の実施（D）を進めるとともに、指標・数値目標等に対して毎年度モニタリング・

検証（C）を行い、必要に応じて個別事業の改善等に係る検討（A）及び改善案の検討（P）を

行うなど、PDCAサイクルにより推進します。 
計画の検証および地域公共交通確保維持改善事業に関する協議等を行うため、年度ごとに

秋田県地域公共交通活性化協議会を開催し、計画に位置付ける事業等の実施状況及び実施結

果の検証等を行います。 
計画最終年度である 2026 年度には計画全体の評価等を行いつつ、計画の見直し、及び次期

計画の策定に向けた検討を進めます。 

 

表 計画の推進方法 

 
 

表 各年度の実施事項 

 

 

次期計画
2022 2023 2024 2025 2026 2027

改定

本計画の計画期間
項目

計画全体の見直し（P)

個別事業の検討・見直し
（A・P）

モニタリング・評価（C)

事業実施（D)

データ取得 データ取得 データ取得 データ取得 データ取得

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

●

〇 ●

計画・事業に
関連した評価

補助事業等に
関連した評価

実施事項

協議会の開催

庁内調整

地域間幹線系統補助関連

公共交通計画
のPDCA

予算要求

P

計画認定

申請
認定

補助金交付申請

（前年度分）

● ●●

地域公共交通

確保維持改善

計画の作成

P
次年度の事業計画の検討

C

P
次年度の事業実施に向けた最終調整

計画のモニタリング

・検証 A
次年度事業の

見直し検討

D
事業の実施

●

C



 

 

付録 

秋田県地域公共交通活性化協議会設置要綱 

 

 （目的） 

第１条 秋田県地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）は、地域公共交通の活性化及

び再生に関する法律（平成 19 年法律第 59 号。以下「法」という。）第６条第１項の規定に基

づき、秋田県地域公共交通計画（以下「計画」という。）の作成、実施及び評価等、並びに県内

の地域公共交通の維持・確保に関する協議を行うために設置する。 

 

 （事務局） 

第２条 協議会の業務を行うため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、秋田県観光文化スポーツ部交通政策課に置く。 

３ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 （事業） 

第３条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

⑴ 計画の策定及び変更に係る協議に関すること 

⑵ 計画の実施に係る協議に関すること 

⑶ 計画に位置づけられた事業の実施に関すること 

⑷ 具体的なバス路線等に係る生活交通の確保に関する計画の策定についての調整及び決定 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要なこと 

 

 （構成及び任期） 

第４条 協議会は、別記の委員を持って構成する。 

２ 委員の任期は２年とする。ただし、欠員を生じた場合、補充の委員の任期は前任者の残任

期間とする。 

 

 （会長及び副会長） 

第５条 協議会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長は秋田県観光文化スポーツ部長を、副会長は東北運輸局秋田運輸支局長をもってあ

てる。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

 （会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席するか書面等により協議に参加できなければ開くことができ

ない。 

３ 委員は、都合により会議を欠席する場合、代理の者を出席させることができることとし、そ

の代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。 

４ 議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。 



 

 

５ 会議は、原則として公開とする。ただし、会議の一部又は全部を公開することにより公正か

つ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、その限りにおいて非公開

で行うものとする。 

６ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議

への出席を依頼し、助言等を求めることができる。 

７ 会議の透明性を確保するため、会長は、会議が開催された後速やかに県公式ウェブサイト

等で当該協議会で審議された議案及び議事録概要（以下「議事録等」という）を公開するも

のとする。 

８ 前各号に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 （地域部会） 

第７条 協議会には、第３条の各号に掲げる事項に関して、地域の実情に応じた協議等を行うため、

地域ごとに地域部会を設置する。 

    １）県北地域部会 鹿角、北秋田及び山本地域振興局管内 

    ２）中央地域部会 秋田地域振興局管内 

    ３）県南・由利地域部会 由利、仙北、平鹿及び雄勝地域振興局管内 

２ 地域部会に関する組織、運営その他の事項は、会長が別に定める。 

 

 （地域公共交通デジタル部会） 

第８条 協議会には、本県の地域公共交通のデジタル化を推進するため、地域公共交通デジタル部

会（以下「デジタル部会」という。）を設置する。 

２ デジタル部会に関する組織、運営その他の事項は、会長が別に定める。 

 

 （監査） 

第９条 協議会に監査委員を１名置く。 

２ 協議会の出納監査は、会長が別に定めた監査委員によって行う。 

３ 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。 

 

 （その他） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和３年３月２３日から施行する。 

     

   附 則 

 この要綱は、令和３年７月２７日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[別記]・・・秋田県地域公共交通活性化協議会構成員（第４条関係） 

 

１ 秋田県観光文化スポーツ部長 

２ 東北運輸局秋田運輸支局長 

３ 市町村交通担当部局長（各地域部会から１市町村ずつ選出） 

４ 秋田県警察本部交通部交通企画課長 

５ 秋田県建設部都市計画課長           

６ (公社)秋田県バス協会会長           

７ (一社)秋田県ハイヤー協会会長         

８ (一社)秋田県レンタカー協会会長        

９ 秋北バス株式会社取締役社長          

10 秋田中央交通株式会社代表取締役社長      

11 秋田中央トランスポート株式会社代表取締役社長 

12 羽後交通株式会社取締役社長          

13 東日本旅客鉄道㈱秋田支社総務部長       

14 秋田内陸縦貫鉄道㈱代表取締役社長       

15 由利高原鉄道㈱代表取締役社長         

16  秋田県交通運輸産業労働組合協議会議長     

17 (一社)秋田県観光連盟会長           

18 (公財)秋田県老人クラブ連合会会長       

19 秋田県高等学校ＰＴＡ連合会会長        

20  秋田県地域婦人団体連絡協議会会長 

21 (社福)秋田県身体障害者福祉協会会長 

22  学識経験者（若干名）             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

秋田県地域公共交通活性化協議会 委員名簿（令和３年度） 

  職  名 氏  名 

1 秋田県観光文化スポーツ部長 嘉藤 正和 

2 国土交通省東北運輸局秋田運輸支局長 玉田 紀之 

3 大館市建設部都市計画課長 本多 利明 

4 秋田市都市整備部交通政策課長 栗林 律人 

5 横手市総務企画部経営企画課長 森田 博範 

6 秋田県警察本部交通部交通企画課長 佐々木 薫 

7 秋田県建設部都市計画課長 伊勢 弘 

8 公益社団法人秋田県バス協会会長 齋藤 善一 

9 一般社団法人秋田県ハイヤー協会会長 佐々木 宏行 

10 一般社団法人秋田県レンタカー協会会長 小野寺 正臣 

11 秋北バス株式会社取締役社長 小畑 保彦 

12 秋田中央交通株式会社代表取締役社長 渡邉 綱平 

13 羽後交通株式会社取締役社長 齋藤 善一 

14 秋田中央トランスポート株式会社代表取締役社長 渡邉 綱一郎 

15 東日本旅客鉄道株式会社秋田支社総務部長 酒井 宏彰 

16 秋田内陸縦貫鉄道株式会社代表取締役社長 吉田 裕幸 

17 由利高原鉄道株式会社代表取締役社長 萱場 道夫 

18 秋田県交通運輸産業労働組合協議会議長 澤田 宏 

19 一般社団法人秋田県観光連盟会長 齋藤 善一 

20 公益財団法人秋田県老人クラブ連合会会長 児玉 長榮 

21 秋田県高等学校ＰＴＡ連合会会長 湊屋 啓二 

22 秋田県地域婦人団体連絡協議会会長 小玉 喜久子 

23 社会福祉法人秋田県身体障害者福祉協会会長 伊藤 英紀 

24 秋田大学大学院理工学研究科准教授 日野 智 

 

 

 

 



 

 

秋田県地域公共交通活性化協議会県北地域部会 委員名簿（令和３年度） 

  職  名 氏  名 

1 秋田県観光文化スポーツ部交通政策課長 小松 勝統 

2 国土交通省東北運輸局秋田運輸支局首席運輸企画専門官 吉川 博幸 

3 鹿角市市民部生活環境課長 奈良 洋一 

4 小坂町総務課長 窪田 圭一 

5 大館市建設部都市計画課長 本多 利明 

6 北秋田市総務部総合政策課主幹 高田 徹 

7 上小阿仁村総務課長 田村 秀幸 

8 能代市環境産業部商工労働課参事 与斉 勝也 

9 藤里町総務課長 淡路 博之 

10 三種町企画政策課長 工藤 一嗣 

11 八峰町企画財政課長 高杉 泰治 

12 秋田県鹿角地域振興局建設部次長 太田 秀幸 

13 秋田県北秋田地域振興局建設部次長 鳴海 勝哉 

14 秋田県山本地域振興局建設部次長 備前 亨 

15 国土交通省能代河川国道事務所長 高橋 秀典 

16 秋北バス株式会社取締役事業管理部長 棚谷 貞一 

17 一般社団法人秋田県ハイヤー協会鹿角支部長 大里 吉一 

18 一般社団法人秋田県ハイヤー協会大館支部長 髙橋 紀博 

19 一般社団法人秋田県ハイヤー協会北秋支部長 岩谷 忠男 

20 一般社団法人秋田県ハイヤー協会能代山本支部長 中嶋 吉博 

21 東日本旅客鉄道株式会社秋田支社総務部長 酒井 宏彰 

22 秋田内陸縦貫鉄道株式会社代表取締役社長 吉田 裕幸 

23 特定非営利活動法人上小阿仁村移送サービス協会代表 萩野 芳紀 

24 鹿角市利用者代表 兎澤 正文 

25 小坂町利用者代表 銭盛 進 

26 大館市利用者代表 小田 壽子 

27 北秋田市利用者代表 石川 仁司 

28 能代市利用者代表 渡邊 耕佑 

29 藤里町利用者代表 齋藤 アツ子 

30 三種町利用者代表 三浦 秀隆 

31 秋田大学大学院理工学研究科准教授 日野 智 

 



 

 

秋田県地域公共交通活性化協議会中央地域部会 委員名簿（令和３年度） 

  職  名 氏  名 

1 秋田県観光文化スポーツ部交通政策課長 小松 勝統 

2 国土交通省東北運輸局秋田運輸支局首席運輸企画専門官 吉川 博幸 

3 秋田市都市整備部交通政策課長 栗林 律人 

4 男鹿市総務企画部企画政策課長 杉本 一也 

5 潟上市総務部企画政策課長 安田 秀樹 

6 五城目町まちづくり課長 柏 和順 

7 八郎潟町総務課長 村井 健一 

8 井川町総務課長 鈴木 嘉 

9 大潟村総務企画課長 薄井 伯征 

10 秋田県秋田地域振興局建設部次長 今野 一夫 

11 国土交通省秋田河川国道事務所長 木越 養一 

12 秋田中央交通株式会社代表取締役社長 渡邉 綱平 

13 秋田中央トランスポート株式会社代表取締役社長 渡邉 綱一郎 

14 一般社団法人秋田県ハイヤー協会男鹿南秋支部長 北嶋 透志雄 

15 一般社団法人秋田県ハイヤー協会秋田支部長 工藤 康憲 

16 東日本旅客鉄道株式会社秋田支社総務部長 酒井 宏彰 

17 秋田市利用者代表 高橋 敦子 

18 潟上市利用者代表 小玉 喜久子 

19 五城目町利用者代表 工藤 佳 

20 八郎潟町利用者代表 佐藤 操 

21 井川町利用者代表 伊藤 節子 

22 大潟村利用者代表 藤井 真 

23 秋田大学大学院理工学研究科准教授 日野 智 

 

  



 

 

秋田県地域公共交通活性化協議会県南・由利地域部会 委員名簿（令和３年度） 

  職  名 氏  名 

1 秋田県観光文化スポーツ部交通政策課長 小松 勝統 

2 国土交通省東北運輸局秋田運輸支局首席運輸企画専門官 吉川 博幸 

3 由利本荘市企画財政部地域振興課長 佐藤 弘幸 

4 にかほ市企画調整部長 佐藤 喜仁 

5 大仙市企画部地域活動応援課長 山信田 恭弘 

6 仙北市総務部企画政策課長 齋藤 洋 

7 美郷町企画財政課長 髙橋 穣 

8 横手市総務企画部経営企画課長 森田 博範 

9 湯沢市総務部企画課長 阿部 誠 

10 羽後町町民生活課長 坂田 聡 

11 東成瀬村企画課長 備前 博和 

12 秋田県由利地域振興局建設部次長 鎌田 利彦 

13 秋田県仙北地域振興局建設部次長 阿部 透 

14 秋田県平鹿地域振興局建設部次長 太田 哲 

15 秋田県雄勝地域振興局建設部次長 内藤 秀之 

16 国土交通省湯沢河川国道事務所長 目黒 嗣樹 

17 羽後交通株式会社取締役社長 齋藤 善一 

18 一般社団法人秋田県ハイヤー協会本荘由利支部長 小石 和弥 

19 一般社団法人秋田県ハイヤー協会大曲仙北支部長 青山 忠雄 

20 一般社団法人秋田県ハイヤー協会横手湯沢雄平支部長 佐藤 昭逸 

21 東日本旅客鉄道株式会社秋田支社総務部長 酒井 宏彰 

22 由利高原鉄道株式会社代表取締役社長 萱場 道夫 

23 由利本荘市利用者代表 鷹島 恵一 

24 にかほ市利用者代表 佐々木 正行 

25 大仙市利用者代表 齊藤 劯 

26 美郷町利用者代表 坂本 勇 

27 横手市利用者代表 菊地 利徳 

28 湯沢市利用者代表 宮原 千鶴子 

29 秋田大学大学院理工学研究科准教授 日野 智 
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